
三
井
物
産
に
お
け
る
業
績
査
定
と
賞
与
の
著
し
い
累
進
化

鈴
木
邦
夫

は
じ
め
に

Ⅰ
賞
与
と
給
与

�一
八
七
六
年
～
一
八
九
六
年

�

Ⅱ
掛
主
任
・
掛
員
の
業
績
の
数
値
化
と
そ
の
後
の
賞
与
の
著
し
い
累
進
化

�一
八
九
七
年
～
一
九
四
七
年

�

お
わ
り
に

は
じ
め
に

三
井
物
産
の
賞
与
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
全
体
像
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
論
じ
た
研
究
は
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
賞
与
の
全
体

像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
俸
給
（
月
給
、
日
給
）
に
つ
い
て
は
、
賞
与
を
検
討
す
る
際
の
前
提
と
な
る
た
め
、
賞
与
の

分
析
に
必
要
な
限
り
で
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。

こ
れ
ま
で
の
三
井
物
産
の
賞
与
に
関
す
る
研
究
で
、
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
は
二
〇
〇
二
年
に
発
表
さ
れ
た
高
橋
弘
幸
の
論
文
（
１
）と
、
二
〇

一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
若
林
幸
男
の
論
文
（
２
）で
あ
る
。
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高
橋
の
俸
給
と
賞
与
に
関
す
る
分
析
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
三
井
営
業
店
全
体
の
俸
給
（
本
俸
）
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
明
治
二
〇
年
中
葉
頃
に
三
井
物
産
で

は
俸
給
に
関
す
る
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
三
井
物
産
の
給
与
に
関
す
る
方
針
が
大
き
く
変
化
し
た
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
３
）。
た
だ
し
高
橋
は
、
だ
れ
が
俸
給
の
改
革
を
主
導
し
た
の
か
、
改
革
に
よ
っ
て
三
井
営
業
店
の
統
一
的
な
昇
給
基
準
は
で
き
た
の
か
、

改
革
に
よ
っ
て
各
人
の
俸
給
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
ま
で
は
検
討
し
て
い
な
い
。

第
二
は
、「
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
頃
」
の
三
井
物
産
船
舶
部
員
な
ど
の
月
給
と
賞
与
（
正
確
に
は
賞
与
の
う
ち
の
特
別
賞
与
の
み
）

の
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
「
賞
与
は
、
月
給
高
に
は
殆
ど
関
係
な
く
、
徹
底
的
に
業
績
反
映
型
で
運
用
さ
れ
」
、
「
こ
れ
は
賞
与
が
、
昇
進
の
進

�と
は
関
係
な
く
、
全
社
員
に
ほ
ぼ
公
平
に
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
た
報
酬
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
」
て
い
る
こ
と
、
し
か
も

「
賞
与
は
個
人
差
が
非
常
に
大
き
」
く
、
月
給
八
か
月
相
当
か
ら
二
か
月
相
当
未
満
ま
で
、
六
か
月
相
当
分
も
の
格
差
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
（
４
）。
高
橋
の
い
う
よ
う
に
賞
与
（
正
確
に
は
特
別
賞
与
）
が
徹
底
的
に
業
績
反
映
型
で
運
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

若
林
幸
男
の
論
文
で
否
定
さ
れ
る
も
の
の
、
月
給
相
当
月
数
で
み
る
と
個
人
差
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、

特
別
賞
与
に
お
い
て
大
き
な
個
人
差
の
あ
る
支
給
と
な
っ
た
の
は
何
時
頃
か
や
、
分
析
デ
ー
タ
の
中
に
な
い
支
店
長
・
部
長
も
含
め
て
見
る

と
個
人
間
の
差
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
一
九
二
〇
年
代
～
三
〇
年
代
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
職
員
の
定
期
昇
給
と
賞
与
（
正
確
に
は
特
別
賞
与
）
を
分
析
し
た
若
林
論
文
で

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
つ
ぎ
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
あ
る
月
給
額
以
上
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
定
期
昇
給
を
隔
年
（
二
年
に
一
回
）
と
し
、
こ
れ
よ
り
低
い
月
給
額
の
も
の
は
一
年

に
一
回
と
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
何
時
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は

言
及
し
て
い
な
い
。
第
二
は
、
支
店
レ
ベ
ル
で
支
店
長
が
職
員
の
賞
与
（
正
確
に
は
特
別
賞
与
）
を
算
定
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
項
目
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（
欄
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
（
５
）。
高
橋
論
文
の
指
摘
と
は
異
な
り
、
月
給
額
、
役
職
、
業
績
に
関
わ
る
三
つ

の
欄
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
支
店
長
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
数
値
を
記
入
し
、
三
つ
の
数
値
を
合
計
し
て
特
別
賞
与
の
申
請
額
を
算
定
し
て

い
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
高
橋
論
文
と
同
様
、
普
通
賞
与
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、
ま
た
、
支
店
長
の

特
別
賞
与
に
つ
い
て
は
デ
ー
タ
を
欠
く
た
め
、
不
詳
で
あ
る
。

本
稿
で
は
以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
検
討
す
べ
き
具
体
的
な
課
題
を
設
定
す
る
。

第
一
の
課
題
は
職
員
の
俸
給
の
質
（
水
準
）
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
課
題
は
、
賞
与
に
関

し
て
三
井
各
社
（
三
井
営
業
店
）
共
通
の
規
則
が
い
つ
作
ら
れ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
三
井
物
産
の
賞
与
は
こ

の
共
通
規
則
だ
け
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
普
通
賞
与
の
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
の
課
題
は
、
特
別
賞
与
の
支
給
体
系
は
い
つ
完
成
し
た
の
か
、
ま
た
特
別
賞
与
の
詳
細
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
五
の
課
題
は
、
職
員
の
賞
与
と
比
べ
る
と
、
重
役
賞
与
は
ど
の
よ
う
な
水
準
で
あ

っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
検
討
す
る
際
に
、
以
下
の
よ
う
に
二
つ
に
時
期
区
分
す
る
。
一
八
七
六
年
（
設
立
）
～
一
八
九
六
年
の
時
期
と
一
八
九

七
年
～
一
九
四
七
年
（
解
散
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
賞
与
に
関
し
て
三
井
共
通
の
規
則
（「
賞
与
内
規
」）
が
定
め
ら
れ
た
一
八
九
七
年

（
明
治
三
〇
）
六
月
で
分
け
た
も
の
で
あ
り
、
賞
与
を
検
討
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。

（

1）
高
橋
弘
幸
「
日
本
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
人
的
資
源
管
理
の
発
展

�明
治
大
正
期
三
井
物
産
の
人
的
資
源
管
理
の
研
究

�」（『
文
京

学
院
大
学
大
学
院
経
営
学
論
集
』
四
、
二
〇
〇
二
年
六
月
）。

（

2）
若
林
幸
男
「
戦
間
期
三
井
物
産
職
員
の
定
期
昇
給
と
ボ
ー
ナ
ス
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

�一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
に
対
す
る
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分
析

�」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
八
三

�三
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
）。

（
3）

た
と
え
ば
、
「
明
治
二
〇
年
代
中
盤
あ
た
り
か
ら
、
三
井
組
と
し
て
関
係
各
社
の
使
用
人
の
俸
給
政
策
を
総
合
的
に
管
理
す
る
機
運
が
で
て

き
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
三
井
物
産
も
明
治
二
三
～
二
六
年
に
先
に
あ
げ
た
俸
給
規
則
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
」
（
五
七
ペ
ー
ジ
）
と
記
し
て
い
る
。

（

4）
六
六

�六
七
、
六
九
ペ
ー
ジ
。

（

5）
七
八
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

Ⅰ
賞
与
と
給
与

�一
八
七
六
年
～
一
八
九
六
年

�

1.

使
用

人
給

与
の

全
体

像
と

賞
与

会
社
設
立
の
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
か
ら
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
三
井
物
産
使
用
人
（
重
役
を
除
く
）
給

与
の
内
訳
は
、
俸
給
、
手
当
金
、
普
通
賞
与
、
特
別
賞
与
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
変
遷
を
第

1図
に
示
し
た
。
参
考
の
た
め
重
役
賞
与
の
変
遷

も
掲
げ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
俸
給
」
と
い
う
言
葉
は
月
給
（
あ
る
い
は
日
給
）
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
。「
手
当
金
」
と
い
う
言
葉
は
、

俸
給
と
は
別
に
、
毎
月
あ
る
い
は
時
々
に
支
給
さ
れ
る
も
の
を
指
す
。
手
当
金
に
は
、
賄
料
、
夜
食
料
、
妻
手
当
、
役
手
当
な
ど
様
々
な
も

の
が
含
ま
れ
る
。「
普
通
賞
与
」
と
い
う
言
葉
は
、
月
給
と
は
別
に
一
年
あ
る
い
は
半
年
に
一
回
、
支
給
さ
れ
る
も
の
を
指
す
。「
特
別
賞
与
」

と
い
う
言
葉
は
、「
普
通
賞
与
」
と
は
別
に
定
期
的
に
支
給
さ
れ
る
賞
与
（
ボ
ー
ナ
ス
）
を
指
す
（
１
）。
こ
の
う
ち
普
通
賞
与
は
、「
三
井
物
産
会

社
規
則
」（
一
八
七
六
年
六
月
）
に
記
さ
れ
た
「
社
則
」
第
六
条
第
三
節
（
２
）で
は
「
慰
労
金
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
重
役
を
除
く
使
用
人
（
以
下
で
は
使
用
人
と
い
う
言
葉
を
、
重
役
を
除
い
た
も
の
と
し
て
使
用
。
「
職
員
」
と
も
表
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第
1
図
使
用
人
の
給
与
（

189
6年
以
前
）

1896
年
下
期
か
ら
純
益
金
の

10％
を
三
井
元
方
へ
回
付
。
重
役

へ
は
こ
こ
に
プ
ー
ル
し
た
商
店
全
体
の
純
益
金
か
ら
支
給

1876� 79年
純
益
金
の

15％
、

1880� 82年
20％
、

1883年
17.5％

、
1886年

20％

1893
年
下
期
～
1
89
6
年
上
期

定
め
な
し
。
職
員
の
賞
与
を

含
む
割
当
額
を
毎
季
決
定

純
益
金
の

20％
10％

1876年
か
ら

1886年
1887年

～
1891年

1892年
上
期
～

1893年
上
期

18
93 年
下
期
以
降

「
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
内
規
」

1896年
1
2月

30
日
制
定

益
田
孝

10％
、
木
村
正
幹

5％
、

1880
年
か

ら
馬
越
恭
平

2.5％
、

1880
�
1881

年
拝
司
永

造
2.5％

、
1886年

金
子
弥
一
2.5％

「
特
別
賞
与
規
則
」

1880
年

3
月

制
定
（
3
年
毎
に
特
別
賞
与
）
毎

年
利
益
の

5％
積
立

益
田
孝

10％
、
木

村
正
幹

5％
、
馬
越

恭
平

2.5％
、
金
子

弥
一

2.5％

1885年
（
第

1
回
）

1879年
ま

で
の
分

1886年
（
第

2
回
）

そ
の
後
の

3
年
分

（
92
下
、

9
3
上

の
実
際
支
給

額
は

10％
を

上
回
る
）

「
定
款
」
1887

年
2
月
制
定

に
規
定
な
し

「
三
井
物
産
慰
労
金
配

賦
方
ノ
件
」

1892
年

1
2
月

27
日
三
井
家
仮
評

議
会
承
認
。
「
純
益
金

の
3
割
」
、
「

1
割
ヲ
重

役
」
、
「

2
割
ヲ
重
役
以

外
ノ
総
員
」

規
定
見
当
た
ら
ず
。

一
部
の
職
員
に
支
給

「
俸
給
規
則
」
1892年

第
2
条
に
「
本
俸
ヨ
リ
多
カ
ラ
サ
ル
額
ヲ
支
給
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
」

各
人
へ
の
支
給
額
を

1895
年
上
期
か
ら
、
得
点
（
勤
務
日
数
×
日
給
）

に
手
代
等
級
別
の
歩
合
（

2
銭

2
厘
な
ど

4
段
階
）
を
乗
じ
た
も
の
と

し
た
。

1897
年
下
期
に
定
率
を
１
銭

3
厘
に
引
き
下
げ
（
三
井
共
通
化
）
。

「
三
井
物
産
会
社
規
則
」

1876
年

6
月
の
第

6
条
第

2
節
で
規
定
。
「
其
十
分
ノ
一
（
純
益
高
）
ヲ
以
テ
慰
労

ニ
充
テ
之
ヲ
番
頭
已
下
一
同
ニ
給
与
ス
ヘ
シ
」

1876年
か
ら

1886年
1887年

～
1891年

1892年
上
期
～

1893年
上
期

1893年
下
期
以
降

「
慰
労
金
」
：
純
益
金
の

10％
10％

「
慰
労
金
」

20％

1
89
3年
下
期
～
1896

年
上
期
、
割
当
額
の

定
め
な
し
。
職
員
の
賞
与
を
含
む
割
当
額

を
毎
季
決
定

手
当

金
の

規
定

「
定
款
」

1887
年

2
月
制
定
の
第

9
条

で
等
級
別
俸
給
表

「
俸
給
規
則
」

1892
年

4
月

26
日
制
定
で
社
長

以
下
の
級
別
俸
給
表

→「
使
用
人
給
料
規
則
」
18
93
年

7
月
改
正

→
18
94
年
11月
俸
給
表
改
正
→
1895年

1
月
改
正

1
89
5
年

1
月
番
頭
席
廃

止
→
手
代
席
に
統
一

外
国
在
勤
務
（
東
洋
と
倫
敦
）
俸
給
表
→

1
89
3
年

7
月
改
正

な
ど
、
改
正
を
重
ね
て
1905年

末
ま
で
存
続

外
国
在
勤
俸
給

重役賞与特別賞与普通賞与俸給

18
93
年
下
期
以
降

1893
年

7
月

1
日

合
名
会
社
化



記
）
に
関
し
て
、
そ
の
賞
与
に
焦
点
を
あ
て
て
内
容
を
み
よ
う
。
普
通
賞
与
に
つ
い
て
は
、
会
社
が
設
立
さ
れ
る
直
前
に
作
成
さ
れ
た
「
三

井
物
産
会
社
規
則
」
に
記
さ
れ
た
「
社
則
」
第
六
条
第
二
節
に
お
い
て
「
毎
歳
年
尾
ニ
於
テ
会
社
ニ
純
益
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
十
分
ノ
一
（
純

益
高
）
ヲ
以
テ
慰
労
ニ
充
テ
之
ヲ
番
頭
已
下
一
同
ニ
給
与
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
純
益
金
の
一
〇
％
を
番
頭
以
下
の
使
用
人
に
支

給
す
る
と
い
う
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
八
九
一
年
決
算
ま
で
一
年
に
一
度
、
普
通
賞
与
が
支
給
さ
れ
た
（
３
）。
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
か

ら
は
半
期
（
六
か
月
）
決
算
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
普
通
賞
与
の
支
給
枠
を
純
益
金
の
一
〇
％
か
ら
二
〇
％
へ
引
き
上
げ
た
（
４
）。
増
加
分
一

〇
％
は
重
役
賞
与
分
（
二
〇
％
）
を
一
〇
％
に
引
き
下
げ
て
削
減
分
を
回
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
普
通
賞
与
が
二
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

た
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
な
ぜ
重
役
賞
与
を
一
〇
％
も
削
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
み
記
す
。
純
益
金

の
一
〇
％
を
重
役
賞
与
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
社
長
の
益
田
孝
が
一
八
九
二
年
四
月
二
六
日
に
左
遷
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
社
長
か
ら
委

員
に
降
格
（
５
））
。
普
通
賞
与
枠
を
二
〇
％
と
す
る
措
置
は
一
八
九
三
年
上
期
ま
で
の
三
期
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
一
八
九
三
年
下
期
か
ら
は
特

に
枠
を
定
め
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
期
毎
に
普
通
賞
与
割
当
額
を
決
定
し
て
い
る
。

俸
給
に
つ
い
て
の
規
定
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
一
八
七
六
年
六
月
制
定
の
「
三
井
物
産
会
社
規
則
」
で
は
「
社
則
」
第
六
条
第
一
節
で

「
凡
ソ
月
給
ヲ
定
ム
ル
ハ
各
員
ノ
長
技
ヲ
以
テ
其
相
当
ス
ル
所
ヲ
要
ス
ヘ
シ
ト
雖
モ
、
到
底
各
自
一
家
ノ
活
計
ニ
支
障
ナ
キ
所
ヲ
以
テ
定
度

ト
ナ
シ
、
敢
テ
過
分
ニ
給
与
ス
ヘ
カ
ラ
ス
（
６
）」
と
規
定
し
、
一
家
の
生
計
に
支
障
の
な
い
く
ら
い
を
限
度
に
月
給
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

つ
い
で
一
八
八
七
年
二
月
制
定
の
「
三
井
物
産
会
社
定
款
」
で
は
鉱
山
業
に
従
事
す
る
職
員
（「
工
務
ニ
使
役
ス
ル
社
員
」）
に
つ
い
て
俸
給

表
を
定
め
た
も
の
の
、
商
品
取
引
に
従
事
す
る
職
員
（
一
般
職
員
）
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
定
め
な
か
っ
た
。
一
般
職
員
に
つ
い
て
初
め
て
俸

給
表
を
定
め
た
も
の
は
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
四
月
二
六
日
制
定
の
「
三
井
物
産
会
社
俸
給
規
則
」
で
あ
る
。
こ
の
規
則
で
は
日
本
で

勤
務
す
る
一
般
職
員
に
つ
い
て
、
元
締
、
番
頭
一
等
、
番
頭
二
等
、
番
頭
三
等
、
手
代
一
等
、
手
代
二
等
、
手
代
三
等
と
い
う
等
級
毎
に
月

給
の
上
限
と
下
限
を
定
め
（
た
と
え
ば
番
頭
一
等
は
月
給
七
五
円
～
一
二
五
円
）
、
修
業
生
に
つ
い
て
は
月
手
当
の
上
限
と
下
限
、
手
代
見
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習
、
小
僮
に
つ
い
て
は
日
給
の
上
限
と
下
限
を
定
め
た
。
海
外
で
勤
務
す
る
一
般
職
員
に
つ
い
て
は
、
日
本
円
に
よ
っ
て
上
限
・
下
限
を
定

め
た
の
で
は
な
く
、「
東
洋
各
港
」
で
は
元
締
か
ら
手
代
三
等
ま
で
の
等
級
毎
に
「
銀
貨
」
建
て
で
月
給
の
上
限
と
下
限
を
、「
英
国
」
で
は

同
様
に
「
英
貨
」
建
て
で
年
俸
の
上
限
と
下
限
を
定
め
た
（
７
）。
三
井
物
産
で
は
外
国
通
貨
建
て
の
俸
給
を
「
外
国
在
勤
俸
」
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
後
、
数
度
の
規
則
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
、
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
一
一
月
一
日
に
は
各
等
級
の
上
限
が
撤
廃
さ
れ
て
下
限
の
み
が

定
め
ら
れ
（
た
と
え
ば
日
本
勤
務
の
番
頭
一
等
は
七
五
円
以
上
）、
昇
級
し
な
く
て
も
制
限
な
く
給
与
を
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
８
）。

さ
ら
に
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）
一
月
に
は
番
頭
席
を
廃
止
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
番
頭
席
・
手
代
席
の
諸
区
分
を
手
代
席
の
一
等
か
ら
七

等
ま
で
に
区
分
し
た
。
同
時
に
日
本
勤
務
者
に
つ
い
て
は
手
代
一
等
か
ら
手
代
席
七
等
ま
で
を
月
給
、
「
雇
」
を
日
給
と
規
定
し
た
（
９
）。
一
八

九
七
年
（
明
治
三
〇
）
六
月
二
五
日
に
は
三
井
各
店
〔
三
井
銀
行
、
三
井
物
産
、
三
井
鉱
山
、
三
井
工
業
部
、
三
井
地
所
部
、
三
井
呉
服
店
〕

共
通
の
給
料
規
則
と
し
て
、
「
三
井
商
店
使
用
人
給
料
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
た
め
（

�）、
三
井
物
産
の
給
料
も
こ
の
規
則
に
従
う
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
規
則
で
は
、
従
来
の
よ
う
な
手
代
席
と
等
級
が
な
く
、
総
て
の
職
員
を
「
使
用
人
」
と
呼
び
、
俸
給
表
も
な
い
。
使
用
人
の
区
分

は
「
月
給
ノ
者
」、
「
日
給
ノ
者
」
だ
け
と
な
っ
た
（

�）。
た
だ
し
、
三
井
物
産
の
場
合
に
は
、
外
国
勤
務
者
（
現
地
通
貨
建
の
俸
給
を
支
給
）
が

い
る
た
め
、
同
規
則
第
一
〇
条
（
特
別
規
程
に
つ
い
て
）
に
基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
の
「
三
井
物
産
合
名
会
社
使
用
人
給
料
規
則
」
の
外
国
在

勤
俸
に
関
す
る
部
分
を
独
立
さ
せ
て
八
月
か
ら
運
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（

�）。

2.

初
期

の
賞

与
額

会
社
設
立
か
ら
約
二
〇
年
間
の
当
期
利
益
金
と
そ
こ
か
ら
処
分
さ
れ
た
職
員
へ
の
慰
労
金
と
重
役
へ
の
賞
与
は
第

1表
の
と
お
り
で
あ
る
。

当
期
利
益
金
を
み
る
と
、
西
南
戦
争
に
伴
う
政
府
御
用
で
激
増
し
た
一
八
七
七
年
度
の
約
二
〇
万
円
を
ピ
ー
ク
（

�）と
し
て
減
少
し
、
不
換
紙
幣

回
収
に
伴
い
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
し
た
一
八
八
一
年
度
に
は
約
一
〇
万
円
の
損
失
を
計
上
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
八
六
年
度
に
は
約
一
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〇
万
円
の
黒
字
に
ま
で
回
復
し
た
も
の
の
、
一
八
九
一
年
度
ま
で
業
績
は
低
迷
し
て
い
る
（

�）。
業
績
不
振
を
問
わ
れ
た
益
田
孝
は
一
八
九
二
年

四
月
二
六
日
に
社
長
を
退
任
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
七
七
年
度
の
数
値
を
上
回
る
の
は
日
清
戦
争
直
前
の
一
八
九
三
年
度
（
明
治
二
六
）
の

約
二
五
万
円
で
あ
る
。
な
お
、
三
井
物
産
の
設
立
に
当
た
り
、
三
井
組
の
三
野
村
利
左
衛
門
は
井
上
馨
に
対
し
て
、
三
井
物
産
の
利
益
の
一

割
を
井
上
馨
に
「
慰
労
金
」
と
し
て
分
配
す
る
と
い
う
約
束
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
設
立
後
の
数
年
で
は
、
実
際
の

利
益
は
表
向
き
の
利
益
（
総
勘
定
元
帳
に
記
載
さ
れ
た
当
期
利
益
金
）
よ
り
も
一
割
以
上
多
い
は
ず
で
あ
る
（

�）。

こ
の
よ
う
に
一
八
九
一
年
度
ま
で
は
、
当
期
利
益
金
の
数
値
が
大
き
く
変
動
し
た
た
め
、
賞
与
が
純
益
金
の
定
率
（
益
田
孝
一
〇
％
、
木

村
正
幹
五
％
、
一
八
八
〇
年
度
か
ら
馬
越
恭
平
二
・
五
％
、
拝
司
永
造
二
・
五
％
、
一
八
八
六
年
度
か
ら
金
子
弥
一
へ
二
・
五
％
）
で
あ
る

重
役
の
受
取
額
は
激
し
く
変
動
し
て
い
る
。
な
お
、
一
八
七
八
年
度
か
ら
は
当
期
利
益
金
か
ら
端
数
を
引
い
た
数
値
を
純
益
金
と
し
た
よ
う

で
あ
る
。
総
轄
（
社
長
に
相
当
）
就
任
時
に
月

給
二
〇
〇
円
と
定
め
ら
れ
た
益
田
孝
の
賞
与
に

つ
い
て
み
る
と
、
一
八
七
七
年
度
二
万
〇
〇
〇

四
円
（
月
給
一
〇
〇
か
月
相
当
）
か
ら
、
一
八

七
八
年
度
一
万
円
（
月
給
五
〇
か
月
相
当
）
、

一
八
七
九
年
度
一
万
五
〇
〇
〇
円
（
月
給
七
五

か
月
相
当
）
、
一
八
八
〇
年
度
四
二
五
〇
円

（
月
給
二
一
か
月
相
当
）、
一
八
八
一
年
度
無
し

へ
と
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
一
八
七
七
年
度

か
ら
一
八
七
九
年
度
の
益
田
賞
与
の
平
均
は
年
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（単位：円）

訳

上田
安三郎

三井
養之助

中上川
彦次郎

斎藤
専蔵

三井
武之助

三井
元之助

1,000

1,500

1,600

2,000

3,000

3,500

3,500

3,500

4,500

1,000

1,500

1,600

2,000

2,500

2,500

2,500

2,500

3,000

500

600

600

600

900

1,000

1,250

1,250

1,500

500

600

600

600

900

500

800

2,000

2,500

1,250 1,250

2,500

2,500

3,000

下期が7月～12月である。

（三井文庫所蔵史料）など。



七
五
か
月
相
当
で
あ
る
。
副
総
轄
（
副
社
長
の

相
当
）
の
木
村
正
幹
（
月
給
一
〇
〇
円
）
の
場

合
も
同
じ
三
年
度
の
平
均
賞
与
は
七
五
か
月
相

当
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
職
員
の
賞
与
を
み
よ
う
。
職
員
に
つ

い
て
は
一
八
九
一
年
度
ま
で
純
益
金
の
一
〇
％

を
「
慰
労
金
」
と
し
て
支
給
す
る
と
定
め
ら
れ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
職
員
の
場
合
も
業
績
に

連
動
し
て
賞
与
額
は
変
化
し
た
。
た
だ
し
、
重

役
賞
与
と
異
な
り
、
一
〇
％
と
い
う
の
は
「
慰

労
金
」
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
枠
（
留
保
さ

れ
た
も
の
）
で
あ
り
、
第

2表
に
示
し
た
よ
う

に
実
際
の
「
慰
労
金
支
払
額
合
計
」
（
一
八
七

七
年
度
か
ら
一
八
七
九
年
度
）
は
「
慰
労
金
枠
」

を
下
回
っ
て
い
る
。
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
残

高
を
次
年
度
以
降
に
繰
り
越
す
こ
と
で
、
実
際

の
支
給
額
合
計
の
変
動
を
緩
や
か
に
す
る
よ
う

に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
年
を
経
る
に
つ
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第1表 三井物産の当期利益金とその処分（慰労金と重役賞与）

決算期
当期
利益金

慰労金
枠

重役
賞与枠

重役賞
与合計

内

益田孝
木村
正幹

馬越
恭平

拝司
永造

金子
弥一

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892上

1892下

1893上

1893下

1894上

1894下

1895上

1895下

1896上

7,922

200,040

100,274

150,861

42,537

－103,209

46,442

70,442

80,268

60,165

100,575

30,019

40,577

40,802

78,317

75,832

66,151

78,800

95,884

122,621

204,087

303,891

428,041

428,545

479,506

803

20,004

10,000

15,000

4,250

－

4,640

7,000

8,000

6,000

10,000

3,000

4,000

4,000

7,800

7,500

13,000

15,000

19,000

18,300

28,000

31,500

31,750

31,750

41,000

6,500

7,500

9,500

1,188

30,006

15,000

22,500

8,501

－

9,183

12,250

14,000

10,500

20,000

6,000

8,000

8,000

15,600

15,000

7,000

9,800

9,500

12,700

17,000

18,500

18,250

18,250

19,000

792

20,004

10,000

15,000

4,250

－

4,640

7,000

8,000

6,000

10,000

3,000

4,000

4,000

7,800

7,500

500

600

600

600

900

2,500

5,000

5,000

6,000

396

10,002

5,000

7,500

2,125

－

2,320

3,500

4,000

3,000

5,000

1,500

2,000

2,000

3,900

3,750

1,500

2,000

2,100

2,500

3,300

2,500

1,063

－

1,160

1,750

2,000

1,500

2,500

750

1,000

1,000

1,950

1,875

1,000

1,500

1,600

2,400

3,000

3,500

3,500

3,500

1,000

1,063

－

1,063

2,500

750

1,000

1,000

1,950

1,875

1,000

1,500

注） 1876年度は9月～12月、1877年度から1891年度は1月～12月、1892年からは上期が1月～6月、

出所） 粕谷誠『豪商の明治�三井家の家業再編過程の分析�』88ページ、三井物産「LEDGER]各期



れ
て
職
員
数
が
増
加
す
る
た
め
（
慰
労
金
の
受
給
者
は
一
八
七
七
年
度
四
二
人
か
ら
一
八
七
八
年
度
一
一
七
人
へ
と
増
加
。
さ
ら
に
一
八
九

二
年
度
末
で
は
在
籍
者
数
二
九
六
人
（

�））、「
慰
労
金
枠
」
の
数
値
が
同
じ
と
仮
定
す
る
と
、
職
員
一
人
平
均
の
賞
与
額
は
次
第
に
減
少
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
職
員
の
賞
与
に
つ
い
て
も
各
人
の
賞
与
が
極
端
に
上
下
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
各
年
度

に
つ
い
て
詳
細
に
実
際
の
支
給
額
な
ど
の
数
値
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
作
業
の
時
間
的
制
約
の
た
め
、
い
く
つ
か
の
事
実
を

確
認
す
る
に
止
め
る
。

第

2表
は
、
会
社
設
立
か
ら
二
か
月
後
に
月
給
が
増
額
（
賄
料
を
廃
止
し
て
、
月
給
に
繰
り
込
み
）
さ
れ
た
職
員
一
六
人
の
う
ち
の
一
五

人
に
、
一
〇
月
三
日
に
採
用
さ
れ
た
上
田
安
三
郎
を
加
え
た
一
六
人
に
つ
い
て
、
会
社
の
業
績
の
良
か
っ
た
一
八
七
七
年
度
か
ら
一
八
七
九

年
度
の
賞
与
を
掲
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
月
給
は
変
化
し
て
い
な
い
と
仮
定
し
て
そ
の
月
給
を
基
準
と
し
て
相
当
月
数
を
計
算
し

て
い
る
。
一
六
人
の
賞
与
を
み
る
と
、
金
額
・
月
給
相
当
月
数
と
も
大
き
く
変
動
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
一
人
に
つ
い
て
三
年
度
の
平
均

を
み
る
と
、
月
給
二
〇
か
月
程
度
が
三
人
、
一
〇
か
月
以
上
が
六
人
で
あ
り
、
一
〇
か
月
未
満
は
二
人
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
重
役
と
職
員
と
の
賞
与
の
差
が
ど
の
く

ら
い
か
を
月
給
相
当
月
数
で
比
較
し
て
み
よ
う
。

一
八
七
七
年
度
で
は
重
役
二
人
の
月
数
（
一
〇
〇

か
月
）
を
一
〇
〇
％
と
す
る
と
、
職
員
の
月
数
は

二
〇
％
台
～
一
〇
％
台
の
も
の
が
多
く
（
一
一
人
）、

一
〇
％
未
満
は
五
人
で
あ
る
。
最
低
で
も
四
・
三

か
月
分
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
の
月

給
相
当
月
数
を
基
に
す
る
と
、
重
役
に
は
最
低
で
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（単位：円）

1879年度
「社員分賦金」

相当
月数

3年度の
平均月数

650

1,100

750

750

650

400

60

130

記載なし

25

記載なし

12.5

29.7

23.4

23.4

24.1

23.5

7.1

15.3

6.3

11.2

21.2

18.8

17.2

21.0

20.6

11.2

15.9

10.3

6.7

3.8

15,000

14,327.5

15,000

7,500

75.0

75.0

75.0

75.0

第1月ヨリ12月到ル計算済ニ付社員分賦金

賦金名録」（『三井文庫論叢』42、2008年、



も
職
員
の
三
・
六
倍
（
も
っ
と
も
倍
率
の
高
い
職

員
の
金
子
）
の
倍
率
の
賞
与
が
支
給
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
（
最
高
二
三
・
三
倍
）。

と
こ
ろ
で
、
制
度
的
に
は
根
付
か
な
か
っ
た
も

の
の
、
慰
労
金
（
普
通
賞
与
）
と
は
別
に
特
別
賞

与
の
制
度
を
設
け
て
い
た
時
期
が
あ
る
の
で
、
こ

の
特
別
賞
与
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
一
八
八

〇
年
（
明
治
一
三
）
三
月
二
日
に
三
井
物
産
の
益

田
孝
・
木
村
正
幹
が
特
別
賞
与
制
度
（
「
特
別
賞

与
規
則
」
）
に
関
す
る
願
書
を
三
井
大
元
方
に
提

出
し
た
。
こ
の
制
度
の
趣
旨
は
、
「
元
締
番
頭
等

連
年
忠
実
ニ
職
務
勉
励
候
者
（

�）」
へ
、
慰
労
金
と
は

別
に
特
別
に
支
給
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
か

年
間
の
純
益
金
の
五
％
を
積
み
立
て
た
う
え
で
、

元
締
・
番
頭
の
う
ち
、
支
配
人
な
ど
を
務
め
、
し

か
も
「
著
シ
キ
功
労
ア
ル
モ
ノ
」
と
、
手
代
の
う

ち
、
支
配
人
に
代
わ
っ
て
支
店
を
担
当
す
る
な
ど

の
者
で
、
し
か
も
「
抜
群
ノ
功
労
ア
ル
モ
ノ
」
で
、
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第2表 三井物産初期の賞与

氏名
月給

（1876.9改定）
1877年末の
身分

1877年度
「社員分賦金」

相当
月数

1878年度「社
員江分賦金」

相当
月数

羽太紀克

馬越恭平

古屋竜蔵

坪内安久

金子弥一

木田幾三郎

伊東彦七

長尾一

水谷伝七

岩鼻敏

三河孝助

上田安三郎

高山忠蔵

井上音三郎

田中房吉

四方熊吉

52.00

37.00

32.00

32.00

27.00

22.00

17.00

8.50

8.50

8.50

6.50

6.50

4.50

4.50

4.00

3.50

番頭席

番頭席

番頭席

番頭席

番頭席

手代席

番頭席

手代席

手代席

手代席

手代席

手代席

下男

手代見習席

手代見習席

下男

750

800

700

600

750

150

400

100

175

175

50

150

50

25

30

15

14.4

21.6

21.9

18.8

27.8

6.8

23.5

11.8

20.6

20.6

7.7

23.1

11.1

5.6

7.5

4.3

350

450

350

300

300

250

50

100

50

30

25

25

6.7

12.2

10.9

9.4

11.1

14.7

5.9

11.8

7.7

6.7

6.3

7,1

慰労金枠 20,004 10,000

慰労金支払額合計 15,753 9,076.5

益田孝

木村正幹

200.00

100.00

総轄

副総轄

20,004

10,002

100.0

100.0

10,000

5,000

50.0

50.0

出所） 三井物産「日記」明治9年9月2日条（『三井文庫論叢』41、2007年、330ページ）、「明治10年

其外諸控」、「明治11年第1月ヨリ12月�計算済ニ付社員江分賦金其外諸控」、「12年分社員分

222�230ページ）。

注）1.「慰労金支払額合計」には、不束などを理由とする没収分を含む。

2.上田安三郎の月給欄の数値は、1876年10月3日採用時の数値である。

3.四方熊吉は、1876年9月時点では田中熊吉であると推定して掲出した。

4.1879年度で「記載なし」とした人は、在籍しているにもかかわらず、支給されていない者である。



い
ず
れ
も
「
三
ヶ
年
間
忠
実
ニ
職
務
ヲ
奉
シ
且
励
精
セ
シ
モ
ノ
ニ
限
」
り
支
給
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（

�）。
つ
ま
り
極
め
て
限
定
さ
れ
た
職
員
に

対
し
て
三
年
に
一
度
の
割
合
で
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
は
会
社
設
立
時
に
ま
で

�っ
て
適
用
さ
れ
た
。
第
一
回
の
特
別
賞
与
は

会
社
設
立
か
ら
一
八
七
九
年
ま
で
の
三
年
四
か
月
分
と
し
て
、
よ
う
や
く
一
八
八
五
年
一
二
月
三
一
日
に
な
っ
て
総
額
九
〇
〇
〇
円
が
支
払

わ
れ
た
（
た
だ
し
、
現
金
支
給
で
は
な
く
、
預
り
金
と
し
て
社
内
に
積
み
立
て
（

�））
。
特
別
賞
与
の
受
給
者
は
一
三
人
（
元
締
二
人
、
番
頭
席

九
人
、
手
代
席
二
人
）
で
あ
り
、
他
に
「
特
別
賞
与
」
と
い
う
名
目
で
は
な
く
、
「
特
別
手
当
」
と
し
て
受
給
し
た
者
が
一
人
（
番
頭
席
）

い
る
。
最
大
は
元
締
馬
越
恭
平
の
一
五
〇
〇
円
で
あ
り
、
最
小
で
も
一
等
手
代
席
中
野
平
蔵
ら
に
二
〇
〇
円
が
支
払
わ
れ
て
い
る
（
「
特
別

手
当
」
は
二
〇
〇
円
（

�））
。
つ
い
で
第
二
回
特
別
賞
与
（
一
八
八
〇
年
か
ら
一
八
八
二
年
分
）
総
額
四
六
〇
〇
円
が
一
八
八
六
年
一
二
月
三
一

日
に
支
払
わ
れ
た
（

�）。
特
別
賞
与
の
受
給
者
は
一
〇
人
（
元
締
二
人
、
元
締
心
得
二
人
、
番
頭
席
六
人
。
最
大
七
〇
〇
円
、
最
小
一
〇
〇
円
）、

他
に
「
特
別
手
当
」
（
番
頭
席
一
人
、
手
代
席
一
人
、
一
人
当
り
一
〇
〇
円
）
と
し
て
二
人
が
受
給
し
た
。
そ
の
後
は
、
三
井
物
産
の
業
績

が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
た
め
か
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
特
別
賞
与
支
給
の
原
資
は
規
則
通
り
に
利
益
を
積
み
立
て
た
も
の
で
は
な
く
、

「
資
本
金
」
勘
定
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、
の
ち
に
こ
れ
と
は
異
な
る
内
容
の
特
別
賞
与
制
度
が
生
ま
れ
、

そ
れ
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

3.

月
給

水
準

の
改

定
と

職
員

・
重

役
へ

の
貸

金
の

整
理

月
給
を
基
準
と
し
て
賞
与
の
水
準
を
見
る
場
合
、
月
給
の
水
準
が
ど
う
か
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
月
給
の
水
準
が
低
く
、
生
活

費
を
十
分
に
賄
え
な
い
、
あ
る
い
は
体
面
を
保
て
な
い
場
合
に
は
、
不
足
分
を
補
う
た
め
に
高
い
月
給
相
当
月
数
の
賞
与
を
支
給
す
る
必
要

が
生
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
業
績
が
不
振
で
あ
れ
ば
高
い
月
給
相
当
月
数
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
別
の
措
置
（
後
述
）
が
と
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
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三
井
物
産
の
月
給
の
水
準
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
み
る
た
め
、
高
学
歴
の
新
卒
者
の
初
任
給
を
み
よ
う
（
第

3表
）
。
金
額
は
一

橋
大
学
の
前
身
で
あ
る
商
法
講
習
所
・
東
京
商
業
学
校
・
高
等
商
業
学
校
の
新
卒
者
に
つ
い
て
、
各
年
の
一
番
低
い
も
の
を
掲
出
し
た
。
彼

ら
は
手
代
席
の
末
席
で
あ
る
手
代
三
等
と
し
て
正
式
の
職
員
に
採
用
さ
れ
て
い
る
（
一
八
九
五
年
か
ら
は
番
頭
席
廃
止
に
伴
い
手
代
席
の
末

席
の
手
代
七
等
と
し
て
採
用
）（
第

4表
）
。
一
八
八
一
年
で
は
月
給
八
円
、
一
八
八
三
年
～
一
八
八
五
年
で
は
月
給
一
〇

�一
二
円
に
増
加

し
（
採
用
数
が
極
端
に
少
な
い
た
め
、
一
八
八
四
年
は
一
人
の
み
採
用
で
、
有
能
と
判
断
さ
れ
た
た
め
か
一
二
円
と
な
っ
て
い
る
）
、
そ
の

後
、
一
八
九
三
年

�一
八
九
五
年
は
月
給
一
二
円
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
八
九
六
年
で
は
月
給
一
八
円
と
な
り
、
前
年
に
比
べ
五
〇
％
も
増

加
し
た
。
そ
の
後
も
一
八
九
七
年
二
二
円
、
一
八
九
八
年
二
〇
円
と
推
移
し
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
に
一
八
九
六
年
に
初
任
給
の
水
準
が
引

き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
高
等
商
業
学
校
卒
業
の
在
籍
六
人
に
つ
い
て
月
給
の
推
移
を
み
る
と
（
第

4表
）
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
八
九
八
年
頃
に
月
給
が

段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
岩
下
清
朝
は
月
給
が
二
五
円
か
ら
四
五
円
へ
と
、
御
酒
本
徳
松
は
二
八
円
か
ら
五
〇
円
へ
と
、

津
田
弘
視
・
川
畑
敬
太
郎
は
二
〇
円
か
ら
四
〇
円
へ
と
、
松
野
徳
哉
は
一
七
円
か
ら
四
〇
円
へ
と
、
い
ず
れ
も
約
二
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
中
途
採
用
の
武
村
貞
一
郎
で
は
、
二
〇
円
か
ら
五
五
円
へ
と
三
倍
近
く
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
以
外
の
学
歴
の
四
人
に
つ

い
て
一
八
九
四
年
か
ら
一
八
九
七
年
の
変
化
を
み
る
と
（
第

5表
）
、
群
を
抜
い
て
昇
進
す
る
飯
田
義
一
、
岩
原
謙
三
、
山
本
条
太
郎
の
場
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第3表 高学歴者の

初任給 （単位：円）

採用年 月給

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

8

…

10

12

10

…

…

…

…

…

…

…

12

12

12

18

22

20

…

23

30

出所）『岩波 日本史辞

典』(岩波書店、

1999年）1765ペー

ジ。

注）1.一橋大学の前身

である高等商業学

校・商法講習所な

どの新卒者につい

ての初任給である。

2.『岩波 日本史

辞典』の数値は筆

者が三井文庫所蔵

の三井物産史料か

ら抜き出したもの

である。 今回、

1895年の数値を補

足した。

3.「…」は不詳。



合
に
は
月
給
が
三
倍
前
後
に
ま
で
上
昇
し
、
手
代
七
等
か
ら
手
代
六
等
へ
昇
格
し
た
加
納
宗
三
郎
の
場
合
に
は
六
七
％
増
と
な
っ
て
い
る
。

で
は
な
ぜ
一
八
九
〇
年
代
中
葉
に
月
給
の
水
準
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
月
給
水
準
を
引
き
上
げ
る
動
き
は
三
井
銀
行
で
始

ま
り
、
そ
れ
が
三
井
物
産
に
波
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
ま
ず
三
井
銀
行
に
即
し
て
経
過
を
み
よ
う
。
三
井
銀
行
の
職
員
の
月
給

36

（単位：円）

津田弘視
（1894年卒業）

川畑敬太郎
（1895年卒業）

松野徳哉
（1892年卒業）

月給 摘要 月給 摘要 月給 摘要

12

15

8月雇入れ、手代
三等
手代七等に昇級

12 2月採用、手代三
等
12月罷役

12 7月雇入れ、手代
七等、越前堀出張
所

15

17

7月復職、9月15
円に昇給
12月

23 ←20円、上海支店
手代六等に昇級

20 手代六等 20 7月手代七等から
手代六等へ昇級

35 ←30円 上海支店 35 ←31円、孟買支店 25 1月昇給、7月31
円、8月35円に昇
給

40 上海支店 40 孟買支店 40 1月昇給、8月45
円に昇給

50 ←45円

55 ←50円、香港支店 60 12月昇給

80 ←65円 香港支店 70
80
←60 孟買支店
←80円のまま、孟
買次席

80 香港支店 80 孟買支店 80 12月昇給

110 ←90円 新嘉坡支
店

125 ←95円 90 12月昇給

200 本店臨時電信暗号
掛主任

200 棉花部長代理 165 本店計算課主任

1894年、同1894�1895年（三井文庫所蔵史料 物産108､物産109）、専修大学今村法
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第4表 高等商業学校卒業者の昇給

高商
初任給

年

岩下清朝
（1892年卒業）

武村貞一郎
（1893年卒業）

御酒本徳松
（1893年卒業）

月給 摘要 月給 摘要 月給 摘要

1892 11月雇入れ、修業
生（手当金月額10
円）
12月、1年志願兵
就役中、毎月5円

12 1893 10 手代三等に昇給 12 8月雇入れ、手代
三等、庶務課勤務

12 1894 20 手代七等に昇級 20

12 1895 20

25

11月雇入れ、手代
七等、外国課勤務
神戸支店勤務

25

18 1896 27 ←25円 手代六等
に昇級

30 手代六等に昇級 30 ←28円
（手代六等）

22 1897 40
←35円

55 ←50円
倫敦支店

45 ←40円

20 1898 45 50 上海支店

1899 65 ←50円 55 ←50円

23 1900 85 ←65円←60円 上
海支店

30 1901 70
80
←60円 紐育支店 100

110
150

←75円 漢堡
倫敦漢堡出張員

95 上海支店

1902 80 紐育支店 150 営業部 125 桑港出張員

1903 125 ←95円 175 神戸支店 125 桑港出張員

1914年 3月 1
日現在

235 本店文書課秘書 375 機械部長 225 本店会計課長代理

出所） 三井物産「元方評議録」1892�1893年（三井文庫所蔵史料 物産107）、三井物産「議事録」1893�
律研究室編『金剛事件』（2）（ケイエムエス、1978年）66�69ページなど。



を
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
は
中
上
川
彦
次
郎
で
あ
る
。
中
上
川
入
行
前
か
ら
三
井
銀
行
に
勤
務
し
て
い
た
高
橋
義
雄
は
、

中
上
川
が
入
行
（
一
八
九
一
年
八
月
、
理
事
に
就
任
）
し
て
「
在
職
約
十
年
間
に
実
現
し
た
」
主
な
改
革
と
し
て
九
つ
挙
げ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
の
ひ
と
つ
が
「
行
員
俸
給
増
加
の
事
」
で
あ
っ
た
。
俸
給
（
月
給
・
日
給
）
の
増
加
（
引
上
げ
）
前
の
状
況
を
高
橋
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

38

（単位：円）

山本条太郎（1867年生まれ） 加納宗三郎（1873年生まれ）

月給 摘要 月給 摘要

横浜支店小傭

4.5 手代見習として雇入れ

5.5

8 手代三等に昇級

〃

〃

〃

銀20 手代二等に昇級 手代見習として雇入れ（日給15銭）

銀30

〃 （日給25銭に増給）

〃 手代一等に昇級 9 手代三等に昇級

〃 13

銀40 番頭三等に昇級 16

50 18

40［新］手代四等 〃 ［新］手代七等

80 手代三等に昇級

20

100 〃

126 23

150 〃 手代六等に昇級

169 参事就任 28

170 30

225 35

45

300 50

〃 55

60

350 上海支店長就任 〃

〃 70

400 85

〃 理事心得就任 〃

〃 95

〃 理事就任 115

500 〃

〃 140

〃 常務取締役就任 〃 出納課長就任

〃 150

〃 〃

〃 165

〃 〃

〃 辞任 〃 本部付を被命
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第5表 昇給の例

年
飯田義一（1850年生まれ） 岩原謙三（1863年生まれ）

月給 摘要 月給 摘要

1882

1883 12 臨時雇⇒手代三等として雇入れ

1884 20 見習⇒手代二等として雇入れ 15

25 手代一等に昇級

1885 35 大阪支店副支配人就任 20 手代二等に昇級

1886 〃 番頭三等に昇級 〃

1887 〃 〃

1888 〃 〃

1889 〃 〃

1890 40 番頭二等に昇級 30 番頭三等に昇級

1891 〃 35

1892 50 40

1893 75 番頭一等に昇級 50 神戸支店支配人就任

〃 大阪支店支配人就任 〃 番頭二等に昇級

1894 100 〃

1895 100［新］手代二等 〃 ［新］手代三等

150 手代一等に昇級 75

100

〃 手代二等に昇級

1896 〃 棉花部支配人兼任 〃 紐育支店支配人就任

1897 189 125

260 165

180

1898 275 225

1899 300（大阪支店長） 300（紐育支店長）

1900 400 350

1901 500 理事就任 〃

1902 〃 〃

1903 〃 400

1904 〃 〃 理事心得就任

1905 〃 〃

1906 〃 専務理事心得就任 〃 理事就任

1907 〃 500

1908 〃 〃

1909 〃 常務取締役就任 〃 常務取締役就任

1910 〃 〃

1911 〃 〃

1912 〃 〃

1913 〃 〃

1914 〃 辞任 〃 辞任

出所） 専修大学今村法律研究室編『金剛事件』（2）（ケイエムエス、1978年）38�64ページ。



説
明
し
て
い
る
（

�）。

行
員
俸
給
増
加
の
事
は
当
時
の
事
情
を
知
ら
ざ
る
者
よ
り
観
れ
ば
誠
に
簡
単
な
問
題
の
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
事
実
に
於
て
は
最
も
重
大
な
る
事
柄

で
中
上
川
が
之
を
解
決
し
た
の
は
三
井
中
興
事
業
を
完
成
す
る
に
与
つ
て
大
に
力
あ
る
も
の
と
申
し
て
宜
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
三
井
ば
か
り
で
な

く
従
来
日
本
の
旧
大
家
で
は
何
処
で
も
月
給
手
当
を
少
額
に
し
て
如
何
に
し
て
も
其
月
給
の
み
に
て
生
活
す
る
事
の
出
来
ぬ
や
う
に
な
つ
て
居
り
ま

す
。
其
代
り
裏
の
裏
に
は
色
々
の
抜
け
道
が
あ
つ
て
之
を
補
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
際
立
ち
行
か
れ
ぬ
様
な
月
給
を
貰
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
銀
行
で
云
へ
ば
貸
付
其
他
の
場
合
に
於
て
内
々
コ
ン
ミ
ツ
シ
ヨ
ン
を
取
つ
た
り
、
又
は
滞
貸
帳
外
と
云
ふ
課
目
を
設
け
て
居
つ
て
実
際
に
は

ま
だ
脈
の
あ
る
貸
付
金
で
も
是
れ
は
到
底
取
れ
な
い
も
の
と
し
て
普
通
帳
簿
よ
り
除
き
去
つ
て
銀
行
に
全
く
関
係
な
き
一
種
の
帳
外
貸
金
と
為
し
之

を
回
収
す
れ
ば
内
証
積
金
に
し
て
置
い
て
秘
密
に
之
を
使
ふ
の
で
大
阪
支
店
の
如
き
は
私
の
入
行
す
る
数
年
前
重
役
が
巡
廻
し
て
来
た
時
、
右
帳
外

貸
金
四
万
円
ば
か
り
を
悉
く
引
上
げ
て
行
つ
た
と
の

�も
あ
り
ま
す
。

俸
給
が
少
な
い
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
三
井
銀
行
職
員
は
生
活
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
、
不
足
を
補
う
た
め
「
役
徳
で
チ
ョ
ロ
マ
カ
す
」

な
ど
不
正
が
横
行
し
て
い
た
と
い
う
。
中
上
川
は
俸
給
を
増
額
し
て
有
為
の
人
材
を
集
め
、
彼
ら
を
用
い
な
が
ら
改
革
を
実
行
す
る
こ
と
が

三
井
の
利
益
に
な
る
と
考
え
た
と
い
う
。

中
上
川
は
新
人
物
を
入
る
ヽ
に
就
き
世
間
並
よ
り
も
三
井
の
俸
給
を
多
く
し
て
結
局
三
井
に
奉
公
す
る
の
が
一
番
利
益
で
あ
る
と
思
は
せ
斯
く
て
有

為
の
人
才
を
集
め
て
改
革
の
実
行
を
挙
げ
る
の
が
第
一
着
手
段
で
あ
る
と
考
へ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
是
れ
は
非
常
に
困
難
な
事
で
中
上
川
の
如

く
主
人
の
思
惑
も
旧
来
の
習
慣
も
顧
み
ず
断
然
其
所
信
を
公
言
し
て
憚
ら
な
い
意
志
鞏
固
な
る
者
で
な
け
れ
ば
第
一
之
を
言
ひ
出
す
事
が
出
来
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
益
田
な
ど
は
新
進
人
物
を
用
ひ
て
最
も
活
動
す
べ
き
会
社
の
事
務
に
当
つ
て
居
り
ま
し
た
が
、
至
つ
て
遠
慮
深
い
人
で
月
給
増
加

を
申
出
し
て
は
手
前
勝
手
の
譏
を
免
れ
ぬ
と
云
ふ
や
う
な
種
種
の
懸
念
が
あ
つ
て
遂
に
之
を
断
行
す
る
に
及
ば
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す

（

�）。
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中
上
川
は
三
井
銀
行
職
員
の
俸
給
増
額
（「
世
間
並
以
上
の
増
給
」）
を
「
無
遠
慮
に
」
発
議
し
た
と
い
う
。
そ
れ
が
承
認
さ
れ
て
三
井
銀

行
は
「
明
治
二
十
五
年
の
十
月
頃
」
に
「
月
給
引
上
げ
を
断
行
し
（

�）」
た
。
中
上
川
は
「
従
来
の
俸
給
を
二
、
三
倍
す
る
代
り
に
は
、
不
正
を

働
く
人
物
は
一
歩
も
仮
藉
せ
ざ
る
方
針
を
採
（

�）」
っ
た
と
い
う
。
中
上
川
は
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
四
月
二
六
日
に
三
井
物
産
の
重
役

（
「
委
員
」
）
に
も
就
任
し
た
。
同
時
に
益
田
孝
は
社
長
か
ら
委
員
に
降
格
さ
れ
た
。
益
田
孝
左
遷
の
経
緯
に
つ
い
て
高
橋
義
雄
が
つ
ぎ
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
（

�）。

明
治
二
十
四
年
中
上
川
が
三
井
銀
行
に
入
つ
て
来
た
頃
に
は
物
産
会
社
は
社
運
頗
る
不
振
で
北
海
道
漁
業
に
対
す
る
貸
金
は
成
績
甚
だ
面
白
か
ら
ず
、

米
穀
の
商
売
も
損
失
多
く
、
上
海
香
港
方
面
に
輸
出
し
つ
ゝ
あ
り
し
石
炭
も
未
だ
格
別
の
利
益
な
く
同
社
は
非
常
の
悲
境
に
沈
ん
だ
の
で
、
当
時
社

長
は
益
田
で
理
事
は
木
村
正
幹
、
馬
越
恭
平
、
上
田
安
三
郎
な
ど
で
あ
り
ま
し
た
が
、
社
内
に
不
平
苦
情
が
多
く
、
中
に
も
木
村
正
幹
な
ど
は
井
上

侯
に
対
し
て
益
田
の
営
業
振
り
を
批
難
し
始
め
た
の
で
益
田
も
遂
に
居
堪
ま
ら
ず
一
時
物
産
会
社
を
木
村
等
に
明
渡
し
て
明
治
二
十
一
年
に
三
井
に

落
札
し
た
彼
の
三
池
炭
坑
経
営
を
専
任
す
る
事
と
為
り
ま
し
た

（

�）。

益
田
孝
が
三
井
物
産
の
経
営
か
ら
事
実
上
排
斥
さ
れ
て
い
た
時
に
、
三
井
物
産
で
も
中
上
川
の
主
張
（
俸
給
の
増
額
）
が
通
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
し
、
俸
給
が
低
い
た
め
に
三
井
物
産
で
生
じ
て
い
た
問
題
は
、
不
正
が
横
行
し
て
い
た
三
井
銀
行
と
は
異
な
る
。
三
井
物
産
で

は
職
員
に
対
し
て
不
足
分
を
貸
す
と
い
う
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）
に
入
社
し
た
寺
島
昇
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

其
時
分
三
菱
は
岩
崎
弥
太
郎
氏
で
、
茅
場
町
に
事
務
所
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
る
き
り
、
物
産
会
社
の
仕
方
と
は
違
つ
て
居
り
ま
し
た
。
物
産
会
社
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の
方
は
、
矢
張
り
昔
風
の
三
井
家
の
や
り
方
で
、
少
な
く
共
、
或
は
番
頭
と
か
何
と
か
い
ふ
事
に
し
て
、
格
式
見
た
い
な
も
の
を
附
け
て
、
金
は
必

要
な
ら
ば
貸
し
て
や
る
、
給
料
が
少
な
い
か
ら
、
急
に
金
が
要
る
け
れ
ど
も
其
の
金
に
困
る
と
云
ふ
様
な
事
が
あ
れ
ば
、
貸
し
て
や
る
、
貸
し
下
さ

れ
で
す
。
夫
で
、
余
計
借
り
た
方
が
勢
力
が
あ
る
人
間
だ
と
云
ふ
様
な
も
の
で
す
。
借
り
て
、
出
れ
ば
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
意
味
に
な
つ

て
る
。
岩
崎
さ
ん
の
方
へ
行
つ
て
見
る
と
、
月
給
が
上
の
者
が
上
位
な
ん
で
す
。
さ
う
い
ふ
風
で
や
つ
て
居
た
が
、
此
方
の
は
其
の
方
法
と
は
違
つ

て
居
つ
た

（

�）。

月
給
が
少
な
い
た
め
に
、
金
の
必
要
な
職
員
に
は
会
社
が
貸
し
付
け
て
お
り
、
会
社
か
ら
多
く
借
金
し
て
い
る
方
が
「
勢
力
が
あ
る
人
間
」

で
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
職
員
の
序
列
が
あ
っ
た
と
い
う
。
職
員
へ
の
貸
し
付
け
が
常
態
化
し
て
い
る
三
井
物
産
で
、
そ
の
よ
う
な
慣
習
を
廃

止
す
る
た
め
に
月
給
引
き
上
げ
が
始
ま
っ
た
の
は
、
三
井
銀
行
よ
り
遅
れ
、
業
績
の
好
転
し
た
日
清
戦
争
期
の
一
八
九
五
年
頃
か
ら
の
よ
う

で
あ
る
。
三
井
物
産
の
場
合
に
は
月
給
水
準
の
引
上
げ
前
に
、
そ
れ
ま
で
の
固
定
化
し
て
い
た
職
員
へ
の
貸
付
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
に
入
社
し
た
北
村
七
郎
（
東
京
商
業
学
校
卒
業
）
は
会
社
か
ら
の
借
金
と
そ
の
整
理
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

私
が
物
産
に
入
つ
た
時
の
月
給
は
十
円
だ
。
そ
れ
が
些
共
殖
え
な
い
。
偶
に
一
円
五
十
銭
位
宛
上
つ
た
が
迚
も
足
り
な
い
。
会
社
に
借
金
し
て
、
大

分
借
金
が
重
な
つ
て
居
る
。
我
輩
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
人
も
大
分
借
り
て
居
つ
た
様
だ
。
夫
で
、
二
十
五
年
東
京
に
居
つ
た
時
分
に
、
松
本
君
が

会
計
課
長
な
ん
だ
（
兵
庫
支
店
長
が
東
京
に
帰
つ
て
来
て
会
計
課
長
だ
）
、
さ
う
し
て
、
こ
ん
な
に
債
権
が
重
な
つ
た
の
で
は
い
か
ぬ
か
ら
、
こ
い

つ
を
一
つ
、
整
理
せ
ね
ば
い
か
ぬ
と
云
ふ
の
で
、
三
分
の
二
切
り
捨
て
御
免
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。
私
等
千
幾
ら
か
借
金
が
あ
つ
た
が
、
三
分
の

二
切
り
捨
て
で
、
三
分
の
一
何
百
円
を
ロ
ン
ド
ン
に
居
る
時
代
に
、
ボ
ー
ナ
ス
で
み
ん
な
払
っ
た

（

�）。

一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
か
ら
三
井
物
産
と
三
越
呉
服
店
で
は
三
井
家
の
財
産
に
編
入
す
る
た
め
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
編
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入
の
た
め
に
現
有
資
産
の
調
査
と
不
良
資
産
の
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
三
井
物
産
で
は
一
八
九
二
年
九
月
に
馬
越
恭
平
を
掛
長
と
す
る
臨

時
整
理
掛
を
設
置
し
、
整
理
の
実
務
を
勘
定
方
主
任
松
本
常
磐
や
宮
本
新
右
衛
門
ら
が
担
当
し
た
。
不
良
資
産
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
粕
谷
誠
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
（

�）。
こ
の
分
析
に
依
拠
し
て
、「
役
員
」（
雇
員
を
除
く
職
員
の
こ
と
）
と
重
役
に
関
す
る
貸
付
金
の
整
理

に
つ
い
て
要
点
を
記
せ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
ぜ
貸
金
が
発
生
し
た
か
に
つ
い
て
は
「
当
会
社
旧
来
ノ
役
員
ハ
其
俸
給
薄
キ
ニ
失
シ
、
世
ノ
風
潮
ニ
従
ヒ
一
家
ノ
経
済
ヲ
理
ム
ル
ニ
足

ラ
サ
ル
ニ
起
リ
、
旅
費
ノ
如
キ
モ
不
充
分
ナ
リ
シ
ヨ
リ
、
多
年
当
会
社
ニ
在
テ
重
ヲ
置
カ
レ
タ
ル
モ
ノ
、
又
ハ
一
方
面
ヲ
負
担
シ
部
下
ヲ
指

揮
シ
タ
ル
モ
ノ
、
或
ハ
各
地
ニ
出
張
出
役
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
如
キ
ハ
、
自
然
多
額
ノ
負
債
ヲ
荷
フ
ニ
因
リ
年
々
歳
々
貸
金
ノ
増
加
ヲ

見
、
遂
ニ
今
日
ノ
結
果
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
（

�）」
と
「
整
理
掛
建
議
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
俸
給
の
水
準
が
低
い
た
め
に
家
計
を

充
足
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
出
張
旅
費
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
部
下
を
指
揮
す
る
う
え
で
費
用
が
か
か
る
等
々
の
理
由
で
、
責
任
あ
る
地

位
の
者
な
ど
が
多
く
の
借
金
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

三
井
物
産
で
は
、
事
態
を
改
善
す
る
た
め
、
職
員
に
つ
い
て
は
一
八
九
二
年
一
二
月
中
に
貸
金
の
三
分
の
二
を
免
除
し
、
残
る
三
分
の
一

を
「
慰
労
金
又
ハ
年
賦
金
」
か
ら
返
済
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
第

6表
は
職
員
へ
の
貸
金
残
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
九
二
年
六
月

三
〇
日
現
在
の
数
値
は
免
除
前
の
残
高
、
一
八
九
二
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
数
値
は
免
除
後
、
一
部
返
済
後
の
残
高
で
あ
る
。
各
人
の
月

給
が
ど
の
程
度
か
、
ま
た
月
給
を
基
準
と
す
る
と
そ
の
何
倍
く
ら
い
の
借
金
が
あ
っ
た
か
を
み
る
た
め
、
判
明
す
る
月
給
額
と
そ
れ
を
基
準

と
し
た
倍
率
も
掲
出
し
た
。
一
八
九
二
年
六
月
三
〇
日
現
在
借
金
の
あ
る
も
の
七
二
人
（
た
だ
し
退
職
者
を
含
む
）
は
、
一
八
九
二
年
一
二

月
三
一
日
現
在
の
三
井
物
産
の
職
員
三
〇
一
人
（
重
役
で
あ
る
専
務
委
員
二
名
を
含
む
。
船
員
、
鉱

山
限
り
雇
を
含
ま
ず
（

�））
の
二

四
％
に
相

当
す
る
。
こ
の
う
ち
月
給
が
高
い
馬
越
恭
平
（
専
務
委
員
）、
金

子
弥
一
（
専
務
委
員
）、
宮
本
新
右
衛
門
（
元
締
）
な
ど
の
倍
率
が
高
く
、

し
か
も
絶

対
額
が
大
き
い
。

大
ま
か
に
い
え
ば
、
馬
越
な
ど
の
幹
部
で
貸
金
額
が
多
く
、
倍
率
も
高
い
（
馬
越
は
月
給
の
一
〇
八
倍
、
金
子
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第6表 三井物産職員への貸金 （単位：円）

氏名
1892年6月30日

現在

1892年4月～
1893年8月の
改定給与額

貸金/

改定給与額

1892年12月31日

現在

馬越恭平

金子弥一

上田安三郎

宮本新右衛門

松本常磐

松岡譲

荘司平吉

岩下清周

岩鼻 敏

岩原謙三

端 善次郎

依田治作

南 一介

古谷竜蔵

遠藤大三郎

間島与喜

山根 暢

益田英作

飯田義一

田中孝輔

橋爪清九郎

柴山浩三

寺島 昇

増田幸七

服部種次郎

四方 郁

中野嘉助

藤井 邦

富里勇三郎

水谷耕平

宇野季吉

北村七郎

高石紋四郎

内野高吉

磯 勝五郎

田中長右衛門

田村市輔

坂本良五

新井新三郎

曲木高配

藤木秀次郎

林万久

小山長十郎

水品久賢

田中政路

松尾長太郎

19,426.481

17,000.000

8,350.760

6,719.081

6,322.619

3,006.503

2,690.768

2,097.180

1,838.150

1,789.988

1,596.600

1,438.337

1,399.251

1,254.302

1,207.061

930.210

534.000

700.000

640.000

560.800

550.000

500.000

487.500

479.574

475.407

468.570

430.102

421.731

413.279

381.468

369.309

353.988

345.421

320.333

314.538

275.000

267.967

248.341

241.110

226.741

180.000

180.000

100.000

50.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

50.000

75.000

50.000

15.000

75.000

25.000

25.000

50.000

25.000

50.000

50.000

107.9

94.4

83.5

134.4

52.4

36.8

31.9

28.0

18.6

10.7

9.3

11.2

7.3

10.0

32.5

6.2

17.2

14.8

7.1

12.6

5.5

4.5

4,100.000

2,862.000

1,116.180

2,440.000

2,119.000

2,110.000

667.500

997.000

1,741.000

642.000

476.500

554.500

446.000

471.000

455.000

212.000

396.000

189.500

173.000

548.500

364.500

197.000

80.500

完済

55.500

163.000

159.000

160.000

158.000

116.000

140.000

140.000

70.500

126.500

76.500

127.000

111.000

13.500

60.000

215.000

58.500

完済

89.000

19.500

80.000

完済

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）
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氏名
1892年6月30日

現在

1892年4月～
1893年8月の
改定給与額

貸金/

改定給与額

1892年12月31日

現在

端 忠次郎

安川雄之助

深井鋳吉

竹田貞松

阿曽沼弘道

田中繁吉

村田 喬

林 安孝

高野弥三郎

田中元三郎

加藤清桝

松岡錐蔵

小野理三郎

近藤勝敏

鈴木孝治

布施袁蔵

荒田為二郎

川村銑四郎

井川武助

高石文吉

酒井嘉一郎

深阪藤三郎

川上長四郎

沢松好之

中村辰十郎

本間作二郎

斉藤松司

西垣由太郎

小柴銀之助

山崎政吉

梁田市輔

橋本 元

清水純一郎

岡野悌二

上野山善之助

蔵納留吉

藤野亀之助

日野政輝

吉川正忠

224.407

220.380

209.550

199.642

197.394

165.776

161.380

127.000

120.000

117.500

76.442

75.089

71.500

71.200

70.000

61.450

54.386

50.770

49.100

45.000

39.990

35.000

21.806

20.000

19.000

16.500

15.000

11.875

6.000

5.410

3.060

1.535

25.000

18.000

25.000

17.000

25.000

25.000

15.000

15.000

20.000

10.000

40.000

10.000

17.000

15.000

20.000

17.000

16.000

9.0

12.2

6.5

5.1

3.0

4.7

4.1

2.5

4.9

0.9

2.2

1.3

0.8

0.4

0.1

44.500

52.000

70.000

97.000

25.000

29.000

34.000

35.000

完済

40.000

完済

19.000

4.500

完済

4.500

74.000

13.500

20.000

1.500

50.000

11.500

完済

13.000

完済

3.000

5.000

70.500

3.000

120.500

5.000

完済

6.000

6.000

完済

完済

完済

2.000

完済

完済

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

（退社）

出所） 三井物産「総勘定書」1892年上期（三井文庫所蔵史料 物産587）、三井物産「総勘定明細」1892

年下期（三井文庫所蔵史料 物産588）、三井物産「元方評議録」1892�1893年（三井文庫所蔵史料

物産107）、三井物産「重役会議」1892年（三井文庫所蔵史料 物産113）。

注） 1892年上期決算では、貸金がある職員の調査漏れがあったようである。そのため1892年下期だけ

数値が掲載されている職員がいる。また、1892年下期決算では掲出された者以外に、退職者で貸金の

ある者がいる。これについては掲載を省略した。



は
九
四
倍
）
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
月
給
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
人
（
五
〇
円
未
満
）
で
も
、
一
〇
倍
を
超

え
る
貸
金
の
人
が
い
る
。
た
と
え
ば
上
掲
の
北
村
七
郎
の
場
合
、
一
八
九
二
年
六
月
三
〇
日
現
在
、
四
三

〇
円
一
〇
銭
二
厘
を
借
り
入
れ
て
い
た
。
身
分
は
手
代
一
等
で
あ
り
、
同
年
六
月
に
増
額
さ
れ
た
月
給
は

二
五
円
で
あ
る
。
こ
の
月
給
を
基
準
と
す
る
と
月
給
の
一
七
倍
も
の
借
入
残
高
が
あ
っ
た
。
同
年
一
二
月

に
減
免
さ
れ
て
同
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
借
入
残
高
は
一
四
〇
円
と
な
り
、
一
八
九
三
年
六
月
三
〇
日

現
在
に
は
一
〇
一
円
五
〇
銭
、
同
年
九
月
一
日
ロ
ン
ド
ン
支
店
勤
務
と
な
っ
た
の
ち
の
同
年
一
二
月
三
一

日
現
在
に
は
借
入
残
高
が
五
円
と
な
り
（

�）、
一
八
九
三
年
中
に
返
済
を
ほ
ぼ
終
え
て
い
る
。

免
除
後
に
残
っ
た
三
分
の
一
（
残
高
）
に
つ
い
て
は
、
慰
労
金
（
普
通
賞
与
）
で
支
払
え
る
よ
う
措
置

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
八
九
二
年
上
期
分
の
慰
労
金
の
枠
を
一
〇
％
か
ら
二
〇
％
に
増
額
し
て
（
逆
に
重

役
賞
与
の
枠
を
二
〇
％
か
ら
一
〇
％
に
削
減
）
、
職
員
各
自
の
慰
労
金
を
大
幅
に
増
額
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
返
済
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。
慰
労
金
枠
二
〇
％
と
い
う
措
置
は
一
八
九
三
年
上
期
分
ま
で
三
期
で
お

こ
な
わ
れ
た
。
一
八
九
二
年
上
期
分
で
み
る
と
、
負
債
の
あ
る
職
員
の
多
く
が
慰
労
金
の
半
額
を
返
済
に

充
て
て
い
る
（

�）。

社
長
益
田
孝
、
副
社
長
木
村
正
幹
ら
の
借
金
（
会
社
か
ら
の
貸
金
）
に
対
し
て
も
特
別
な
措
置
が
お
こ

な
わ
れ
た
。
上
記
の
職
員
と
異
な
り
、
益
田
・
木
村
の
場
合
に
は
、
会
社
か
ら
の
貸
金
に
対
し
て
利
子
が

付
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
利
子
を
免
除
す
る
措
置
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
益
田
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
貸
シ
金

勘
定
」
に
お
け
る
一
八
八
九
年
分
利
子
四
七
六
〇
円
、
一
八
九
〇
年
分
利
子
六
五
六
〇
円
、
一
八
九
一
年

分
利
子
一
一
一
〇
円
四
七
三
と
、
「
益
田
孝
勘
定
」
に
お
け
る
一
八
九
〇
年
分
利
子
六
五
五
円
一
五
六
の
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第7表 三井物産の重役等への貸金（「貸シ金勘定」分） （単位：円）

氏名
1892年6月30日

現在
1892年12月31日

現在
1893年6月30日

現在
1893年12月31日

現在

益田孝

木村正幹

三井武之助

三井養之助

43,350.975

63,002.076

76,587.927

6,903.543

24,600.975

52,361.076

29,000.000

－

24,300.975

23,361.076

29,000.000

－

1,492.080

10,924.186

－

－

出所） 三井物産「総勘定書」1892年上期（三井文庫所蔵史料 物産587）、三井物産「総勘定明細」

1892年下期、同1893年上期、下期（三井文庫所蔵史料 物産588、物産590、物産592）。



合
計
一
万
三
〇
八
五
円
六
二
九
が
一
八
九
一
年
一
二
月
三
一
日
付
で
免
除
さ
れ
た
（

�）。
第

7表
は
、
こ

の
利
子
免
除
後
の
「
貸
シ
金
」
勘
定
で
の
益
田
ら
へ
の
貸
金
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
利
子

免
除
後
の
一
八
九
二
年
六
月
三
〇
日
現
在
で
も
、
益
田
へ
は
四
万
円
以
上
、
木
村
へ
は
六
万
円
以
上

の
貸
金
が
残
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
益
田
・
木
村
に
対
し
て
は
一
八
九
三
年
一
〇
月
二
日
付
で
そ
れ

ぞ
れ
二
万
七
〇
〇
〇
円
と
一
万
八
〇
〇
〇
円
を
免
除
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
（

�）。
そ
の
結
果
、
木
村
の

一
八
九
三
年
一
二
月
三
一
日
残
高
は
六
月
三
〇
日
残
高
に
比
べ
て
ほ
ぼ
半
減
し
、
益
田
の
残
高
は
か

な
り
返
済
し
た
た
め
急
減
し
た
（

�）。
な
お
、
三
井
武
之
助
・
三
井
養
之
助
に
つ
い
て
も
貸
金
の
減
免
措

置
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

三
井
物
産
で
は
、
こ
の
よ
う
に
職
員
・
重
役
へ
の
貸
金
の
整
理
を
開
始
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
職
員

の
負
担
（
借
金
）
を
軽
減
し
な
が
ら
、
俸
給
の
引
き
上
げ
を
お
こ
な
い
、
職
員
が
会
社
か
ら
借
金
を

せ
ず
に
家
計
を
維
持
で
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

4.

特
別

措
置

（
賞

与
金

の
増

額
）

と
そ

の
解
消

先
述
の
よ
う
に
慰
労
金
（
賞
与
）
を
借
金
の
返
済
に
充
当
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
一
八
九
二

年
上
期
に
慰
労
金
枠
を
純
益
金
の
一
〇
％
か
ら
二
〇
％
へ
と
引
き
上
げ
た
。
一
八
九
二
年
上
期
の
当

期
利
益
金
（
六
万
六
一
五
一
円
）
が
一
八
九
一
年
度
の
半
額
（
三
万
七
九
一
六
円
）
の
一
・
七
倍
に

増
加
し
た
た
め
、
慰
労
金
枠
は
三
七
五
〇
円
（
一
八
九
一
年
度
の
半
額
）
か
ら
一
万
三
〇
〇
〇
円
へ

と
三
・
五
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
一
八
九
二
年
下
期
、
一
八
九
三
年
上
期
で
も
純
益
金
の
二
〇
％
を
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第8表 1891年度慰労金（半額）を基準とした1892年上期慰労金の倍率

役職
1�2
未満

2以上 3以上 4以上 5以上 6以上 7以上
8以上
9未満

人数
小計

専務委員・元締

番頭席

手代席

2

2

2

2

6

12

10

22

1

22 11

2

9 1 2

4

21

81

小 計 6 20 32 23 11 11 1 2 106

出所） 三井物産「LEDGER」1892年下期、同1893年上期（三井文庫所蔵史料 物産746、物産748）、

三井物産「明治25年上半季賞与金額表」1892年上期（三井文庫所蔵史料本1339�7）。

注） 1891年慰労金、1892年上期慰労金がともに判明する人について倍率を計算した。手代見習・小僮な

どについては昇格すると倍率が急増するため省略した。



慰
労
金
枠
と
す
る
措
置
が
と
ら
れ
、
し
か
も
当
期
利
益
金
も
増
加
し
た
た
め
、
慰
労
金
枠
は
一
万
五
〇
〇
〇
円
、
一
万
九
〇
〇
〇
円
へ
と
拡

大
し
た
（
前
掲
、
第

1表
）。

こ
の
よ
う
に
慰
労
金
枠
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
三
井
物
産
は
各
人
へ
の
慰
労
金
支
給
額
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
特
別
措
置
を
講
じ

た
。
一
八
九
一
年
度
慰
労
金
（
半
額
）
に
対
し
て
一
八
九
二
年
上
期
慰
労
金
が
何
倍
と
な
っ
た
か
を
み
る
と
（
第

8表
）、
専
務
委
員
（
一
・

一
倍
一
人
と
二
倍
二
人
）、
元
締
（
一
・
四
倍
）
は
三
倍
未
満
で
あ
っ
た
も
の
の
、
番
頭
席
で
は
三
倍
以
上
の
人
が
六
二
％
（
一
三
人
）、
手

代
席
で
は
八
三
％
（
六
七
人
）
に
上
っ
て
い
る
。
全
体
で
は
七
六
％
の
人
が
三
倍
以
上
に
増
額
さ
れ
た
。
ま
た
一
八
九
三
年
上
期
の
各
人
へ

の
慰
労
金
が
、
月
給
の
何
か
月
分
に
相
当
し
て
い
る
か
を
み
る
と
（
第

9表
）、
専
務
委
員
（
馬
越
恭
平
、
上
田
安
三
郎
。
月
給
一
八
〇
円
）

は
経
営
陣
（
重
役
）
で
あ
る
た
め
八
・
九
か
月
相
当
（
重
役
賞
与
一
六
〇
〇
円
）
も
の
高
率
で
あ
る
（

�）。
職
員
の
う
ち
の
元
締
（
宮
本
新
右
衛

門
、
月
給
一
〇
〇
円
）
で
は
四
・
二
か
月
相
当
（
慰
労
金
四
二
〇
円
）
、
番
頭
席
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
四
・
二
か
月
相
当
で
あ
り
、
二
人

が
六
・
三
か
月
相
当
、
一
人
が
四
・
〇
か
月
相
当
、
一
人
が
二
・
一
か
月
相
当
で
あ
る
。
手
代
席
で
は
一
・
四
か
月
相
当
か
ら
五
・
八
か
月

相
当
ま
で
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
各
人
に
つ
い
て
細
か
な
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
と
想
像
さ
れ
る
。
と
は
い
え
半
数
の
手
代
の
慰

労
金
は
四
・
二
か
月
相
当
で
あ
り
、
四
・
一
か
月
相
当
や
四
・
〇
か
月
相
当
と
な
る
理
由
が
慰
労
金
を
計
算
す
る
時
に
給
料
を
四
・
二
倍
し

て
切
り
の
良
い
数
値
（
一
円
の
位
が
〇
）
に
す
る
た
め
と
み
る
と
、
一
一
二
人
の
う
ち
八

九
人
の
慰
労
金
が
給
料
を
四
・
二
倍
し
て
算
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

四
・
二
倍
を
標
準
的
な
月
給
相
当
月
数
と
し
て
慰
労
金
が
計
算
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
元

締
・
番
頭
席
も
含
め
て
み
る
と
、
四
・
二
倍
を
標
準
的
な
月
数
と
し
た
（
月
給
に
四
・
二

を
掛
け
た
）
と
思
わ
れ
る
。

一
八
九
一
年
度
（
半
額
）
に
比
べ
て
大
幅
に
支
給
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
職
員

48

5.2
倍

5.8
倍

6.3
倍

8.9
倍

人数
小計

1 1

2

2 2

1

17

112

1 1 2 2 132

年（三井文庫所蔵史料 物産107）、

労金を除した。

めていない。1892年12月31日

に在籍者として、社長1人、副

重役・役員・雇員人名簿」1892



（
使
用
人
）
へ
の
慰
労
金
枠
が
二
〇
％
に
定
め
ら
れ
た
一
八
九
二
年
上
期
分
か
ら
一
八
九

三
年
上
期
分
ま
で
で
あ
る
（

�）。
こ
の
三
期
分
の
慰
労
金
支
給
に
よ
っ
て
職
員
へ
の
貸
金
残
高

は
大
幅
に
減
少
し
、
貸
金
残
高
の
あ
る
職
員
（
但
し
重
役
の
馬
越
恭
平
・
金
子
弥
一
や
退

職
者
を
含
む
）
は
一
八
九
二
年
上
期
末
七
二
人
（
合
計
残
高
八
万
九
六
三
五
円
六
一
二
）、

一
八
九
二
年
下
期
末
八
六
人
（
合
計
残
高
二
万
七
八
九
五
円
三
八
）
、
一
八
九
三
年
上
期

四
九
人
（
一
万
八
九
四
三
円
四
〇
）
、
一
八
九
三
年
下
期
末
三
七
人
（
合
計
残
高
一
万
五

六
三
九
円
五
〇
）
へ
と
低
下
し
た
（

�）。

一
八
九
三
年
下
期
分
か
ら
、
職
員
の
慰
労
金
枠
を
純
益
金
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
は
定
め

な
か
っ
た
。
一
八
九
三
年
下
期
で
は
純
益
金
が
一
二
万
円
、
重
役
・
職
員
へ
の
賞
与
割
当

額
が
三
万
一
〇
〇
〇
円
な
の
で
、
純
益
金
の
う
ち
二
五
・
八
％
が
重
役
を
含
む
使
用
人
全

体
の
賞
与
に
割
り
当
て
ら
れ
、
う
ち
重
役
分
を
引
い
た
職
員
へ
の
割
当
可
能
額
は
純
益
金

の
一
五
・
三
％
相
当
で
あ
る
。
前
記
の
割
当
額
比
率
二
〇
％
に
比
べ
や
や
低
下
し
て
い
る

も
の
の
、
か
つ
て
の
一
〇
％
よ
り
も
高
率
で
あ
る
（
第

10表
）
。
ま
た
職
員
に
つ
い
て
絶

対
額
を
み
る
と
、
一
八
九
三
年
下
期
分
の
枠
一
万
八
三
〇
〇
円
は
上
期
の
枠
一
万
九
〇
〇

〇
円
よ
り
も
若
干
減
少
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
職
員
へ
の
実
際
の
賞
与
（
普
通

賞
与
）
支
給
額
が
一
八
九
三
年
上
期
に
比
べ
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
み
る
と
（
第

11表
）
、
一
八
九
二
年
上
期
支
給
額
が
低
額
（
三
〇
円
未
満
）
な
人
の
ほ
と
ん
ど
で
は
同

額
あ
る
い
は
増
額
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
三
〇
円
以
上
の
番
頭
席
・
手
代
席
な
ど
で
は
、
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第9表 1893年上期賞与の月給倍率

身分
1.4
倍

2.1
倍

3.2
倍

3.3
倍

4.0
倍

4.1
倍

4.2
倍

4.3
倍

4.4
倍

4.5
倍

4.7
倍

4.8
倍

4.9
倍

5.0
倍

専務委員

元締

番頭席

手代席 2

1

3 1

1

11 19

1

13

59 4 2 1 2 2 1 1

小計 2 1 3 1 12 19 73 4 2 1 2 2 1 1

出所） 三井物産「元方評議録」1892�1893年（三井文庫所蔵史料 物産107）、三井物産「重役会議」1892

三井物産「LEDGER」1893年下期（三井文庫所蔵史料 物産750）。

注） 1.1892年6月ないし12月に改定された月給（ただし1名は4月、1名は11月）で、1893年上期慰

2.上述の時期に月給が改定されていない職員や、1893年上期慰労金が支給されていない職員は含

現在の在籍者は、専務委員2人、元締2人、番頭席33人、手代席161人、合計198人である。外

社長1人、委員3人、修業生8人、手代見習42人、小僮44人、罷職6人がいる（「三井物産会社

年12月31日調、三井文庫所蔵史料 追1990）。



一
七
一
人
中
一
五
七
人
で
支
給
額

が
減
少
し
て
い
る
。
し
か
も
元
締

も
含
む
一
七
三
人
の
一
八
九
三
年

上
期
賞
与
を
合
計
す
る
と
一
万
八

二
二
九
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

下
期
は
合
計
一
万
三
九
三
一
円
に

減
少
し
、
上
期
の
七
六
・
三
％
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
八
九
三

年
下
期
分
で
は
俸
給
・
賞
与
の
低

い
手
代
見
習
・
小
僮
（
こ
ど
も
）

ら
に
は
配
慮
し
た
も
の
の
、
職
員

の
主
要
部
分
を
占
め
る
番
頭
席
・

手
代
な
ど
に
関
し
て
は
、
三
期
分

に
わ
た
る
特
別
措
置
を
や
め
て
、

大
幅
に
普
通
賞
与
を
削
減
し
た
の

で
あ
る
。

一
八
九
三
年
下
期
分
賞
与
（
普

通
賞
与
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
特

50

第10表 純益金と賞与割当額・特別賞与支給額 （単位：円）

決算期
当期

利益金
純益金

賞与

割当額

重役 職員

賞与

支給額

賞与割当額
または
割当可能額

特別賞与

支給額

（同左、

人数）

1892年上期

1892年下期

1893年上期

1893年下期

1894年上期

1894年下期

1895年上期

1895年下期

1896年上期

1896年下期

66,151

78,800

95,884

122,621

204,087

303,891

428,041

428,545

479,506

356,395

65,000

75,000

95,000

120,000

200,000

300,000

420,000

426,000

475,000

351,689

19,500

22,500

28,500

31,000

45,000

50,000

50,000

50,000

60,000

35,000

7,000

9,800

9,500

12,700

17,000

18,500

18,250

18,250

19,000

－

12,500

12,700

19,000

18,300

28,000

31,500

31,750

31,750

41,000

35,000

－

－

－

2,330

8,310

8,826

10,940

12,485

11,165

10,480

33

44

62

49

55

59

94

出所） 三井物産「LEFGER」1893年下期、同1894年上期～同1897年上期（三井文庫所蔵史料 物産750

～物産767）など。

注）「当期利益金」から次期繰越金を引いたものが「純益金」である。

第11表 1893年上期賞与と同年下期賞与との関係 （単位：円）

身分（1892年6月30日現在） 減少 同額 増加 小計

元締

番頭席・手代席など（1893年上期、30円以上）

手代見習・小僮など（同上、30円未満）

1

157

5

3

30

1

11

40

2

171

75

小計 163 33 52 248

出所） 三井物産「LEDGER』1893年下期、同1894年上期（三井文庫所蔵史料 物産750、物産753）。

注）1.ほとんどの人の身分は1892年6月30日現在、一部はその後。

2.1893年上期慰労金（賞与）が30円以上の者と30円未満の者で区分した。30円以上の者のほとん

どは1892年6月30日現在の身分が番頭席・手代席である。

30円未満の人のほとんどは1893年6月30日現在の身分が手代見習・小僮である。

3.元締を含む171人（賞与30円以上）の1893年上期慰労金（賞与）小計は1万8229円、同下期慰

労金小計は1万3931円である。下期は上期の77.4％に相当する。
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第12表 特別賞与の受給者（1893年下期分） （単位：円）

氏名
1893年
上期賞与

1893年
下期賞与

同左、
特別賞与

1893年
下期合計

飯田義一

小室三吉

山本条太郎

呉 永寿

遠藤大三郎

莊司平吉

岩原謙三

水谷耕平

福原栄太郎

間島与喜

福井菊三郎

手島昇

阿曽沼弘道

前田八左衛門

遠藤藤二郎

田中繁吉

峰 梅三郎

松尾長太郎

進登八左衛門

315

336

125

105

210

190

168

315

250

168

210

210

125

120

125

125

110

210

84

274

241

144

87

183

172

168

274

240

166

181

178

96

106

90

93

81

162

58

250

合計350

50

50

50

100

100

50

100

50

50

50

30

30

30

50

30

524

合計822

233

222

218

374

340

216

281

228

146

156

120

123

111

212

88

出所） 三井物産「LEDGER」1893年下期、同1894年上期（三井文庫所

蔵史料 物産750、物産753）。

注） 1893年下期では、掲出した他に、「包金」という名目で14人に対し

て特別賞与が支払われている。

�
�
�

�
�
�

第13表 普通賞与の定率

区分 1895年上期 1895年下期 1896年上期 1896年下期 1897年上期
1897年
下期以降

手代1等～4等

手代5等

手代6等

手代7等

2銭2厘

1銭8厘7毛

1銭8厘

1銭7厘

2銭2厘

2銭

2銭

1銭9厘

2銭2厘

2銭

2銭

1銭9厘

2銭2厘

2銭1厘

2銭1厘

2銭

2銭2厘

2銭1厘

2銭1厘

2銭

1銭3厘

1銭3厘

1銭3厘

1銭3厘

雇 （日給の 1か
月分）

2厘1毛 2厘1毛 2厘2毛 2厘2毛 1厘

出所）「賞与金割当歩合ノ件」1895年7月17日議決（三井物産「理事会議按」1895年、三井文庫所蔵史

料 物産116）、「明治29年上半季賞与金調」（三井物産「理事会議案」1896年上期、物産117）、

「明治29年下半季賞与金調」（三井物産「理事会議案」1896年下期、物産118）、「賞与内規」（三井

営業店重役会「重役会議案綴」1903年、追1874）。

注）1.月給者では勤務日数×月給額×定率を普通賞与とした。日給者では勤務日数×日給額×定率を普

通賞与とした（ただし、1895年上期を除く）。

2．1897年上期まで勤務日数には実勤務日数だけではなく、定休日も含んでいる。

3．1897年下期以降は、三井商店の共通規定である。勤務日数には、特別休暇を算入するものの、商

店で定められた定休日を算入しない。



別
措
置
を
や
め
た
た
め
、
支
配
人
（
支
店
長
）
ク
ラ
ス
の
幹
部
職
員
や
成
績
優
秀
者
で

も
か
な
り
の
数
の
人
の
賞
与
が
、
上
期
に
比
べ
て
減
額
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
か
支
給

先
が
判
明
す
る
も
の
だ
け
を
み
て
も
、
大
阪
支
店
支
配
人
飯
田
義
一
、
上
海
支
店
支
配

人
小
室
三
吉
ら
一
九
人
に
対
し
て
、
一
八
九
三
年
下
期
分
と
し
て
特
別
賞
与
（
「
特
別

賞
与
金
」）
合
計
一
四
二
〇
円
が
支
払
わ
れ
て
減
額
分
が
補

�さ
れ
た
（
第

12表
）。
こ

の
よ
う
に
一
八
九
三
年
下
期
分
か
ら
普
通
賞
与
と
特
別
賞
与
の
二
本
建
で
賞
与
が
支
払

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
九
四
年
上
期
分
特
別
賞
与
で
は
受
給
者
が
四
四
人
、
支

給
額
合
計
が
八
三
一
〇
円
に
増
加
し
、
そ
の
後
も
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
（
前
掲
、

第

10表
）。

一
八
九
五
年
上
期
か
ら
は
普
通
賞
与
の
内
容
が
変
化
し
た
。
特
別
賞
与
が
各
人
の
地

位
や
成
績
を
評
価
し
て
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
か
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
評

価
が
含
ま
れ
て
い
た
普
通
賞
与
か
ら
当
該
評
価
が
外
さ
れ
、
普
通
賞
与
の
内
容
が
勤
務

日
数
の
み
評
価
す
る
も
の
に
変
わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
勤
務
日
数
×
月
給
額
（
あ
る
い

は
日
給
額
）
×
定
率
＝
普
通
賞
与
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
定
率
は
第

13表
の

と
お
り
で
あ
る
。
同
じ
手
代
で
あ
っ
て
も
等
級
に
よ
っ
て
定
率
が
異
な
り
、
上
の
等
級

に
行
く
に
従
っ
て
定
率
が
大
き
く
な
る
（
一
八
九
七
年
上
期
ま
で
）
。
勤
務
日
数
に
は

実
勤
務
日
数
だ
け
で
な
く
定
休
日
も
含
ん
で
い
る
（
一
八
九
七
年
上
期
ま
で
）
。
一
八

九
六
年
上
期
で
み
る
と
、
皆
勤
の
場
合
（
勤
務
日
数
一
八
三
日
）
、
手
代
一
等
～
四
等

52

普通賞与／
俸給

（1か月平均）

特別賞与／
俸給

（１か月平均）

賞与合計／
俸給

（1か月平均）

普通賞与
定率
（上期）

普通賞与
定率

（下期）

上期在籍者
（230人）
内訳

下期在籍者
（250人）
内訳

8.1

8.0

7.6

7.4

7.3

7.4

6.9

13.7

7.4

7.6

7.0

3.1

1.1

0.0

21.8

15.5

15.1

14.4

10.4

8.6

7.0

2銭2厘

2銭2厘

2銭2厘

2銭2厘

2銭

2銭

1銭9厘

2銭2厘

2銭2厘

2銭2厘

2銭2厘

2銭1厘

2銭1厘

2銭

1

6

13

5

17

55

133

1

6

11

6

18

86

122

「明治29年下半季賞与金調」（三井物産「理事会議案」1896年下期、三井文庫所蔵史料 物産118）。

も等級が上昇した者、上期に在職し下期に退職した者を除外して計算した。

ある。

数182日（日曜日を含む総ての日数）×月俸給額×定率である。休暇をとると、182から休暇日数を引いた



で
は
四
・
〇
三
か
月
相
当
、
手
代
五
等
～
六
等
で
は
三
・
六
六
か
月
相
当
、
手
代
七
等

で
は
三
・
四
八
か
月
相
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
（

�）。
し
た
が
っ
て
手
代
で
は
年
間
八
か
月

か
ら
七
か
月
相
当
く
ら
い
の
普
通
賞
与
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
一
八
九
六
年
上
期
と
下
期
を
合
わ
せ
た
一
八
九
六
年
度
の
普
通
賞
与
・
特
別

賞
与
の
支
給
実
績
を
み
よ
う
（
第

14表
）
。
等
級
別
で
見
る
と
、
手
代
一
等
か
ら
四
等

ま
で
は
総
て
の
人
に
特
別
賞
与
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
手
代
五
等
で
も
八
四
・
四
％
の

人
に
支
給
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
こ
の
時
期
に
は
番
頭
席
は
廃
止
さ
れ
、
す
べ
て
手
代

席
）
。
と
こ
ろ
が
手
代
六
等
に
な
る
と
四
六
％
に
低
下
す
る
。
ほ
ぼ
半
分
の
人
し
か
受

給
で
き
な
い
。
手
代
七
等
で
は
ほ
と
ん
ど
が
対
象
外
で
あ
る
（
一
・
四
％
）
。
ま
た
月

給
に
対
す
る
特
別
賞
与
の
額
を
計
算
す
る
と
、
手
代
一
等
で
は
一
三
・
七
か
月
相
当
が

支
給
さ
れ
、
普
通
賞
与
分
八
・
一
か
月
相
当
を
合
わ
せ
る
と
、
年
間
二
一
・
八
か
月
相

当
も
の
賞
与
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
手
代
一
等
の
一
人
は
大
阪
支
店
支
配
人
飯
田
義
一

（
下
期
月
給
一
五
〇
円
）
で
あ
る
。
手
代
二
等
で
は
特
別
賞
与
七
・
四
か
月
相
当
、
普

通
賞
与
八
か
月
相
当
、
合
計
一
五
・
五
か
月
相
当
で
あ
る
。
手
代
二
等
の
者
は
上
海
支

店
支
配
人
小
室
三
吉
（
同
一
二
五
円
）、
本
店
勘
定
方
主
任
松
本
常
磐
（
同
一
二
五
円
）、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
支
配
人
岩
原
謙
三
（
同
一
〇
〇
円
）
、
兵
庫
支
店
支
配
人
遠
藤
大

三
郎
（
同
一
〇
〇
円
）
、
函
館
支
店
支
配
人
荘
司
平
吉
（
同
一
〇
〇
円
）
で
あ
る
。
手

代
二
等
か
ら
四
等
ま
で
は
一
五
・
五
～
一
四
・
四
か
月
相
当
で
あ
り
、
一
八
九
三
年
上
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第14表 1896年上期・下期合計の俸給・賞与

身分 人数 俸給合計
俸給

（1か月平均）
普通賞与 特別賞与

特別賞与
支給人数
比率

賞与合計
賞与・
俸給合計

手代1等

手代2等

手代3等

手代4等

手代5等

手代6等

手代7等

1

5

11

5

16

50

71

1,750

6,525

12,045

3,235

7,205

15,921

12,858

146

544

1,004

270

600

1,327

1,072

1,180

4,377

7,596

1,989

4,413

9,832

7,431

2,000

4,050

7,600

1,900

1,845

1,515

50

100.0

100.0

100.0

100.0

84.4

46.0

1.4

3,180

8,427

15,196

3,889

6,258

11,347

7,481

4,930

14,952

27,241

7,124

13,463

27,268

20,339

出所）「明治29年上半季賞与金調」（三井物産「理事会議案」1896年上期、三井文庫所蔵史料 物産117）、

注） 1.1896年下期に、新たに正職員に採用された者（雇から正職員への登用を含む）や、上期より

2.「特別賞与支給人数比率」は、上期・下期の支給人数の合計を「人数」の2倍で除した百分比で

3.1896年度上期・下期の普通賞与の計算は、つぎのとおりである。上期の皆勤者の場合、勤務日

数字×月俸額×定率と計算したようである。下期の皆勤者の場合、勤務日数は183日である。

4.1896年上期は1896年1月～6月、同下期は1896年7月～12月である。



期
賞
与
に
お
け
る
番
頭
席
・
手
代
席
の
標
準
的
な
倍

率
（
四
・
二
か
月
）
の
二
倍
の
八
・
四
か
月
相
当
に

比
べ
て
、
格
段
に
上
昇
し
て
い
る
。
た
だ
し
手
代
六

等
で
は
八
・
六
か
月
相
当
で
あ
り
、
一
八
九
三
年
上

期
標
準
月
数
の
二
倍
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
手
代
七

等
（
七
か
月
相
当
）
で
は
逆
に
標
準
倍
率
の
二
倍
よ

り
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
八
九
三
年
上

期
の
二
倍
と
比
較
し
て
み
る
と
、
一
八
九
六
年
度
の

支
給
で
は
月
給
相
当
月
数
が
上
下
に
分
解
し
、
手
代

一
等
と
手
代
七
等
の
間
で
相
当
月
数
の
格
差
が
拡
大

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
賞
与
の
う
ち
ど
ち

ら
の
比
重
が
大
き
い
か
を
み
る
と
、
手
代
一
等
で
は

三
分
の
二
が
特
別
賞
与
、
手
代
二
等
か
ら
手
代
四
等

で
は
ほ
ぼ
同
額
、
手
代
五
等
で
は
普
通
賞
与
七
一
％
、

特
別
賞
与
二
九
％
、
手
代
六
等
で
は
普
通
賞
与
八
七

％
、
特
別
賞
与
一
三
％
、
手
代
七
等
で
は
普
通
賞
与

九
九
％
、
特
別
賞
与
一
％
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
上

の
等
級
に
行
く
に
従
っ
て
特
別
賞
与
の
比
重
が
重
く

54

第15表 岩原謙三の賞与と月給 （月給、賞与の単位：円）

決算期 役職 身分 月給
普通
賞与

特別
賞与

合計
普通
賞与
倍率

特別
賞与
倍率

合計

1891年

1892年上期

下期

1893年上期

下期

1894年上期

下期

1895年上期

下期

1896年上期

下期

1897年上期

下期

1898年上期

下期

1899年上期

下期

1900年上期

大阪支店副支配人

同上

同上

同上

神戸支店支配人

同上

同上

同上

（本店勤務）

（紐育出張）

紐育支店支配人

同上

同上

同上

同上

紐育支店長

同上

同上

番頭3等

同上

同上

同上

番頭2等

同上

同上

手代3等

手代2等

同上

同上

同上

30

35

40

40

50

50

50

50⇒75

75⇒100

100

100

125

165

180

180

225

225

300

100

120

150

168

168

186

…

215

332

403

403

483

…

343

…

…

483

562

－

－

－

－

50

…

…

…

400

400

400

500

500

600

700

…

1,200

1,200

100

120

150

168

218

…

…

…

732

803

803

983

…

943

…

1,226

1,683

1,762

3.3

3.4

3.8

4.2

3.4

3.7

…

4.0

3.8

4.0

4.0

3.9

…

1.9

…

…

2.1

1.9

－

－

－

－

1.0

…

…

…

4.6

4.0

4.0

4.0

3.0

3.3

3.9

…

5.3

4.0

3.3

3.4

3.8

4.2

4.4

…

…

…

8.4

8.0

8.0

7.9

…

5.2

…

5.4

7.5

5.9

注） 専修大学今村法律研究室編『金剛事件』（２）（ケイエムエス、1978年）52�53ページ、三井物産

「LEDGER」1892年上期、同下期～1901年下期（三井文庫所蔵史料 物産745～物産790）など。

注） 1.月給の数値は当該決算期でほとんどその額が支給されたものを掲出した。ただし、1894年上期・

下期では4月23日に月給が75円に増額され、さらに9月4日に100円に増額されたので、その変

化を反映させて（翌月に昇級と仮定）、賞与倍率を計算した。

2.役職・身分は期末現在。1897年下期には手代という名称、等級が廃止された。



な
り
、
手
代
一
等
で
は
特
別
賞
与
が
普
通
賞
与
の
二
倍
近
く
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
特
定
の
個
人
に
即
し
て
み
る
と
普
通
賞
与
・
特
別
賞
与
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
示
す
た
め
、
岩
原
謙
三
を
例
に
と
ろ
う
。

岩
原
は
一
八
八
二
年
に
東
京
商
船
学
校
を
卒
業
し
、
一
八
八
三
年
に
手
代
三
等
と
し
て
三
井
物
産
に
採
用
さ
れ
（
月
給
一
二
円
）
、
一
八
八

五
年
手
代
二
等
、
一
八
八
九
年
手
代
一
等
、
一
八
九
〇
年
番
頭
三
等
に
昇
級
し
、
同
年
一
二
月
大
阪
支
店
副
支
配
人
に
就
任
し
た
。
そ
の
後
、

神
戸
支
店
支
配
人
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
支
配
人
へ
と
順
調
に
昇
進
し
て
い
る
（

�）。
一
八
九
一
年
度
で
は
月
給
を
基
準
と
し
た
賞
与
の
額
は
三
・

三
か
月
相
当
に
過
ぎ
な
い
。
一
八
九
二
年
度
に
は
七
・
二
か
月
相
当
、
一
八
九
三
年
度
に
は
八
・
六
か
月
相
当
に
増
加
し
た
。
一
八
九
四
年

上
期
か
ら
一
八
九
五
年
上
期
ま
で
は
不
明
、
一
八
九
六
年
度
に
は
一
六
・
一
か
月
相
当
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
の
よ
う
に

一
八
九
七
年
下
期
か
ら
普
通
賞
与
の
算
定
方
式
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
半
期
で
み
る
と
か
な
り
減
少
し
て
い
る
。
一
八
九
九
年
下

期
と
一
九
〇
〇
年
上
期
を
合
わ
せ
た
一
年
間
で
み
る
と
一
三
・
四
か
月
に
低
下
し
て
い
る
。
ま
た
賞
与
の
内
訳
を
み
る
と
、
普
通
賞
与
の
算

定
式
が
変
更
さ
れ
た
一
八
九
七
年
下
期
か
ら
、
普
通
賞
与
（
推
定
約
二
か
月
相
当
）
よ
り
も
特
別
賞
与
の
方
の
比
重
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
岩
原
で
み
る
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
支
配
人
就
任
の
前
後
に
は
賞
与
合
計
は
半
期
で
約
八
か
月
相
当
に
ま
で
上
昇
す
る
も
の

の
、
そ
の
後
は
一
八
九
七
年
下
期
か
ら
始
ま
る
三
井
共
通
の
普
通
賞
与
支
給
基
準
の
設
定
に
よ
っ
て
賞
与
合
計
の
相
当
月
数
は
格
段
に
低
位

と
な
り
、
賞
与
合
計
は
半
期
で
五
か
月
台
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
岩
原
の
よ
う
な
上
級
の
職
員
と
、
下
級
の
職
員
と
の
格
差

は
い
っ
た
ん
拡
大
し
た
も
の
の
、
三
井
共
通
の
普
通
賞
与
支
給
基
準
の
設
定
に
と
も
な
い
格
差
が
縮
小
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
絶
対

額
で
み
る
と
、
岩
原
の
賞
与
額
合
計
は
一
貫
し
て
増
加
傾
向
に
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
支
配
人
に
就
任
（
六
月
一
八
日
）
し
た
一
八
九

六
年
上
期
が
八
〇
三
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
〇
〇
年
上
期
に
は
約
二
倍
の
一
七
六
二
円
に
増
加
し
て
い
る
。

重
役
賞
与
に
関
し
て
は
、
一
八
九
六
年
下
期
分
か
ら
三
井
物
産
内
で
分
配
せ
ず
、
純
益
金
の
一
〇
％
を
三
井
元
方
へ
回
付
し
、
三
井
銀
行
・

三
井
鉱
山
な
ど
と
合
わ
せ
た
三
井
商
店
全
体
の
純
益
金
（
一
〇
％
）
か
ら
支
給
す
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。
詳
細
は
後
述
す
る
。
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（

1）
三
井
物
産
の
賞
与
を
区
分
す
る
と
、
「
普
通
賞
与
」
、
「
特
別
賞
与
」
の
他
に
、
ペ
ス
ト
流
行
地
で
勤
務
を
続
け
た
職
員
へ
支
給
し
た
賞
与
な

ど
、
不
定
期
に
支
給
さ
れ
た
賞
与
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
七
年
一
〇
月
に
は
ボ
ン
ベ
イ
支
店
職
員
五
人
、
香
港
支
店
職
員
一
二
人
に

「
特
別
賞
」
が
支
給
さ
れ
て
い
る
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
上
、
三
井
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
九
一

�九
二
ペ
ー
ジ
）。

（

2）
「
三
井
物
産
会
社
規
則
」
一
八
七
六
年
六
月
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�三
（
三
井
文
庫
、
一
九
七
四
年
）
九
五
ペ
ー
ジ
。

（

3）
三
井
養
之
助
・
三
井
武
之
助
「
組
合
約
定
」
一
八
七
六
年
七
月
を
廃
止
し
て
、
一
八
八
七
年
二
月
に
「
三
井
物
産
会
社
定
款
」（「
諸
規
則
」

一
八
九
二
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
六
）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
「
三
井
物
産
会
社
規
則
」
一
八
七
六
年
六
月
も
同
時
に
効

力
を
失
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
三
井
物
産
会
社
定
款
」
で
は
第
二
三
条
で
「
毎
年
当
会
社
ニ
純
益
金
ヲ
得
ル
時
ハ
社
員
平
素
ノ
成
績
及
勤
惰
ヲ

斟
酌
シ
一
同
ヘ
慰
労
金
ヲ
給
ス
ベ
シ
」
と
し
て
、
使
用
人
へ
の
慰
労
金
の
支
給
を
定
め
た
も
の
の
、
か
つ
て
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
（
純
益
金

の
一
〇
％
）
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
一
八
八
七
年
度
か
ら
一
八
九
一
年
度
ま
で
純
益
金
の
一
〇
％
を
使
用
人
へ
の
慰
労

金
に
充
て
て
い
る
（
粕
谷
誠
『
豪
商
の
明
治

�三
井
家
の
家
業
再
編
過
程
の
分
析

�』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
八
八
ペ
ー
ジ
）。

（

4）
「
三
井
物
産
会
社
慰
労
金
配
付
方
ノ
件
」
一
八
九
二
年
一
二
月
二
七
日
三
井
家
仮
評
議
会
可
決
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資

料

�三
）
一
九
三
ペ
ー
ジ
。
「
三
井
物
産
会
社
慰
労
金
配
付
方
ノ
義
ハ
追
テ
之
ニ
関
ス
ル
規
則
ヲ
定
ム
ル
マ
デ
ハ
旧
例
ニ
従
テ
総
純
益
金
ノ
三

割
ト
為
シ
置
キ
、
明
治
二
十
五
年
上
半
季
分
ハ
総
益
金
六
万
五
千
円
ノ
三
割
即
チ
一
万
九
千
五
百
円
ヲ
配
付
シ
、
三
割
ノ
中
ニ
就
キ
一
割
ヲ
重

役
一
同
ヘ
、
二
割
ヲ
重
役
以
外
ノ
総
員
ヘ
割
付
分
与
ス
可
キ
見
込
ナ
リ
ト
ノ
事
、
同
社
々
長
ヨ
リ
三
井
組
大
元
方
ヘ
上
申
ノ
趣
報
告
有
ア
リ
、

依
テ
承
諾
ト
決
ス
」
。

（

5）
一
八
九
二
年
四
月
二
六
日
に
、
社
長
三
井
養
之
助
、
副
社
長
木
村
正
幹
と
な
り
、
益
田
孝
は
中
上
川
彦
次
郎
、
斎
藤
専
蔵
と
と
も
に
委
員
と

な
っ
た
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』

本

�第
二

巻
、
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
七
六
五
ペ
ー
ジ
）
。
同

書
で
は
、
益
田
孝
ら
の
職
を
委

員
で
は
な
く
、
「
取
締
役
」
と
誤
記
し
て
い
る
。

（

6）
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�三
、
九
五
ペ
ー
ジ
。

（

7）
「
三
井
物
産
会
社
俸
給
規
則
」
一
八
九
二
年
四
月
二
六
日
制
定
（
前
掲
、「
諸
規
則
」
一
八
九
二
年
）
な
ど
。
な
お
、
重
役
で
あ
る
社
長
・
副

社
長
・
専
務
委
員
に
つ
い
て
は
月
給
の

下
限
の
み
を
定
め
た
。
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（

8）
「
三
井
物
産
合
名
会
社
俸
給
規
則
」
一
八
九
四
年
一
一
月
一
日
改
正
（「
重
役
会
議
案
」
一
八
九
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
一
五
）。

後
述
の
よ
う
に
三
井
物
産
で
は
職
員
の
給
与
水
準
を
引
上
げ
る
た
め
、
支
障
と
な
る
上
限
を
撤
廃
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（

9）
「
三
井
物
産
合
名
会
社
使
用
人
給
料
規
則
」
一
八
九
五
年
一
月
改
正
（
「
三
井
物
産
合
名
会
社
契
約
及
諸
規
則
」
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物

産
五
七

�一
）
。

（

10）
三
井
商
店
理
事
会
で
一
八
九
七
年
六
月
二
五
日
に
「
三
井
商
店
使
用
人
給
料
規
則
」
を
議
決
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
上
、

四
九
ペ
ー
ジ
）
。

（

11）
「
三
井
商
店
使
用
人
給
料
規
則
」
一
八
九
七
年
六
月
二
五
日
制
定
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
新
九
七

�二
）。

（

12）
「
三
井
物
産
合
名
会
社
使
用
人
外
国
在
勤
俸
規
則
」
一
八
九
七
年
八
月
一
〇
日
三
井
商
店
理
事
会
可
決
（「
理
事
会
議
案
」
一
八
九
七
年
、
三

井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
一
一
九
）
。
な
お
、
日
本
円
の
俸
給
が
不
明
確
で
あ
る
と
、
普
通
賞
与
の
算
定
の
際
、
不
都
合
な
た
め
、
一
八
九
七

年
七
月
に
内
地
勤
務
者
に
準
じ
て
「
本
邦
給
格
」
を
定
め
、
そ
の
辞
令
書
を
各
人
に
交
付
す
る
こ
と
と
し
た
（
「
海
外
勤
務
者
本
邦
給
格
所
定

ノ
件
」
一
八
九
七
年
七
月
三
〇
日
三
井
商
店
理
事
会
可
決
、
前
掲
、「
理
事
会
議
案
」
一
八
九
七
年
）。
こ
の
よ
う
に
定
め
る
以
前
は
、
海
外
へ

の
転
勤
後
も
、
日
本
内
地
勤
務
時
の
俸
給
が
そ
の
ま
ま
存
続
し
、
再
び
日
本
内
地
勤
務
と
な
る
と
以
前
の
俸
給
に
戻
る
と
い
う
不
合
理
な
や
り

方
で
あ
っ
た
。

（

13）
一
八
七
七
年
の
当
期
純
益
金
約
二
〇
万
円
は
、
井
上
馨
へ
の
分
配
と
リ
ザ
ー
ブ
の
控
除
後
の
数
値
の
よ
う
で
あ
る
。
馬
越
恭
平
は
高
橋
義
雄

に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。
明
治
「
十
年
に
な
つ
て
一
年
経
済
で
〆
上
げ
た
所
で
利
益
が
三
十
万
円
も
あ
り
ま
し
た
が
、
之
れ

を
二
十
万
円
と
計
上
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
是
れ
は
無
論
西
南
戦
争
の
陸
軍
御
用
を
勤
め
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
」
（
馬
越
恭
平
述
「
三
井
家
見

聞
談
」
、
高
橋
義
雄
編
「
三
井
家
見
聞
談
」
所
収
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
二
一
四
五
）。

（

14）
た
と
え
ば
馬
越
恭
平
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。
明
治
「
十
四
年
よ
り
物
産
会
社
の
営
業
は
失
敗
だ
ら
け
で
、
明
治
二
十
四
年
の
経

済
で
は
二
十
万
円
の
不
足
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
が
、
其
実
は
四
十
万
円
も
足
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
処
で
益
田
も
居
堪
れ
ず
に
二

十
五
年
よ
り
三
井
鉱
山
の
主
任
と
為
つ
て
物
産
会
社
を
去
り
、
後
は
木
村
正
幹
が
社
長
（
正
し
く
は
副
社
長
。
社
長
は
三
井
養
之
助
…
…
引
用

者
）
、
上
田
安
三
郎
と
私
が
事
務
を
執
つ
て
居
り
ま
し
た
」（
前
掲
、
馬
越
恭
平
述
「
三
井
家
見
聞
談
」）。

三井物産における業績査定と賞与の著しい累進化（鈴木）
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（

15）
益
田
孝
「
備
忘
録
（
写
本
）
」
一
八
七
六
年
六
月
一
四
日
条
に
、
井
上
邸
に
お
い
て
、
「
彼
（
三
野
村
…
…
引
用
者
）
よ
り
井
氏
（
井
上
馨

…
…
引
用
者
）
江
宛
タ
ル
代
書
一
通
、
是
者
利
益
ノ
十
分
ノ
一
ヲ
見
当
ニ
慰
労
金
ヲ
贈
ル
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
井
上
の
会
社
で
あ
っ
た

先
収
会
社
を
三
井
組
が
譲
り
受
け
て
三
井
物
産
が
設
立
さ
れ
た
み
る
と
、
「
代
書
」
は
譲
渡
に
対
す
る
謝
礼
を
三
井
物
産
の
利
益
か
ら
井
上
に

支
払
う
こ
と
を
一
方
的
に
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
野
村
と
井
上
と
の
契
約
と
い
う
形
式
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、
井
上
が
既
に
政
府

高
官
に
復
帰
し
て
お
り
、
民
間
の
会
社
か
ら
権
利
と
し
て
高
額
の
資
金
を
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。

同
日
条
で
は
、
益
田
孝
は
三
野
村
と
の
間
で
三
井
物
産
の
経
営
を
三
年
間
引
き
受
け
る
と
い
う
約
定
書
に
調
印
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

上
記
の
「
代
書
」
の
「
慰
労
金
」
の
分
配
も
、
三
年
間
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（

16）
「
三
井
物
産
会
社
『
日
記
』
（
第
二
号
）
」
の
解
題
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
二
、
二
〇
〇
八
年
）
一
三
六
ペ
ー
ジ
、
「
三
井
物
産
会
社
重
役
・

役
員
・
雇
員
人
名
簿
」
一
八
九
二
年
一
二
月
三
一
日
調
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
一
九
九
〇
）。

（

17）
三
井
大
元
方
宛
三
井
物
産
会
社
益
田
孝
・
木
村
正
幹
願
書
（
一
八
八
〇
年
三
月
二
日
）〔
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
二
一
五

�三
二
〕。

（

18）
「
特
別
賞
与
規
則
」
（
「

�

社
内
資
料

�」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
二
九
〇
）。

（

19）
三
井
物
産
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
」
一
八
八
五
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
一
五
）。

（

20）
「
特
別
賞
与
施
行
之
理
由
及
申
渡
案
一
八
八
四
年
一
二
月
三
〇
日
三
井
物
産
元
方
会
議
（「

�社内
資
料

�」三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
二
九

〇
）
。

（

21）
三
井
物
産
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
」
一
八
八
六
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
一
八
）、「
第
弐
回
特
別
賞
与
十
三
年
ヨ
リ
十
五
年
ニ
至
ル

施
行
之
理
由
及
申
渡
案
」
（
前
掲
、
「

�

社
内
資
料

�

」
）。

（

22）
高
橋
義
雄
「
三
井
中
興
事
情
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
二
一
四
四
）。

な
お
、
高
橋
は
、
三
井
銀
行
と
同
様
に
給
与
水
準
が
低
か
っ
た
三
越
呉
服
店
の
職
員
の
場
合
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
不
正
が
横
行
し
て
い
た

と
記
し
て
い
る
。
「
三
越
呉
服
店
な
ど
に
な
る
と
古
来
の
習
慣
で
品
物
を
取
替
へ
た
り
、
甚
だ
し
き
は
反
物
を
背
中
に
背
負
つ
て
出
か
け
た
り

す
る
の
を
役
徳
と
心
得
て
、
殆
ん
ど
之
れ
を
恥
と
し
な
い
や
う
な
悪
習
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
是
れ
は
俸
給
寡
少
の
結
果
と
し
て

次
第
に

増
長
し
た
弊
害
で
あ
り
ま
す
」
。

58



（

23）
前
掲
、
高
橋
義
雄
「
三
井
中
興
事
情
」。

（
24）

前
掲
、
高
橋
義
雄
「
三
井
中
興
事
情
」。

（

25）
高
橋
義
雄
談
「
中
上
川
君
と
三
井
家
中
興
の
事
業
」
（
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
中
上
川
彦
次
郎
伝
記
資
料
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六

九
年
）
二
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（

26）
前
掲
、
高
橋
義
雄
「
三
井
中
興
事
情
」。

（

27）
前
掲
、
高
橋
義
雄
「
三
井
中
興
事
情
」。

（

28）
「
『
三
井
物
産
会
社
創
立
当
時
ノ
幹
部
ヲ
語
ル
』
座
談
会
」（
一
九
四
〇
年
五
月
二
日
日
本
工
業

�楽
部
で
開
催
）。

（

29）
前
掲
、「
『
三
井
物
産
会
社
創
立
当
時
ノ
幹
部
ヲ
語
ル
』
座
談
会
」。

（

30）
前
掲
、
粕
谷
誠
『
豪
商
の
明
治

�三
井
家
の
家
業
再
編
過
程
の
分
析

�』
一
〇
二
～
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（

31）
「
整
理
掛
建
議
書
」
（
一
八
九
二
年
一
一
月
）
（
三
井
物
産
「
重
役
会
議
録
」
一
八
九
二

�一
八
九
三
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
一
〇

〇
）
。

（

32）
前
掲
、「
三
井
物
産
会
社
重
役
・
役
員
・
雇
員
人
名
簿
」
一
八
九
二
年
一
二
月
三
一
日
調
。

（

33）
三
井
物
産
「
総
勘
定
明
細
」
一
八
九
三
年
上
期
、
同
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
九
〇
、
物
産
五
九
二
）。

（

34）
三
井
物
産
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
」
一
八
九
二
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
四
六
）。

（

35）
三
井
物
産
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
」
一
八
九
一
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
七
三
九
）
。
な
お
、
木
村
正
幹
の
利
子
免
除
額
は
合
計
一
万
三

九
〇
八
円
六
六
〇
で
あ
る
。

（

36）
三
井
物
産
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
」
一
八
九
三
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
七
五
〇
）。
た
だ
し
、
一
八
九
三
年
一
〇
月
二
日
付
け
で
、

一
八
九
二
年
上
期
～
一
八
九
三
年
上
期
ま
で
の
貸
金
に
対
す
る
利
子
を
益
田
・
木
村
か
ら
徴
収
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
利
子
は
四
四
九
一
円

一
〇
五
、
六
六
一
三
円
一
一
〇
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
利
子
徴
収
・
負
債
減
免
後
の
一
〇
月
二
日
付
で
記
帳
の
貸
金
残
高
は
そ
れ
ぞ
れ
一
四
九

二
円
〇
八
〇
、
一
万
〇
九
二
四
円
一
八
六
と
な
っ
て
い
る
。

（

37）
詳
細
は
前
掲
、
粕
谷
誠
『
豪
商
の
明
治

�三
井
家
の
家
業
再
編
過
程
の
分
析

�』
一
〇
四

�一
〇
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（

38）
社
長
三
井
養
之
助
は
四
・
六
倍
（
月
給
三
五
〇
円
、
重
役
賞
与
一
六
〇
〇
円
）
、
副
社
長
木
村
正
幹
は
八
・
四
倍
（
月
給
二
五
〇
円
、
重
役

賞
与
二
一
〇
〇
円
）
で
あ
る
。

（

39）
た
と
え
ば
一
八
九
三
年
上
期
分
で
は
、
純
益
金
九
万
五
〇
〇
〇
円
の
三
〇
％
の
二
万
八
五
〇
〇
円
を
重
役
・
職
員
の
賞
与
と
し
、
重
役
へ
一

〇
％
の
九
五
〇
〇
円
を
支
給
し
、
二
〇
％
を
職
員
へ
割
り
当
て
て
い
る
。
三
井
物
産
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
」
一
八
九
三
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵

史
料
物
産
七
五
〇
）
。

（

40）
三
井
物
産
「
総
勘
定
書
」
一
八
九
二
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
八
七
）
、
三
井
物
産
「
総
勘
定
明
細
」
一
八
九
二
年
下
期
、

同
一
八
九
三
年
上
期
、
同
一
八
九
三
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
五
八
八
、
物
産
五
九
〇
、
物
産
五
九
二
）
。
一
八
九
二
年
上
期
末

に
比
べ
る
と
、
下
期
末
の
人
数
が
増
え
た
の
は
、
退
職
者
分
を
加
え
た
た
め
で
あ
る
。

（

41）
「
明
治
二
十
九
年
上
半
季
賞
与
金
調
」
（
三
井
物
産
「
理
事
会
議
簸
」
一
八
九
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
一
一
七
）。

（

42）
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
編
『
金
剛
事
件
』（
二
）（
ケ
イ
エ
ム
エ
ス
、
一
九
七
八
年
）
五
一

�五
三
ペ
ー
ジ
。

Ⅱ
掛
主
任
・
掛
員
の
業
績
の
数
値
化
と
そ
の
後
の
賞
与
の
著
し
い
累
進
化

�一
八
九
七
年
～
一
九
四
七
年

�

1.

三
井

物
産

使
用

人
の

給
与

の
全

体
像

一
八
九
〇
年
代
か
ら
中
上
川
彦
次
郎
は
三
井
の
事
業
を
統
一
的
に
運
営
す
べ
し
と
強
く
主
張
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
高
橋
義
雄
は
「
中
上

川
等
は
三
井
各
商
店
を
統
一
し
、
此
各
商
店
重
役
を
一
団
体
と
し
た
る
重
役
会
議
の
決
定
を
以
て
各
商
店
の
事
務
を
施
行
せ
ざ
る
可
ら
ず
と

云
ふ
考
案
を
着
々
実
現
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
銀
行
、
物
産
、
鉱
山
、
呉
服
店
を
三
井
の
営
業
店
と
し
て
其
当
局
者
の
合
同

会
議
を
三
井
営
業
店
重
役
会
と
名
け

（
マ
マ
）

各
店
の
重
大
事
件
は
此
会
議
で
決
定
す
る
事
に
為
し
た
の
で
あ
り
ま
す
（
１
）」
と
記
し
て
い
る
。
合
同
会
議

の
三
井
商
店
理
事
会
は
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
九
月
に
設
置
さ
れ
て
い
る
（
の
ち
、
こ
の
組
織
を
継
承
し
て
一
九
〇
〇
年
七
月
一
日
、
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三
井
営
業
店
重
役
会
発
足
）。

さ
ら
に
中
上
川
は
、
こ
れ
ま
で
各
社
の
重
役
が
各
社
か
ら
賞
与
を
受
け
て
い
た
の
を
改
め
、
各
社
の
利
益
を
集
め
て
「
重
役
の
領
収
す
る

半
期
賞
与
を
其
期
の
利
益
に
準
ぜ
し
め
即
ち
利
益
の
一
割
を
夫
れ
ぞ
れ
差
等
を
附
け
て
時
の
重
役
に
分
配
す
べ
き
や
う
発
議
し
て
遂
に
之
を

実
行
す
る
に
至
つ
た
」
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
三
井
の
事
業
を
統
一
的
に
運
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
三
井
家
に
も
波
及
し

た
。
す
な
わ
ち
、
三
井
家
が
各
商
店
に
対
し
て
俸
給
・
賞
与
に
関
す
る
統
一
的
な
指
針
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
井
物
産
使
用

人
の
給
与
に
つ
い
て
も
三
井
家
の
統
一
的
な
指
針
に
従
っ
て
規
則
が
作
ら
れ
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
井
家
の
統
一
的
な
指
針
を
み
る
前
に
、
ま
ず
一
八
九
七
年
以
降
の
三
井
物
産
使
用
人
の
給
与
の
全
体
像
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
示

そ
う
（
第

2図
）。
三
井
物
産
使
用
人
（
職
員
）
の
給
与
は
、
俸
給
（
月
給
、
日
給
）、
普
通
賞
与
（
年
二
回
）、
特
別
賞
与
（
年
二
回
）、
外

国
在
勤
手
当
（
毎
月
。
一
九
〇
六
年
か
ら
外
国
勤
務
者
に
支
給
）、
役
手
当
（
主
に
店
長
ク
ラ
ス
）、
そ
の
他
の
手
当
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
重
役
の
場
合
は
、
月
給
と
重
役
賞
与
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
俸
給
を
み
よ
う
。
一
八
九
七
年
六
月
二
五
日
に
三
井
商
店
理
事
会
は
「
三
井
商
店
使
用
人
給
料
規
則
」
を
可
決
し
た
（
同
時
に
「
三

井
商
店
使
用
人
旅
費
規
則
」
も
可
決
（
２
））
。
第
一
条
で
「
三
井
商
店
使
用
人
ニ
ハ
其
商
店
首
部
ヨ
リ
辞
令
ヲ
交
付
シ
誓
約
書
ヲ
出
サ
シ
メ
其
就

職
ノ
日
ヨ
リ
月
給
又
ハ
日
給
ヲ
給
ス
」
と
定
め
た
（
３
）。
こ
れ
に
伴
い
、
三
井
物
産
で
は
七
月
一
日
に
手
代
と
い
う
名
称
と
等
級
を
廃
止
し
て
単

に
「
使
用
人
」
と
呼
称
し
、
俸
給
表
も
廃
止
し
た
。
た
だ
し
、
第
十
条
（
「
各
商
店
ニ
於
テ
給
料
ニ
関
シ
特
別
規
程
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
別
ニ

之
ヲ
定
ム
」
）
に
基
づ
き
、
海
外
勤
務
者
に
つ
い
て
は
「
三
井
物
産
合
名
会
社
使
用
人
外
国
在
勤
俸
規
則
（
４
）」
を
八
月
に
実
施
し
て
「
当
会
社

ノ
使
用
人
ニ
シ
テ
海
外
ニ
在
勤
ス
ル
者
ニ
ハ
其
所
在
国
ノ
通
貨
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
外
国
在
勤
俸
又
ハ
在
勤
手
当
ヲ
任
地
到
着
ノ
当
日
ヨ
リ
任

地
出
発
ノ
当
日
マ
デ
支
給
シ
其
間
ハ
内
地
給
料
ヲ
支
給
セ
ス
」
（
第
一
条
）
と
し
て
、
外
国
勤
務
者
に
は
当
該
国
の
通
貨
で
外
国
在
勤
俸
（
５
）、

台
湾
勤
務
者
に
つ
い
て
は
在
勤
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。
外
国
在
勤
俸
は
一
九
〇
六
年
一
月
一
日
に
「
使
用
人
外
国
在
勤
手
当
規
則
（
６
）」
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第
2
図
三
井
物
産
使
用
人
の
給
与
（

1897
年
以
降
）

重役賞与特別賞与
（特別手当）

俸給
（月給・日給）

役手当

営
業
店
純
益
金
の

10％
を
プ
ー
ル
し
て
、

営
業
店
全
員
の
重
役
へ
分
配

1909年
10月
、
三
井
合
名
会
社
設
立
、
三
井
物
産
を
株
式
会
社
に
改
組

「
利
益
」
の

10％

（
特
別

手
当
）

1904年
7月
「
特
別
手
当
支
給
標
準
」

1898年
6月
「
毎
期
末
特
別
賞
給
与
内
規
」

1910年
上
期

1914年
上
期
以
降

「
総
益
金
」

の
5％

1900.7
達
（
号
外
）

本
店
の
調
査
課
長
、

参
事
、
主
任
の
役
手

当
金
廃
止
（
原
則
、

店
長
ク
ラ
ス
に
支
給

限
定
と
推
定
）

1901年
10月
達

内
地
各
支
店
出
張
所
長
の
役
手
当
改
正

1906
年

1
月
「
使
用
人

外
国
在
勤
手
当
規
則
」

1902
年

4
月
「
三
井
部
内
使

用
人
ノ
給
料
ニ
関
ス
ル
内
訓
」

「
臨
時
手
当
」

1910年
下

期
以
降

5.5
％

「
特
別
賞
与
金
」、「
特
別
賞
」
､

「
特
別
手
当
」

「
特
別
手
当
」。
「
総
益
金
」
の
10％

1916
年

3
月
「
使
用
人
在
外
手

当
規
則
」
と
改
称
（
店
長
役
手

当
削
除
、
店
長
社
宅
料
新
設
）

1
939
年

3
月

普通
賞与

1903年
5
月
「
三
井
営
業
店
使
用
人
臨
時
手
当
金
給
与
内
規
」

1899年
下
期
か
ら
対
象
者
拡
大

1897年
6月
「
賞
与
内
規
」

（
三
井
営
業
店
共
通
の
内
規
）

1919年
1
1月

（
初
め
は
明
文
の
規
定
な
し
）

1906年
1月
「
使
用
人
外
国
在
勤
手
当
規
則
」
に
店
長
役
手
当
明
記

「
賞
与
」

「
臨
時
手
当
」

「
勤
務
手
当
」

1917年
7
月

1919年
11
月

1929
年

1
月
俸
給
へ
繰

り
込
み

1897
年

6
月
、
手
代
と
い
う
名
称
と
そ
の
等
級
を
廃
止
し
、
単
に

「
使
用
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
俸
給
表
を
廃
止
。

戦
時
特

別
手
当
」

外国在
勤手当

「
臨
時

手
当
」

外
国
在
勤
俸

（
1905

年
ま
で
）

1897
年

6
月
「
三
井
商
店

使
用
人
給
料
規
則
」
制
定



と
改
称
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。
改
称
以
降
は
、
外
国
勤
務
者
に
は
本
邦
通
貨
で
の
月
給
と
当
該
国
通
貨
建
て
の
在
勤
手
当
（
外
国
在
勤
手
当
）

が
支
給
さ
れ
た
。
な
お
、
台
湾
・
朝
鮮
・
関
東
州
勤
務
者
に
つ
い
て
は
円
建
て
の
在
勤
手
当
で
あ
る
。
そ
の
後
、
名
称
が
「
職
員
在
外
手
当

規
則
（
７
）」
に
変
更
さ
れ
、
敗
戦
時
点
で
も
台
湾
・
朝
鮮
・
関
東
州
を
含
む
海
外
勤
務
者
に
つ
い
て
は
月
給
の
ほ
か
に
「
在
勤
手
当
」
が
支
給
さ

れ
て
い
る
。

俸
給
に
関
わ
る
手
当
を
み
る
と
、
第
一
次
大
戦
期
に
物
価
が
高
騰
し
た
た
め
、
一
九
一
七
年
七
月
一
六
日
に
「
使
用
人
戦
時
特
別
手
当
金

給
与
内
規
」
を
制
定
し
（
七
月
一
日
実
施
（
８
））
、
俸
給
と
は
別
に
戦
時
特
別
手
当
を
支
給
し
た
。
月
給
百
円
未
満
の
者
と
日
給
者
に
対
し
て
は

俸
給
の
二
割
を
加
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
い
で
戦
後
の
一
九
一
九
年
一
一
月
二
八
日
に
は
、
こ
の
内
規
を
廃
止
し
て
「
使
用
人
臨
時
手

当
金
給
与
内
規
」
を
制
定
（
一
二
月
一
日
実
施
）
し
た
。
こ
の
「
臨
時
手
当
」
に
よ
っ
て
下
級
の
使
用
人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
使
用
人

に
物
価
騰
貴
に
よ
る
俸
給
の
減
価
分
を
補

�す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
毎
月
、
月
給
一
七
五
円
を
超
え
る
者
に
は
八
〇
円
、
月
給
一
七
五
円
以

内
の
者
に
は
、
月
給
七
五
円
以
内
の
金
額
に
つ
い
て
八
〇
％
、
月
給
七
五
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
二
〇
％
が
支
給
さ
れ
、
日
給
者
に
つ

い
て
も
こ
れ
を
準
用
し
て
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
９
）。
そ
の
後
、
一
九
二
一
年
五
月
一
三
日
に
こ
の
内
規
が
改
正
さ
れ
、
月
給
一
七
五
円
を

超
え
る
者
に
は
六
〇
円
へ
、
月
給
一
七
五
円
以
内
の
者
に
は
、
月
給
七
五
円
以
内
の
金
額
と
七
五
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
六
〇
％
と
一
五
％
へ
引
き
下
げ
ら
れ
た
（

�）。
つ
い
で
一
九
二
九
年
一
月
に
は
臨
時
手
当
を
俸
給
に
繰
り
込
ん
で
廃
止
し
た
（

�）。
「
使
用
人
ノ
月

給
又
ハ
日
給
」
で
は
臨
時
手
当
の
七
五
％
、
「
店
限
使
用
人
又
ハ
店
限
雇
人
ノ
月
給
又
ハ
日
給
」
で
は
臨
時
手
当
の
一
〇
〇
％
が
俸
給
に
繰

り
込
ま
れ
た
。

そ
の
後
、
日
中
戦
争
開
始
後
の
物
価
高
騰
に
対
応
し
て
、
一
九
三
九
年
三
月
に
「
本
邦
在
勤
使
用
人
臨
時
手
当
給
与
内
規
」
を
制
定
し
、

日
本
勤
務
者
に
対
し
、
毎
月
、
月
給
三
〇
〇
円
以
上
の
者
へ
は
三
〇
円
、
月
給
三
〇
〇
円
未
満
の
者
へ
は
月
給
の
一
〇
％
を
支
給
し
た
。
つ

い
で
七
月
に
「
本
邦
、
関
東
州
及
満
州
国
在
勤
職
員
臨
時
手
当
給
与
内
規
」
と
改
称
し
て
、
臨
時
手
当
の
支
給
対
象
を
関
東
州
・
満
州
国
在
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勤
者
に
も
拡
大
し
た
（

�）。
敗
戦
後
は
「
職
員
臨
時
手
当
給
与
内
規
（

�）」
と
改
称
し
て
臨
時
手
当
を
支
給
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
俸
給
の
増
額
（
昇
給
）
の
ル
ー
ル
を
み
よ
う
。
三
井
物
産
で
は
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
一
二
月
に
昇
級
（
「
昇
等
」
）
・
昇
給

の
ル
ー
ル
を
定
め
、
三
年
を
経
過
し
な
け
れ
ば
昇
級
・
昇
給
さ
せ
な
い
と
い
う
制
約
を
設
け
て
い
た
（

�）。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
三
井
物
産

で
は
一
八
九
五
年
～
一
八
九
八
年
頃
に
職
員
の
給
与
（
俸
給
）
水
準
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
た
た
め
、
こ
の
ル
ー
ル
の
う
ち
、
昇
給
の
部
分

は
死
文
化
し
て
し
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
三
井
銀
行
・
三
井
物
産
な
ど
す
べ
て
の
三
井
各
商
店
で
給
与
水
準
の
引
き
上
げ
が
完
了
し
た
あ
と

で
、
一
九
〇
二
年
四
月
、
三
井
家
は
井
上
馨
の
承
認
を
え
て
「
三
井
部
内
使
用
人
ノ
給
料
ニ
関
ス
ル
内
訓
（

�）」
を
三
井
各
商
店
へ
交
付
し
た
。

こ
れ
以
降
、
こ
の
指
針
が
三
井
物
産
で
の
昇
給
の
仕
方
を
戦
後
の
財
閥
解
体
ま
で
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
井
部
内
使
用
人
ノ
給
料
ニ
関
ス
ル
内
訓

一
、
三
井
部
内
使
用
人
（
理
事
ヲ
除
ク
）
ノ
月
給
金

�

�

五
拾 百

円
未
満
ノ
者
ハ
在
職
満
一
年
、
月
給

�

�

五
拾 百

円
以
上
ノ
者
ハ
在
職
満
二
年
ヲ
踰
ユ

ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
増
給
ス
ル
事
ヲ
得
ス

二
、
増
給
ハ
現
給
料
ノ
三
分
ノ
一
ヲ
踰
ユ
ル
ヲ
得
ス

三
、
特
ニ
功
労
ア
リ
テ
銓
衡
ヲ
経
タ
ル
者
ハ
前
二
項
ニ
拘
ハ
ラ
ス
増
給
ス
ル
事
ヲ
得

四
、
月
給
最
高
ハ
金 「
当
分
」（
加
筆
）

四
百
円
ヲ
限
リ
ト
ス

こ
の
内
訓
で
は
、
第
一
に
月
給
一
〇
〇
円
未
満
の
者
は
満
一
年
、
月
給
一
〇
〇
円
以
上
の
者
は
満
二
年
を
超
え
な
い
と
昇
給
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
（
原
案
で
は
基
準
が
月
給
五
〇
円
と
い
う
、
よ
り
厳
し
い
規
定
）
、
第
二
に
増
額
は
現
給
料
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
、

第
三
に
「
特
ニ
功
労
ア
リ
テ
銓
衡
ヲ
経
タ
ル
者
」
は
前
二
項
に
か
か
わ
ら
ず
増
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
第
四
に
月
給
の
最
高
額
は
当
分
四
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〇
〇
円
を
限
度
と
す
る
（
原
案
で
は
「
当
分
」
と
い
う
文
言
が
な
い
。
加
筆
す
る
こ
と
に
よ
り
絶
対
的
な
限
度
で
は
な
く
な
っ
た
）
。
三
井

物
産
が
対
外
的
に
公
表
し
た
一
九
三
八
年
頃
の
「
昇
給
基
準
」
で
も
「
月
俸
百
円
以
上
ハ
隔
年
ニ
昇
給
サ
レ
百
円
以
下
ハ
年
一
回
位
ニ
行
ハ

ル
ル
ヲ
通
例
ト
ス
（

�）」
と
し
て
お
り
、
昇
給
基
準
自
体
は
一
九
三
〇
年
代
ま
で
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
（
つ
ま
り
三
井
家
が
新
し
い
内
訓
を
出
さ

な
か
っ
た
）
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
実
際
に
は
一
九
三
三
年
時
点
で
み
る
と
、
三
井
物
産
の
内
規
で
は
隔
年
の
昇
給
を
月
給
一
三
七
円
以
上
の
者
と
し
て
お
り
、
さ

ら
に
一
九
三
六
年
に
は
月
給
一
五
〇
円
以
上
の
者
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（

�）。
一
三
七
円
と
い
う
切
り
の
悪
い
数
値
は
、
前
述
の
よ
う
に
一

九
二
九
年
一
月
に
臨
時
手
当
を
俸
給
に
繰
り
込
ん
だ
た
め
と
思
わ
れ
る
。
直
前
の
隔
年
昇
給
の
基
準
月
給
を
一
〇
〇
円
以
上
と
仮
定
す
る
と
、

繰
り
込
み
分
は
三
七
円
と
な
る
の
で
、
一
九
二
八
年
ま
で
は
三
井
家
の
内
訓
ど
お
り
月
給
一
〇
〇
円
で
運
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
一
九
二
九
年
に
な
っ
て
運
用
上
（
三
井
物
産
の
内
規
で
）
、
満
二
年
を
超
え
な
い
と
昇
給
で
き
な
い
者
を
月
給
一
三
七
円
以
上

と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
月
給
の
最
高
限
度
額
に
つ
い
て
は
「
当
分
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
三
井
家
の
内
訓
が
変
わ
ら
な
く
て
も
最
高
限
度
の
引
き
上
げ
が

比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
。
一
九
一
五
年
時
点
で
の
月
給
の
最
高
額
は
四
〇
〇
円
（
八
人
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
大
戦
後
の
一
九
二

六
年
時
点
の
月
給
を
み
る
と
、
五
〇
〇
円
が
一
人
、
五
〇
〇
円
未
満
四
〇
〇
円
以
上
が
八
人
い
る
の
で
（

	）、
す
で
に
一
九
二
六
年
時
点
で
は
最

高
限
度
額
が
五
〇
〇
円
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
一
九
四
〇
年
七
月
三
一
日
現
在
の
月
給
を
み
る
と
、
五
〇
〇
円
一
人
、
四
八

〇
円
一
人
、
四
七
〇
円
二
人
な
ど
、
五
〇
〇
円
か
ら
四
〇
〇
円
超
が
二
三
人
と
な
っ
て
い
る
（


）。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
九
年
一
月
に
臨
時
手

当
を
俸
給
に
繰
り
込
ん
だ
後
も
、
一
九
四
〇
年
ま
で
最
高
限
度
額
が
上
昇
せ
ず
に
五
〇
〇
円
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
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2.
三

井
物

産
使

用
人

の
賞

与
制

度

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
使
用
人
（
職
員
）
に
対
す
る
賞
与
は
一
八
九
三
年
下
期
分
か
ら
普
通
賞
与
と
特
別
賞
与
の
二
本
立
て
と
な
っ
て
い

た
。
二
本
立
て
賞
与
は
第
二
次
大
戦
後
の
三
井
物
産
解
体
ま
で
続
い
た
。
一
八
九
七
年
度
以
降
で
み
る
と
、
普
通
賞
与
は
一
八
九
七
年
に

三
井
共
通
の
内
規
で
「
賞
与
」
と
表
記
さ
れ
、
つ
い
で
三
井
物
産
の
規
則
で
一
九
〇
三
年
に
「
臨
時
手
当
」
、
さ
ら
に
一
九
一
九
年
に
は

「
勤
務
手
当
」
と
表
記
さ
れ
た
。
一
九
一
九
年
の
表
記
変
更
は
、
物
価
高
騰
に
対
応
す
る
手
当
を
新
た
に
「
臨
時
手
当
」
と
表
記
し
た
た
め

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
普
通
賞
与
を
意
味
す
る
表
現
か
ら
賞
与
と
い
う
文
字
が
消
え
た
た
め
に
、「
臨
時
手
当
」「
勤
務
手
当
」
が
年
二
回
、

半
期
毎
に
支
給
さ
れ
る
賞
与
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
一
八
九
七
年
以
降
で
み
る
と
、
特
別
賞
与
は
「
特
別
賞
与
」、

「
特
別
賞
与
金
」
、
「
特
別
賞
」
、
「
特
別
手
当
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
、
や
が
て
「
特
別
手
当
」
と
い
う
表
記
が
定
着
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
指
摘

す
る
と
、
上
位
者
ほ
ど
普
通
賞
与
よ
り
も
特
別
賞
与
の
比
重
が
高
く
な
り
、
役
職
や
自
ら
の
業
績
が
評
価
さ
れ
る
の
が
特
別
賞
与
で
あ
る
た

め
、
使
用
人
の
関
心
は
専
ら
特
別
賞
与
に
向
く
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
普
通
賞
与
を
み
よ
う
。
俸
給
の
統
一
的
な
基
準
を
定
め
た
同
じ
一
八
九
七
年
六
月
二
四
日
に
、
三
井
商
店
理
事
会
は
賞
与
に
つ
い
て

も
統
一
的
な
基
準
を
定
め
た
（

�）。

賞
与
内
規

一
毎
半
季
賞
与
金
ハ
本
人
勤
務
日
数
（
月
給
者
、
日
給
者
共
規
定
ノ
休
暇
日
ヲ
算
入
セ
ズ
）
ニ
月
給
額
（
円
ヲ
以
テ
一
位
ト
ス
）
若
ク
ハ

日
給
額
（
銭
ヲ
以
テ
一
位
ト
ス
）
ヲ
乗
シ
之
ヲ
賞
与
得
点
数
ト
シ
左
ノ
定
率
ヲ
乗
シ
テ
賞
与
額
ヲ
算
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
月
給
者
壱
銭
参
厘

一
日
給
者
壱
厘
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一
新
任
六
ケ
月
以
内
ハ
賞
与
金
ヲ
給
セ
ズ

但
社
長
ニ
於
テ
詮
衡
ノ
上
此
規
定
ヲ
適
用
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
認
ム
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

一
特
別
効
労
ア
ル
者
ニ
ハ
特
別
賞
与
金
ヲ
給
ス
ベ
シ

一
懲
罰
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
内
、
譴
責
ハ
五
日
分
以
内
ノ
賞
与
ヲ
減
シ
罰
俸
ハ
一
ケ
月
勤
務
日
数
廿
五
日
ノ
割
ヲ
以
テ
其
罰
俸
日
数
ノ

賞
与
ヲ
減
シ
解
傭
ハ
全
ク
給
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
各
商
店
ニ
於
テ
賞
与
金
ニ
関
シ
特
別
規
程
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

こ
の
内
規
の
内
容
は
、
第
一
に
半
期
毎
に
賞
与
（
普
通
賞
与
）
を
支
給
（
年
二
回
支
給
）
、
第
二
に
計
算
式
は
「
本
人
勤
務
日
数
」
×
月

給
額
（
あ
る
い
は
日
給
額
）
×
定
率
（
月
給
者
は
一
銭
三
厘
、
日
給
者
は
一
厘
）
、
第
三
に
支
給
対
象
者
は
新
任
六
か
月
以
内
を
除
く
職
員

全
員
、
第
四
に
「
特
別
効
労
ア
ル
者
ニ
ハ
」
、
別
に
「
特
別
賞
与
金
」
を
支
給
で
あ
る
。
こ
の
普
通
賞
与
に
関
す
る
統
一
基
準
で
は
、
普
通

賞
与
は
俸
給
と
勤
務
日
数
に
連
動
し
、
個
人
の
業
績
や
会
社
の
業
績
に
連
動
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
個
人
が
い
く
ら
業
績
を
上
げ
て
も
、
会

社
の
業
績
が
良
く
な
っ
て
も
、
俸
給
額
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
普
通
賞
与
は
ま
っ
た
く
増
加
し
な
い
。

そ
の
後
、
一
九
〇
三
年
五
月
二
〇
日
に
「
賞
与
内
規
」
を
「
三
井
営
業
店
使
用
人
臨
時
手
当
金
給
与
内
規
」
と
改
定
し
た
（

�）。
定
率
に
つ
い

て
は
変
更
が
な
い
。
普
通
賞
与
の
名
称
が
「
臨
時
手
当
」
に
改
定
さ
れ
、
勤
務
日
数
の
な
か
に
「
特
別
休
暇
」
を
算
入
し
、
新
任
六
か
月
以

内
は
対
象
と
し
な
い
と
い
う
条
項
を
削
除
し
た
（
つ
ま
り
す
べ
て
の
職
員
に
支
給
）
。
月
給
者
で
は
勤
務
日
数
を
一
五
〇
日
と
し
て
計
算
す

る
と
、
半
期
に
月
給
一
・
九
五
か
月
分
の
支
給
と
な
る
。

こ
の
統
一
的
基
準
は
第
二
次
大
戦
後
の
三
井
財
閥
解
体
ま
で
続
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
三
井
物
産
の
職
員
に
即
し
て
み
る
と
、
一
八
九
七

年
の
賞
与
に
関
す
る
統
一
的
基
準
の
決
定
は
、
従
来
の
三
井
物
産
の
基
準
よ
り
も
二
つ
の
点
で
不
利
な
改
定
と
な
っ
た
。
第
一
に
、
前
掲
第
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13表
に
示
し
た
よ
う
に
統
一
基
準
（「
一
八
九
七
年
下
期
以
降
」）
の
定
率
は
ど
の
職
員
に
と
っ
て
も
一
八
九
七
年
上
期
よ
り
も
か
な
り
低
く

な
っ
て
い
る
。
第
二
に
従
来
は
定
休
日
を
勤
務
日
数
の
う
ち
に
数
え
て
い
た
の
に
対
し
て
（
皆
勤
者
は
一
年
で
計
算
す
る
と
勤
務
日
数
三
六

五
日
）
、
統
一
基
準
で
は
定
休
日
（
「
規
定
ノ
休
暇
日
」
）
を
算
入
し
な
い
た
め
、
勤
務
日
数
の
数
値
が
か
な
り
少
な
く
な
っ
た
。
岩
原
謙
三

の
場
合
を
み
る
と
（
前
掲
第

15表
）
、
手
代
二
等
（
定
率
二
銭
二
厘
）
で
あ
っ
た
一
八
九
五
年
下
期
～
一
八
九
七
年
上
期
で
は
普
通
賞
与
が

月
給
の
約
四
か
月
相
当
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
八
九
七
年
下
期
以
降
（
定
率
一
銭
三
厘
）
で
は
約
二
か
月
相
当
に
半
減
し
て
い
る
。
岩
原

に
限
ら
ず
、
一
八
九
七
年
下
期
分
か
ら
は
す
べ
て
の
月
給
払
い
皆
勤
者
の
普
通
賞
与
が
約
二
か
月
相
当
の
支
給
と
な
っ
て
い
る
。

三
井
物
産
の
特
別
賞
与
に
関
し
て
は
、
特
に
規
定
を
設
け
ず
に
一
八
九
八
年
上
期
分
ま
で
支
給
さ
れ
て
い
る
。
三
井
商
店
共
通
の
「
賞
与

内
規
」
（
一
八
九
七
年
六
月
二
四
日
制
定
）
の
規
定
を
う
け
、
よ
う
や
く
一
八
九
八
年
七
月
一
日
三
井
商
店
理
事
会
で
三
井
物
産
提
出
議
案

「
特
別
賞
給
与
内
規
取
極
ノ
件
」
が
可
決
さ
れ
て
、
つ
ぎ
の
「
特
別
賞
給
与
内
規
」
が
定
め
ら
れ
た
（

�）。

第
一
条
左
ノ
資
格
ヲ
備
フ
ル
者
ニ
ハ
重
役
ノ
協
議
ヲ
以
テ
毎
期
末
特
別
賞
ヲ
給
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
一
本
支
店
出
張
店
及
出
張
所
支
配
人
並
其
次
役

第
二
本
店
本
部
各
課
主
任
並
支
店
出
張
店
出
張
所
主
任

第
三
各
地
常
置
出
張
員
中
ノ
首
席
者

第
四
海
外
支
店
在
勤
者
但
台
北
支
店
ハ
海
外
支
店
ニ
準
ス

第
五
漁
業
部
各
支
部
並
鑵
詰
製
造
所
主
任

第
六
択
捉
島
越
年
者

第
七
臨
時
各
地
出
張
者
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第
二
条
重
役
ハ
前
条
ノ
資
格
ヲ
備
フ
ル
者
ノ
内
ヨ
リ
左
ノ
点
ヲ
標
準
ト
シ
審
議
ノ
末
特
別
賞
ノ
給
否
ヲ
定
ム

第
一
当
該
期
中
担
当
事
務
ニ
励
精
シ
成
蹟
較
著
ナ
ル
者

第
二
特
別
効
労
ア
ル
者

第
三
条
或
ル
事
項
ニ
関
シ
臨
時
顕
著
ナ
ル
効
蹟
ア
ル
者
ニ
ハ
第
一
条
ノ
資
格
如
何
ニ
拘
ハ
ラ
ス
臨
時
賞
与
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

「
特
別
賞
」
の
受
給
資
格
者
は
、
各
店
の
責
任
者
や
主
任
、
海
外
支
店
在
勤
者
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
成
績
顕
著
な
者
や
特
別
に
功
労

の
あ
っ
た
者
に
支
給
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
受
給
資
格
の
な
い
者
で
成
績
が
顕
著
な
者
に
対
し
て
は
「
特
別
賞
」
で
は
な
く
「
臨

時
賞
与
」
を
支
給
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
内
規
は
、
支
給
を
受
け
る
資
格
の
あ
る
も
の
が
誰
か
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
計
算
方
法
を
定

め
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
内
規
制
定
後
、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
一
二
月
に
支
給
標
準
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
改
定
し
、
受
給
資
格
を
「
六
」
で
総
て
の

職
員
に
拡
大
し
た
（

�）。

一
、
支
店
長
、
出
張
所
長
中
功
労
ア
ル
者

二
、
支
店
次
長
、
支
店
長
代
理
者
中
功
労
ア
ル
者

三
、
海
外
支
店
勤
務
者
中
功
労
ア
ル
者

四
、
内
地
支
店
課
掛
ノ
主
任
者
中
功
労
ア
ル
者

五
、
出
張
員
首
席
者
中
功
労
ア
ル
者

六
、
其
他
ノ
使
用
人
中
特
別
功
労
ア
ル
者
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こ
の
後
も
少
し
ず
つ
支
給
標
準
の
表
現
が
変
更
・
整
理
さ
れ
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
七
月
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
た
（

�）。

特
別
手
当
支
給
標
準

一
、
支
店
長
、
部
長
、
出
張
所
長
、
出
張
員
首
席
又
ハ
其
代
理
者
ニ
シ
テ
良
好
ノ
成
績
ヲ
挙
ケ
タ
ル
モ
ノ

二
、
本
支
店
出
張
所
主
任
中
効
労
ア
ル
モ
ノ

三
、
海
外
勤
務
者
中
効
労
ア
ル
モ
ノ
、
若
ク
ハ
特
別
手
当
ヲ
支
給
ス
ヘ
キ
特
別
理
由
ア
ル
者

四
、
其
他
特
別
ノ
効
労
ア
ル
者

こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
に
お
い
て
次
第
に
受
給
資
格
者
が
広
が
っ
た
主
要
な
理
由
は
、
一
八
九
七
年
に
普
通
賞
与
に
つ
い
て
三
井
営
業
店

の
統
一
的
基
準
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
三
井
物
産
職
員
へ
の
支
給
額
が
大
幅
に
減
少
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
後
の
支
給
基
準

の
変
更
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

と
こ
ろ
で
特
別
賞
与
に
関
し
て
も
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
頃
に
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
会
で
統
一
的
基
準
を
作
ろ
う
と
い

う
動
き
が
あ
っ
た
。
基
準
検
討
途
中
の
同
年
七
月
八
日
の
管
理
部
会
で
、
専
務
理
事
益
田
孝
は
、
「
銀
行
抔
ハ
腕
ヲ
揮
テ
利
益
ヲ
収
得
セ
ン

ト
ス
ル
モ
仕
事
カ
極
ツ
テ
居
ル
事
故
夫
レ
モ
出
来
ス
、
物
産
抔
ハ
之
ニ
反
シ
テ
腕
次
第
稼
ク
事
カ
出
来
得
ル
事
故
、
或
ル
期
ハ
多
ク
給
与
ス

ル
事
ア
ル
モ
、
或
ル
期
ハ
少
ク
、
時
ニ
依
リ
全
ク
給
セ
サ
ル
事
モ
ア
リ
、
其
他
鉱
山
、
呉
服
店
ニ
於
テ
モ
夫
々
業
務
仕
振
リ
違
ヒ
居
ル
故
給

与
上
相
違
モ
致
方
無
之
ニ
付
、
本
期
ハ
提
出
案
ニ
多
少
訂
正
セ
シ
モ
ノ
ニ
テ
給
与
ス
ル
事
ト
シ
、
追
テ
恩
給
内
規
ト
相
俟
テ
特
ト
取
調
へ
何

ト
カ
方
法
ヲ
講
シ
可
申
（

�）」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
主
旨
は
、
三
井
銀
行
の
場
合
、
職
員
が
腕
を
揮
い
た
く
て
も
仕
事
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、

そ
れ
が
で
き
ず
、
他
方
、
三
井
物
産
で
は
腕
次
第
で
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
あ
る
と
き
は
特
別
賞
与
を
多
く
支
給
し
、
あ
る
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と
き
に
は
支
給
を
少
な
く
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
全
く
支
給
し
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
商
店
に
よ
り
支
給
実
態
が

大
き
く
異
な
る
た
め
、
そ
の
後
も
、
統
一
的
な
特
別
賞
与
の
基
準
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
三
井
物
産
で
は
期
毎
に
特
別
賞
与

案
を
作
成
し
、
三
井
営
業
店
重
役
会
や
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
会
、
さ
ら
に
は
三
井
合
名
会
社
な
ど
の
上
部
機
関
の
承
認
を
受
け
て

支
給
し
た
。

3.

特
別

賞
与

の
支

給
（

日
露

戦
争

期
ま

で
）

先
述
の
よ
う
に
一
八
九
三
年
上
期
ま
で
の
三
期
分
で
は
純
益
金
の
二
〇
％
が
慰
労
金
枠
（
賞
与
枠
）
と
さ
れ
た
。
職
員
へ
の
貸
金
整
理
が

順
調
に
進
ん
だ
た
め
、
一
八
九
三
年
下
期
分
か
ら
は
純
益
金
の
何
％
と
い
う
形
で
は
な
く
、
絶
対
額
を
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
絶
対
額

（
「
賞
与
割
当
額
（
あ
る
い
は
割
当
可
能
額
）
」
）
を
み
る
と
（
第

16表
）
、
一
八
九
三
年
下
期
分
（
一
万
八
三
〇
〇
円
）
以
降
、
次
第
に
増
加

し
、
一
八
九
七
年
上
期
分
は
約
二
倍
の
四
万
〇
七
五
五
円
と
な
り
、
一
九
〇
三
年
上
期
分
は
さ
ら
に
約
二
倍
の
八
万
五
〇
〇
〇
円
に
ま
で
増

加
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
在
籍
者
数
（
た
だ
し
重
役
・
船
員
を
除
く
）
は
一
八
九
三
年
一
月
現
在
三
〇
〇
人
か
ら
一
九
〇
三
年
六
月
三
〇
日

現
在
四
七
七
人
へ
と
六
〇
％
増
加
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
俸
給
の
水
準
も
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
た
と
え
ば
高
等
商
業
学
校
卒
業

者
の
初
任
給
は
、
一
八
九
五
年
一
二
円
か
ら
一
八
九
六
年
一
八
円
、
さ
ら
に
一
九
〇
一
年
に
は
三
〇
円
に
上
昇
）
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
額

の
増
加
は
、
第
一
に
職
員
数
の
増
加
、
第
二
に
給
与
水
準
の
上
昇
に
対
応
し
て
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
絶
対
額
が
純
益
金
の
何
％
に
相
当
す
る
か
を
み
る
と
、
一
八
九
三
年
下
期
分
・
一
八
九
四
年
上
期
分
は
一
八
九
三
年
上
期
分
二
〇

％
よ
り
低
い
一
五
％
前
後
に
低
下
す
る
も
の
の
、
一
八
九
一
年
度
分
（
一
〇
％
）
よ
り
も
高
い
。
と
こ
ろ
が
一
八
九
四
年
下
期
分
は
一
八
九

一
年
度
分
と
ほ
ぼ
同
じ
一
〇
・
五
％
へ
低
下
し
、
そ
の
後
、
し
ば
し
ば
一
〇
％
を
下
回
る
水
準
で
推
移
し
た
。
一
九
〇
〇
年
上
期
分
～
一
九

〇
一
年
上
期
分
は
一
〇
％
を
上
回
る
も
の
の
、
一
九
〇
一
年
下
期
分
か
ら
は
再
び
一
〇
％
を
下
回
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
絶
対
額
は
か
な
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り
増
加
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
純
益
金
に
対
す
る
比
率
が
し
ば
し
ば
一
〇
％
を
切
り
、
高
く
て
も
二
〇
％
未
満
で
あ
っ
た
の
は
純
益
金

が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
比
率
が
一
八
・
八
％
で
最
も
高
い
一
九
〇
一
年
上
期
の
純
益
金
は
一
八
九
三
年
下
期
純
益
金
一
二
万

円
の
約
三
倍
の
三
六
万
七
六
五
二
円
と
な
っ
て
い
る
。

支
払
わ
れ
た
賞
与
の
内
訳
を
み
る
と
、
半

期
毎
に
特
別
賞
与
を
支
給
し
始
め
た
一
八
九

三
年
下
期
で
は
特
別
賞
与
の
構
成
比
は
一
二
・

七
％
に
す
ぎ
ず
、
特
別
賞
与
の
受
給
者
も
三

三
人
（
職
員
の
一
一
％
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
翌
一
八
九
四
年
上
期
分
で
は
日
清

戦
争
期
の
好
況
の
中
で
業
績
が
向
上
し
、
受

給
者
も
四
四
人
に
増
加
し
、
特
別
賞
与
の
構

成
比
も
三
〇
％
台
に
上
昇
し
た
。
普
通
賞
与

が
個
人
の
業
績
に
ま
っ
た
く
連
動
し
な
く
な

る
一
八
九
五
年
上
期
分
で
は
、
特
別
賞
与
支

給
額
が
増
加
し
、
そ
の
構
成
比
が
四
〇
％
近

く
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
普
通
賞
与
支
給
額

の
増
加
な
ど
に
よ
り
特
別
賞
与
支
給
額
の
構

成
比
が
一
八
九
六
年
下
期
分
で
は
二
八
％
に
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特別賞与
支給者比率

賞与割当額
（あるいは割
当可能額）

純益金
純益金に対
する賞与割
当額の比率

総益金
総益金に対
する賞与割
当額の比率

11.0%

14.0%

19.7%

15.3%

17.2%

17.7%

28.1%

18.2%

27.2%

37.6%

30.1%

32.1%

39.8%

39.3%

37.7%

33.8%

41.7%

37.0%

41.0%

35.4%

18,300

28,000

31,500

31,750

31,750

41,000

35,000

40,755

40,200

45,000

40,000

45,000

60,000

65,000

66,763

69,000

74,000

77,000

82,000

85,000

120,000

200,000

300,000

420,000

426,000

475,000

351,689

374,662

538,252

611,554

538,142

624,703

819,026

464,701

379,677

367,652

826,402

982,228

1,018,220

991,747

15.3%

14.0%

10.5%

7.6%

7.5%

8.6%

10.0%

10.9%

7.5%

7.4%

7.4%

7.2%

7.3%

14.0%

17.6%

18.8%

9.0%

7.8%

8.1%

8.6%

157,357

239,341

386,504

530,300

544,963

493,220

363,853

487,960

641,634

795,421

507,129

731,285

1,016,785

726,319

628,554

608,831

1,077,642

1,263,538

1,356,936

1,654,263

11.6%

11.7%

8.1%

6.0%

5.8%

8.3%

9.6%

8.4%

6.3%

5.7%

7.9%

6.2%

5.9%

8.9%

10.6%

11.3%

6.9%

6.1%

6.0%

5.1%

（三井文庫編『三井事業史』資料�三）、三井文庫編『三井事業史』資料�四上、同四下

上期は天津・上海店、1899年下期は倫敦・紐育・上海店の職員について未定のため、こ

には、人数は200人を超えていると思われる。

として掲出した。推計方法は次の通りである。1903年2月25日調の職員録（物産50�
清国商業見習生3人を除くと、520人となる。この520人は船員43人を含んでいる。



ま
で
低
下
す
る
も
の
の
、
特
別
賞
与
受
給
者

数
は
九
四
人
に
ま
で
増
加
し
た
。
と
こ
ろ
が

一
八
九
七
年
下
期
分
か
ら
普
通
賞
与
に
関
し

て
三
井
商
店
で
支
給
基
準
が
統
一
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
り
三
井
物
産
の
一
人
当
り
の
普
通
賞

与
支
給
額
が
ほ
ぼ
半
分
に
な
る
と
、
一
八
九

八
年
上
期
分
で
は
前
期
に
く
ら
べ
特
別
賞
与

支
給
額
を
増
や
す
と
と
も
に
受
給
者
数
を
前

期
の
九
七
人
か
ら
一
三
〇
人
（
他
に
香
港
支

店
勤
務
者
あ
り
）
以
上
へ
増
や
し
た
（
三
七
・

六
％
以
上
の
人
が
受
給
）
。
こ
の
よ
う
な
対

応
に
よ
っ
て
、
普
通
賞
与
の
統
一
的
基
準
の

た
め
に
削
減
さ
れ
た
分
が
一
部
の
人
に
つ
い

て
補

�さ
れ
た
。
特
別
賞
与
支
給
額
は
そ
の

後
も
増
加
し
て
、
一
九
〇
〇
年
上
期
で
は
構

成
比
が
四
二
・
一
％
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
後
は
普
通
賞
与
支
給
額
の
数
値
が
判
明

し
な
い
た
め
、
構
成
比
が
ど
の
よ
う
に
変
化
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第16表 特別賞与支給額・特別賞与受給者数・特別賞与支給者割合

決算期 普通賞与支給額 特別賞与支給額
特別賞与
受給者数

在籍者数
（重役・船員を除く）

1893年下期

1894年上期

1894年下期

1895年上期

1895年下期

1896年上期

1896年下期

1897年上期

1897年下期

1898年上期

1898年下期

1899年上期

1899年下期

1900年上期

1900年下期

1901年上期

1901年下期

1902年上期

1902年下期

1903年上期

15,978

17,053

19,615

20,957

19,507

23,786

26,386

34,189

23,037

24,883

27,031

29,039

31,800

37,752

…

…

…

…

…

…

87.3%

67.2%

69.0%

65.7%

61.0%

68.1%

71.6%

71.0%

65.2%

59.1%

62.3%

59.3%

53.7%

57.9%

…

…

…

…

…

…

2,330

8,310

8,826

10,949

12,485

11,165

10,480

13,980

12,275

17,185

16,385

19,955

27,445

27,405

28,475

27,585

28,515

30,460

35,310

42,155

12.7%

32.8%

31.0%

34.3%

39.0%

31.9%

28.4%

29.0%

34.8%

40.9%

37.7%

40.7%

46.3%

42.1%

…

…

…

…

…

…

33

44

62

49

55

59

94

65

97

*130

104

*121

*150

*174

175

161

192

174

196

*169

300

314

314

320

320

334

334

357

357

346

346

377

377

443

464

476

460

470

478

477

1893年1月現在

1894年3月15日現在

同上

1895年1月25日現在

同上

1896年1月20日現在

同上

1897年2月1日現在

同上

1898年2月1日現在

同上

1899年2月20日現在

同上

1900年3月15日現在

期末俸給受給者

期末俸給受給者

期末俸給受給者

期末俸給受給者

期末俸給受給者

期末俸給受給者

出所）三井物産「LEDGER」各期（三井文庫所蔵史料 物産753～物産782）、「三井物産合名会社概覧」

など。

注） 1.「特別賞与支給額」欄と「特別賞与受給者数」欄の数値のうち、1898年上期は香港店、1899年

れらを含んでいない。

2.1903年上期の特別賞与の受給者数については、原資料の数値が誤っていると推測される。実際

また、原資料の1903年上期在籍者数の数値520人は船員43人を含んでいると推定して、477人

9）に掲載されている職員543人のうち、俸給を受給していない罷役者10人、支那修業生10人、



し
た
か
不
明
で
あ
る
、
た
だ
し
、
賞
与
割
当
額
の
推
移
と
、
特
別
賞
与
支
給
額
の
推
移
を
比
較
す
る
と
、
一
九
〇
〇
年
下
期
以
降
、
特
別
賞

与
の
比
率
は
四
〇
％
台
の
よ
う
に
み
え
る
。

役
職
に
よ
っ
て
受
給
額
が
ど
の
程
度
違
う
の
か
を
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
上
期
分
の
特
別
賞
与
で
み
よ
う
（
一
九
〇
四
年
二
月
八
日

74

出張所長・出張員
首席クラス

本店営業関係の主任、
支店次席・

支店掛主任クラスほか

本店本部参事・
本店本部の課長・
掛主任クラス

特別手当 給料 倍率 特別手当 給料 倍率 特別手当 給料 倍率

500

500

200

450

500

250

180

150

145

145

2.0

2.8

1.3

3.1

3.4

250

200

550

275

550

250

500

250

400

250

225

215

210

200

185

175

165

145

1.0

0.9

2.6

1.3

2.8

1.4

2.9

1.5

2.8

300

500

300

250

300

200

250

200

175

150

150

145

1.2

2.5

1.7

1.7

2.0

1.4
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第17表 1904年上期特別手当（月給100円以上の者）

役職 氏名
特別手当

（円）

給料
（円）

倍率
支店長クラス

特別手当 給料 倍率

紐育支店長

倫敦支店長

上海支店長

大阪支店長

本店参事

神戸支店長

孟買支店長

本店参事長

本店火災保険主任

門司支店長

横浜支店長

京城出張所長

営業部参事

台北支店長

石炭課主任

営業部長心得

大阪次長

新嘉坡支店長

本店鉄道掛主任

元神戸支店長、天津支店長

漁業部長

本店庶務課主任

大阪支店棉花糸布掛主任

本店石炭掛主任

若松出張所長

元天津支店長、香港支店長

参事

神戸支店長代理

船舶部長

神戸肥料首部主任

長崎支店長

名古屋支店長

馬尼刺支店長

参事

営口出張員首席

本店計算課主任

参事

元爪哇出張員

紐育支店生糸掛主任

札幌出張員

岩原謙三

小室三吉

山本条太郎

福井菊三郎

藤瀬政次郎

遠藤大三郎

間島与喜

呉大五郎

福原栄太郎

犬塚信太郎

北村七郎

小田柿捨次郎

アーサー・ドラブル

藤原銀次郎

河村艮平

磯村豊太郎

伊沢良立

大野市太郎

渡辺秀次郎

安川雄之助

平田初熊

田中文蔵

藤野亀之助

田村実

進藤宇三郎

南新吾

小泉吉彦

武村貞一郎

藤村義朗

依田治作

谷口武一郎

岡野悌二

井上泰三

呉永寿

遠藤藤次郎

安田錐蔵

石田清直

林徳太郎

瀬古孝之助

小田良治

1,500

1,500

1,500

1,500

1,000

1,400

900

1,000

300

1,000

600

500

250

600

200

1,000

550

700

275

400

700

500

550

250

500

600

300

500

600

250

600

500

500

250

200

300

200

450

400

500

400

400

400

350

300

300

300

300

250

250

250

250

250

225

225

225

215

215

210

200

200

200

200

185

180

175

175

175

175

165

165

160

160

150

150

150

145

145

145

145

3.8

3.8

3.8

4.3

3.3

4.7

3.0

3.3

1.2

4.0

2.4

2.0

1.0

2.7

0.9

4.4

2.6

3.3

1.3

2.0

3.5

2.5

2.8

1.4

2.8

3.4

1.7

2.9

3.4

1.5

3.6

3.1

3.1

1.7

1.3

2.0

1.4

3.1

2.8

3.4

1,500

1,500

1,500

1,500

1,000

1,400

900

1,000

1,000

600

600

1,000

700

400

700

600

600

600

500

500

400

400

400

350

300

300

300

300

250

250

225

225

215

200

200

175

175

165

160

160

3.8

3.8

3.8

4.3

3.3

4.7

3.0

3.3

4.0

2.4

2.7

4.4

3.3

2.0

3.5

3.4

3.4

3.6

3.1

3.1



開
戦
の
日
露
戦
争
の
影
響
が
反
映
）
。
月
給
一
〇
〇
円
以
上
の
者
で
の
特
別
賞
与
受
給
者
数
は
六
八
人
で
あ
る
（
一
〇
〇
円
未
満
の
者
の
う

ち
の
受
給
者
の
人
数
は
不
明
）（
第

17表
）。
こ
の
六
八
人
の
特
別
賞
与
合
計
は
、
月
給
合
計
の
二
・
七
か
月
に
相
当
す
る
。

各
人
の
特
別
賞
与
が
月
給
の
何
か
月
に
相
当
す
る
か
を
み
る
と
、
支
店
長
ク
ラ
ス
（
漁
業
部
長
・
船
舶
部
長
・
営
業
部
長
心
得
を
含
む
）

76

出張所長・出張員
首席クラス

本店営業関係の主任、
支店次席・

支店掛主任クラスほか

本店本部参事・
本店本部の課長・
掛主任クラス

特別手当 給料 倍率 特別手当 給料 倍率 特別手当 給料 倍率

200

300

400

300

125

125

120

120

1.6

2.4

3.3

2.5

500

225

300

300

250

450

300

350

300

500

80

250

200

300

200

100

150

200

250

250

200

100

130

130

125

125

125

125

125

125

125

125

120

120

115

115

110

110

110

110

110

110

105

135

3.8

1.7

2.4

2.4

2.0

3.6

2.4

2.8

2.4

4.0

0.7

2.1

1.7

2.6

1.8

0.9

1.4

1.8

2.3

2.3

1.9

0.7

300 130 2.3

3,350 1,360 2.5 8,980 4,400 2.0 2,150 1,200 1.8
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役職 氏名
特別手当

（円）

給料
（円）

倍率
支店長クラス

特別手当 給料 倍率

参事（在天津）

上海支店棉花糸布掛主任

本店機鉄首部主任

口ノ津支店長

倫敦支店鉄道主任

桑港出張員

倫敦支店機械金物主任

輸入雑貨米主任

漢堡出張員首席

門司支店長代理

孟買支店棉花掛主任

口ノ津支店長代理、長崎支

店長代理

紐育支店鉄道主任

香港支店長代理

本店棉花糸布主任

唐津出張所長

本店電気主務

三池出張所長

上海支店輸出雑品主任

大阪支店輸出雑品主任

桑港主張員代理

横浜支店羽二重掛

上海支店通訳

倫敦支店金物掛

元新嘉坡支店輸入雑品主任

大阪支店機械主任

横浜支店生糸掛

横浜支店次席

島田粂太郎

幡生弾次郎

小畠信吉

川村貞次郎

山本小四郎

御酒本徳松

関周助

加地利夫

井上治兵衛

小林正直

川畑敬太郎

山本庄太郎

岩下清朝

中丸一平

中山兵馬

峰梅三郎

渡辺庚午郎

青木勝三郎

窪田四郎

友野欽一

田中清次郎

佐羽総太郎

御幡雅文

川部孫四郎

津田弘視

南条金雄

伊�精一

佐藤幸次郎

300

500

225

100

300

200

300

250

300

450

300

350

300

500

80

400

250

300

200

300

200

100

150

200

250

250

200

100

130

130

130

130

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

120

120

120

120

115

115

110

110

110

110

110

110

105

135

2.3

3.8

1.7

0.8

2.4

1.6

2.4

2.0

2.4

3.6

2.4

2.8

2.4

4.0

0.7

3.3

2.1

2.5

1.7

2.6

1.8

0.9

1.4

1.8

2.3

2.3

1.9

0.7

100 130 0.8

合 計 32,68012,240 2.7 18,200 5,280 3.4

出所） 三井文庫編『三井事業史』資料�四下、608�610ページ。



で
平
均
三
・
四
か
月
（
最
大
四
・
七

�最
小
〇
・
八
）、
出
張
所
長
・
出
張
員
首
席
ク
ラ
ス
で
平
均
二
・
五
か
月
（
最
大
三
・
四

�最
小
一
・

三
）、
本
店
営
業
関
係
の
主
任
、
支
店
次
席
・
支
店
主
任
ク
ラ
ス
で
平
均
二
・
〇
か
月
（
最
大
三
・
八

�最
小
〇
・
七
）、
本
店
本
部
参
事
・

本
店
本
部
の
課
長
・
掛
主
任
ク
ラ
ス
で
平
均
一
・
八
か
月
（
最
大
二
・
五

�最
小
一
・
二
）
で
あ
る
。
な
お
、
本
店
参
事
藤
瀬
政
次
郎
は
大

阪
支
店
長
経
験
者
（
一
九
〇
一
年
六
月
～
一
九
〇
三
年
七
月
）
、
本
店
参
事
長
呉
大
五
郎
は
神
戸
支
店
長
経
験
者
（
一
八
九
八
年
八
月
～
一

九
〇
一
年
一
〇
月
）
で
あ
る
た
め
、
こ
の
二
人
は
支
店
長
ク
ラ
ス
に
含
め
て
い
る
。

ク
ラ
ス
別
の
平
均
月
数
は
、
最
大
三
・
四
か
月
（
支
店
長
）
、
最
小
一
・
八
か
月
（
本
店
本
部
参
事
な
ど
）
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
一
・

六
か
月
の
差
が
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
ク
ラ
ス
で
も
人
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
支
店
長
ク
ラ
ス
で
は
口
ノ
津
支
店
長
川

村
貞
次
郎
だ
け
が
〇
・
八
か
月
相
当
と
い
う
極
端
に
低
い
数
値
で
あ
る
。
前
期
（
一
九
〇
三
年
下
期
）
で
は
川
村
貞
次
郎
（
「
元
新
嘉
坡
支

店
長
代
・
口
ノ
津
支
店
長
」
月
給
一
〇
〇
円
、
特
別
賞
与
四
〇
〇
円
）
の
特
別
賞
与
は
四
か
月
相
当
で
あ
っ
た
（

�）。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
四
年

上
期
で
は
、
一
九
〇
三
年
七
月
～
八
月
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
支
店
長
代
理
勤
務
中
の
職
務
上
の
不
注
意
（
不
適
切
な
手
形
・
船
積
書
類
の
取
扱
と

滞
貸
し
の
発
生
）
に
対
す
る
譴
責
処
分
を
一
九
〇
四
年
二
月
九
日
に
受
け
た
た
め
（

�）、
特
別
賞
与
が
一
〇
〇
円
と
い
う
低
評
価
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
店
営
業
関
係
の
主
任
、
支
店
次
席
・
支
店
掛
主
任
ク
ラ
ス
で
最
低
月
数
〇
・
七
の
本
店
棉
花
糸
布
掛
主
任
中
山
兵
馬
は
、
一
九
〇

三
年
下
期
で
は
同
職
（
月
給
一
二
〇
円
、
特
別
賞
与
一
七
五
円
）
で
一
・
五
か
月
相
当
な
の
で
、
一
九
〇
四
年
上
期
に
低
評
価
（
八
〇
円
）

と
な
っ
て
い
る
（

�）。

六
八
人
の
ば
ら
つ
き
を
み
る
と
、
最
大
四
・
七

�最
小
〇
・
七
で
あ
り
、
月
給
一
〇
〇
円
以
上
の
者
で
特
別
賞
与
を
受
給
し
て
い
な
い
者

が
い
な
い
と
仮
定
す
る
と
、
格
差
は
四
か
月
も
あ
る
。

絶
対
額
を
み
る
と
、
一
五
〇
〇
円
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
長
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
、
上
海
支
店
長
、
大
阪
支
店
長
の
四
人
）
、
一
四
〇
〇

円
（
神
戸
支
店
長
一
人
）、
一
〇
〇
〇
円
（
本
店
参
事
、
本
店
参
事
長
、
門
司
支
店
長
、
営
業
部
長
心
得
の
四
人
）、
九
〇
〇
円
（
ボ
ン
ベ
イ

78



支
店
長
一
人
）
と
続
き
、
八
〇
〇
円

�五
〇
〇
円
（
一
八
人
）、
五
〇
〇
円
未
満

�二
〇
〇
円
（
三
五
人
）、
二
〇
〇
円
未
満
（
五
人
）
で
あ

る
。
支
店
・
出
張
所
長
は
事
実
上
格
付
け
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
上
位
の
支
店
長
（
計
上
利
益
が
多
い
大
店
）
の
方
が
絶
対
額
が
大
き

い
。
一
九
〇
四
年
下
期
よ
り
も
前
の
一
九
〇
一
年
下
期
か
ら
一
九
〇
三
年
下
期
ま
で
の
特
別
賞
与
の
高
額
受
給
者
を
み
る
と
（
第

18表
）
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
長
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
、
上
海
支
店
長
の
海
外
三
店
と
大
阪
支
店
長
（

�）・
神
戸
支
店
長
・
営
業
部
長
（
東
京
支
店
長
に

相
当
（

�））
・
門
司
支
店
長
の
内
地
四
店
の
合
計
七
店
の
長
が
特
に
高
額
と
な
っ
て
お
り
、
事
実
上
、
支
店
（
支
店
長
）
の
格
付
け
が
行
わ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
七
店
を
最
上
位
の
グ
ル
ー
プ
と
す
る
と
、
こ
れ
に
次
ぐ
グ
ル
ー
プ
の
店
は
ボ
ン
ベ
イ
支
店
、
香
港
支
店
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
支
店
、
台
北
支
店
の
海
外
各
店
と
、
横
浜
支
店
、
長
崎
支
店
の
内
地
各
店
の
よ
う
で
あ
る
。

で
は
特
別
賞
与
だ
け
で
な
く
、
普
通
賞
与
も
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ど
の
程
度
の
月
給
相
当
月
数
の
賞
与
が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
〇
三
年
五
月
に
普
通
賞
与
の
名
称
が
「
臨
時
手
当
」
に
変
更
さ
れ
、
勤
務
日
数
の
計
算
方
法
が
変
更
さ
れ
て
、
こ
れ
が
通
常
の
計
算
方

法
と
な
っ
て
か
ら
は
、
前
述
の
よ
う
に
皆
勤
者
に
は
半
期
に
一
・
九
五
か
月
の
普
通
賞
与
が
支
給
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
一
九
〇

四
年
上
期
分
の
賞
与
は
、
支
店
長
ク
ラ
ス
（
漁
業
部
長
・
船
舶
部
長
・
営
業
部
長
心
得
を
含
む
）
平
均
で
賞
与
合
計
五
・
四
〇
か
月
（
一
・

九
五
か
月
＋
三
・
四
五
か
月
）、
出
張
所
長
・
出
張
員
首
席
ク
ラ
ス
平
均
で
四
・
四
一
か
月
（
一
・
九
五
か
月
＋
二
・
四
六
か
月
）、
本
店
営

業
関
係
の
主
任
、
支
店
次
席
・
支
店
主
任
ク
ラ
ス
平
均
で
三
・
九
九
か
月
（
一
・
九
五
か
月
＋
二
・
〇
四
か
月
）
、
本
店
本
部
参
事
・
本
店

本
部
の
課
長
・
掛
主
任
ク
ラ
ス
平
均
で
三
・
七
四
か
月
（
一
・
九
五
か
月
＋
一
・
七
九
か
月
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ス
平
均
を
年
間

に
引
き
直
す
と
、
一
〇
・
八
〇
か
月
、
八
・
八
二
か
月
、
七
・
九
八
か
月
、
七
・
四
八
か
月
と
な
る
。
特
別
賞
与
を
受
給
し
て
い
な
い
者
は

年
間
三
・
九
〇
か
月
な
の
で
、
本
店
本
部
参
事
・
本
店
本
部
の
課
長
・
掛
主
任
ク
ラ
ス
平
均
と
比
べ
て
み
て
も
、
三
・
五
八
か
月
も
の
差
が

存
在
し
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
の
後
に
差
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
。

と
こ
ろ
で
三
井
物
産
が
職
員
の
特
別
賞
与
の
額
を
決
定
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
客
観
的
指
標
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
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井
物
産
で
は
会
社
設
立
後
か
ら
、
支
店
・
出
張
所
な
ど
の
独
立

採
算
制
単
位
で
毎
期
ど
れ
だ
け
損
益
を
上
げ
た
か
が
判
明
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
支
店
長
（
支
配
人
）
な
ど

独
立
採
算
制
単
位
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
毎
期
の
業
績
を
評
価

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
〇
四
年
上
期
（
六
月

三
〇
日
決
算
）
関
係
で
は
、
決
算
案
が
承
認
さ
れ
た
日
（
八
月

二
日
）
よ
り
も
約
一
か
月
前
、
決
算
日
の
わ
ず
か
五
日
後
の
七

月
五
日
に
特
別
手
当
支
給
議
案
が
三
井
営
業
店
重
役
会
で
可
決

さ
れ
て
い
る
の
で
（

�）、
三
井
物
産
の
重
役
は
当
該
期
の
各
店
損
益

を
見
ず
に
支
店
長
ら
の
「
慰
労
金
」
（
賞
与
）
を
検
討
・
決
定

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
支
店
長
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
の
業
績
を
正
確

に
評
価
す
る
に
は
、
独
立
採
算
制
の
内
容
自
体
が
日
清
戦
争
頃

ま
で
は
不
完
全
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
各
店
が
計
上
す
る
期

末
損
益
は
公
平
な
条
件
で
生
じ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
欠
陥

（
不
完
全
さ
）
を
是
正
す
る
た
め
、
日
清
戦
争
終
了
直
前
か
ら

独
立
採
算
制
の
内
容
を
精
緻
化
す
る
改
定
が
始
ま
り
、
日
露
戦

争
（
一
九
〇
四

�一
九
〇
五
年
）
直
後
に
「
損
益
明
細
表
」
の

80

（単位：円）

下期（500円以上） 1903年上期（500円以上） 1903年下期（600円以上）

長

長

長

長

長

長

長

長

店長

長

心得

炭掛主任

長

張員

員

岩原謙三

山本条太郎

長谷川銈五郎

福井菊三郎

藤瀬政次郎

遠藤大三郎

間島与喜

犬塚信太郎

小室三吉

呉大五郎

河村艮平

北村七郎

平田初熊

大野市太郎

南新吾

井上泰三

小田良治

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1000

800

800

650

600

600

500

500

500

500

500

紐育支店長

倫敦支店長

上海支店長

営業部長

門司支店長

神戸支店長

香港支店長

孟買支店長

参事長

新嘉坡支店長

横浜支店長

漁業部長心得

本店調査課長

元長崎支店長

本店石炭課主任

若松出張所長

馬尼刺出張員

岩原謙三

小室三吉

山本条太郎

福井菊三郎

長谷川銈五郎

遠藤大三郎

犬塚信太郎

間島与喜

呉大五郎

河村艮平

北村七郎

平田初熊

福原栄太郎

伊沢良立

大野市太郎

進藤宇三郎

井上泰三

1500

1500

1500

1500

1300

1300

1000

1000

1000

800

700

600

600

600

600

600

600

紐育支店長

倫敦支店長

上海支店長

門司支店長

大阪支店長

神戸支店長

孟買支店長

参事長

香港支店長

漁業部長

新嘉坡支店長

元名古屋支店長

京城出張員

台北支店長

天津支店長

営業部長心得

馬尼刺出張員

岩原謙三

小室三吉

山本条太郎

長谷川銈五郎

福井菊三郎

遠藤大三郎

間島与喜

呉大五郎

犬塚信太郎

平田初熊

大野市太郎

寺島昇

小田柿捨次郎

藤原銀次郎

南新吾

磯村豊太郎

井上泰三

政次郎に対して支給されていない。

日営業部長を退任しているので、1903年下期の肩書きは大阪支店長とすべきであるにもかかわらず、営業



書
式
を
定
め
る
こ
と
で
精
緻
化
が
完
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本

店
本
部
は
支
店
な
ど
の
独
立
採
算
制
単
位
に
対
し
て
、
社
外
・

社
内
か
ら
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
と
資
産
利
用
コ
ス
ト
を
負
担
さ

せ
、
そ
れ
ら
に
よ
り
支
店
な
ど
へ
様
々
な
コ
ス
ト
を
負
担
さ
せ

る
と
い
う
措
置
を
講
じ
た
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
社
外
・
社
内

か
ら
の
資
金
調
達
・
資
産
利
用
の
コ
ス
ト
支
払
面
で
、
公
平
な

条
件
で
、
店
同
士
が
競
争
し
て
期
末
に
損
益
を
計
上
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
精
緻
化
の
完
成
に
よ
っ
て
支
店
長
ら
独
立

採
算
制
単
位
の
責
任
者
の
業
績
を
正
確
に
評
価
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
正
確
な
評
価
は
支
店
長
ら
だ
け

に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
〇
四
年
三
月
三
〇
日
の
達
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
損

益
明
細
表
」
は
品
目
別
に
「
取
扱
高
」
（
売
上
高
）
と
「
総
損

益
」
（
粗
利
益
か
ら
直
接
経
費
を
引
い
た
も
の
）
を
記
入
し
、

さ
ら
に
間
接
経
費
を
各
商
品
に
割
り
当
て
る
こ
と
（
「
諸
経
費

其
他
諸
損
割
当
高
」
）
で
品
目
別
に
「
純
損
益
」
を
算
出
し
て

記
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
損
益
明
細
表
」
で
は
品
目
別
に

「
純
損
益
」
が
算
出
さ
れ
る
た
め
、
店
の
担
当
掛
毎
に
取
扱
品
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第18表 特別賞与の高額受給者

1901年下期（500円以上） 1902年上期（500円以上） 1902年

1000

1000

800

800

800

700

600

600

500

500

500

紐育支店長

営業部長

本店・元上海支店長

大阪支店長

門司支店長

本店参事長・元神戸支店長

孟買支店長

長崎支店長

上海支店長・元参事長

横浜支店長

新嘉坡支店長

岩原謙三

福井菊三郎

小室三吉

藤瀬政次郎

長谷川銈五郎

呉大五郎

間島与喜

伊沢良立

山本条太郎

北村七郎

河村艮平

1200

1200

1000

800

800

800

700

600

600

500

500

500

営業部長

門司支店長

紐育支店長

上海支店長

大阪支店長

孟買支店長

参事長

神戸支店長

香港支店長

倫敦支店長代理

横浜支店長

新嘉坡支店長

福井菊三郎

長谷川銈五郎

岩原謙三

山本条太郎

藤瀬政次郎

間島与喜

呉大五郎

遠藤大三郎

犬塚信太郎

松本為之助

北村七郎

河村艮平

1200

1200

1200

1000

1000

1000

1000

1000

800

800

650

600

600

500

500

500

500

紐育支店

上海支店

門司支店

営業部長

大阪支店

神戸支店

孟買支店

香港支店

倫敦支店

参事長

新嘉坡支

横浜支店

漁業部長

営業部石

天津支店

馬尼刺出

札幌出張

出所） 三井文庫編『三井事業史』資料�四下、234、326�327、404�405、475�476、546�547ページ。

注） 1.1903年上期では大阪支店長藤瀬政次郎に対して支給されておらず、1903年下期では本店参事藤瀬

2.1903年下期の大阪支店長は1903年7月4日に藤瀬政次郎から福井菊三郎に代わった。福井は同

部長と表記されているので、大阪支店長として掲出した。

3.1904年上期では営業部長は空席である。



目
を
集
計
す
る
と
、
担
当
掛
の
純
損
益
が
判
明
し
、
掛
の
責
任
者
で
あ
る
掛
主
任
の
業
績
を
客
観
的
に
評
価
で
き
る
。
ま
た
掛
員
に
つ
い
て

も
担
当
商
品
の
純
損
益
を
み
る
こ
と
で
、
掛
員
の
業
績
を
か
な
り
の
程
度
客
観
的
に
評
価
で
き
る
（

�）。
た
だ
し
、「
損
益
明
細
表
」
に
よ
っ
て
、

本
店
本
部
で
は
各
掛
に
関
わ
る
商
品
の
純
損
益
を
把
握
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
各
掛
員
に
関
わ
る
商
品
の
純
損
益
は
本
店
本
部
で
は
把
握
で

き
ず
、
支
店
長
な
ど
店
の
責
任
者
あ
る
い
は
掛
主
任
し
か
把
握
で
き
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
〇
四
年
上
期
決
算
か
ら
「
損
益
明
細
表
」
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
大
ま
か
に
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
掛

主
任
や
掛
員
の
業
績
（
ど
れ
だ
け

�け
た
か
）
が
客
観
的
な
数
値
と
し
て
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
掛
主
任
や
掛
員
に
「
効

労
」
が
あ
る
と
評
価
す
る
際
に
、
掛
主
任
・
掛
員
の
業
績
が
数
値
（
純
損
益
）
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
「
損
益
明
細
表
」
が
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
各
職
員
の
特
別
賞
与
を
査
定
す
る
際
に
「
損
益
明
細
表
」
な
ど
の
決
算
書
類
が
い
つ
か
ら
利

用
さ
れ
た
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
井
物
産
が
一
九
〇
九
年
一
〇
月
一
一
日
に
株
式
会
社
化
さ
れ
た
第
二
回
目
の
決
算
（
一
九

〇
九
年
一
一
月
～
一
九
一
〇
年
四
月
）
関
係
で
み
る
と
、
一
九
一
〇
年
七
月
一
五
日
の
取
締
役
会
に
決
算
関
係
議
案
が
提
出
さ
れ
、
七
月
二

七
日
の
取
締
役
会
に
特
別
賞
与
の
議
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（

�）。
決
算
日
（
四
月
三
〇
日
）
と
特
別
賞
与
議
案
提
出
と
の
間
に
三
か
月
近
く
も

あ
る
の
で
、
す
で
に
こ
の
頃
ま
で
に
は
支
店
長
以
下
各
職
員
の
特
別
賞
与
査
定
に
「
損
益
明
細
表
」
な
ど
の
決
算
書
類
が
利
用
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

4.

重
役

賞
与

の
支

給
（

日
清

戦
後

か
ら

一
九

〇
九

年
）

三
井
物
産
の
重
役
賞
与
は
一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
）
七
月
一
日
に
三
井
物
産
が
合
名
会
社
化
さ
れ
て
か
ら
、
従
来
の
よ
う
な
純
益
金
の

何
％
と
い
う
取
決
め
で
は
な
く
、
重
役
賞
与
と
職
員
賞
与
を
合
わ
せ
た
額
を
割
当
額
と
し
て
毎
期
決
定
し
、
そ
の
枠
内
で
重
役
賞
与
が
支
払

わ
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
こ
の
や
り
方
は
一
八
九
三
年
下
期
分
か
ら
一
八
九
六
年
上
期
分
ま
で
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
三
井
営
業
店
の
統
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一
を
主
張
す
る
中
上
川
彦
次
郎
に
よ
っ
て
一
八
九
六
年
下
期
か
ら
は
ま
っ
た
く
異
な
る
支
給
法
と
な
っ
た
。

中
上
川
は
唯
月
給
許
り
で
な
く
重
役
の
領
収
す
る
半
期
賞
与
を
其
期
の
利
益
に
准
ぜ
し
め
、
即
ち
利
益
一
割
を
夫
れ
ぞ
れ
差
等
を
附
け
て

時
の
重
役
に
分
配
す
べ
き
や
う
発
議
し
て
遂
に
之
を
実
行
す
る
に
至
つ
た
（

�）

中
上
川
の
提
起
を
受
け
て
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
三
〇
日
に
三
井
家
同
族
会
は
つ
ぎ
の
内
容
の
新
た
な
重
役
賞
与
配
分
方
法
を
決
定
し
、

一
九
〇
六
年
下
期
分
か
ら
実
施
し
た
（

�）。

三
井
各
商
店
重
役
賞
与
内
規

一
三
井
各
商
店
毎
半
期
純
益
金
十
分
一
ノ
金
額
ヲ
一
括
シ
各
商
店
重
役
全
体
ノ
毎
半
期
賞
与
金
ト
為
ス
ベ
シ

二
純
益
金
ト
ハ
各
商
店
当
期
ノ
諸
経
費
、
損
失
償
却
金
、
消
滅
減
損
、
補

�金
、
支
配
人
以
下
使
用
人
ノ
賞
与
金
手
当
金
、
三
井
家
監

査
役
ノ
給
料
経
費
及
ヒ
三
井
各
商
店
理
事
会
ノ
経
費
ヲ
引
去
リ
タ
ル
残
金
額
ニ
シ
テ
未
ダ
各
商
店
規
定
ノ
積
立
金
及
ビ
社
員
配
当
金

ヲ
引
去
ラ
ザ
ル
金
額
ヲ
云
フ

三
各
商
店
重
役
ノ
賞
与
金
ニ
充
ツ
ベ
キ
各
商
店
毎
半
期
純
益
金
ノ
十
分
ノ
一
ハ
当
期
ノ
損
益
決
算
結
了
シ
タ
ル
上
、
各
商
店
ヨ
リ
之
ヲ

三
井
元
方
ニ
納
付
シ
三
井
元
方
ニ
於
テ
之
ヲ
一
括
総
計
シ
其
全
金
額
ヲ
三
井
家
同
族
会
ノ
議
定
シ
タ
ル
各
商
店
重
役
各
自
ノ
賞
与
定

率
ニ
従
ヒ
各
商
店
重
役
全
体
ニ
配
与
ス
ベ
シ

四
此
規
定
及
ビ
此
規
定
ニ
附
属
ス
ル
各
商
店
重
役
各
自
ノ
賞
与
定
率
ハ
三
井
家
同
族
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
何
時
ニ
テ
モ
変
更
加
除
又
ハ
廃

止
ス
ル
事
ヲ
得
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五
此
規
定
ハ
明
治
廿
九
年
下
半
期
ヨ
リ
施
行
ス

六
従
来
施
行
ノ
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
法
ハ
明
治
廿
九
年
上
半
期
限
リ
廃
止
ス

七
該
賞
与
内
規
ハ
方
今
取
調
中
ニ
属
ス
ル
各
商
店
組
織
並
ニ
三
井
同
族
家
憲
制
定
ノ
時

�仮
定
ノ
者
ト
ス

こ
の
よ
う
に
一
九
〇
六
年
下
期
分
か
ら
は
三
井
各
商
店
が
そ
れ
ぞ
れ
重
役
賞
与
を
配
分
す
る
の
で
は
な
く
、
各
商
店
が
「
純
益
金
」
の
一

割
を
三
井
元
方
へ
納
付
し
、
こ
れ
を
三
井
元
方
が
一
括
し
て
、
重
役
の
賞
与
定
率
に
従
っ
て
重
役
賞
与
を
配
分
す
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。

な
お
、
か
つ
て
三
井
物
産
で
重
役
賞
与
を
配
分
す
る
際
に
算
出
さ
れ
た
「
純
益
金
」
は
、
そ
こ
か
ら
職
員
賞
与
（「
慰
労
金
」
）
や
重
役
賞
与

が
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
内
規
」
の
「
純
益
金
」
は
、
す
で
に
職
員
へ
の
賞
与
枠
（
普
通
賞
与

と
特
別
賞
与
）
を
引
き
去
っ
た
後
の
数
値
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
内
規
」
の
「
純
益
金
」
の
一
割
は
、
従
来
の
数

値
よ
り
も
、
少
な
く
と
も
職
員
賞
与
の
一
割
相
当
分
が
低
く
な
る
数
値
で
あ
る
。

「
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
内
規
」
の
制
定
と
と
も
に
「
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
金
定
率
案
」
が
可
決
さ
れ
た
（

�）。
定
率
（
個
数
）
の
総
枠
を

一
三
七
五
と
し
、
益
田
孝
三
五
〇
、
中
上
川
彦
次
郎
三
五
〇
、
団

�磨
一
五
〇
な
ど
理
事
八
人
に
定
率
を
定
め
、
そ
の
他
「
臨
時
賞
与
及
報

酬
積
金
」
に
一
〇
〇
を
割
り
当
て
た
。
そ
の
後
、
理
事
の
交
代
な
ど
の
際
に
定
率
を
変
更
し
て
い
る
。
こ
の
方
式
で
の
最
後
の
決
算
期
は
一

九
〇
九
年
下
期
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
二
期
前
の
一
九
〇
八
年
下
期
で
は
一
一
人
に
定
率
を
割
り
当
て
、
そ
の
他
と
も
の
合
計
が
一
四
八
〇
に

増
加
し
て
い
る
（
第

19表
）。

定
率
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
重
役
賞
与
を
第
一
回
目
の
一
八
九
六
年
下
期
分
で
み
る
と
（
第

20表
）
、
益
田
孝
・
中
上
川
彦
次
郎
は
と
も
に

三
万
〇
二
四
二
円
で
あ
っ
た
。
当
時
、
益
田
孝
・
中
上
川
彦
次
郎
は
と
も
に
月
給
三
五
〇
円
な
の
で
、
半
期
に
月
給
八
六
か
月
相
当
の
賞
与

を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
三
井
物
産
か
ら
の
回
付
金
（
純
益
金
の
一
割
）
が
三
万
一
六
八
八
円
八
八
〇
な
の
で
、
益
田
孝
（
三

84
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第19表 三井各商店重役賞与の定率 （単位：個）

氏名
1896年12月30日

時点
1896年
下期

1897年
上期

1897年
下期

1898年
上期

1898年
下期

1899年
上期

1899年
下期

益田孝

中上川彦次郎

団�磨

上田安三郎

朝吹英二

西邑乕四郎

渡辺専次郎

高橋義雄

波多野承五郎

臨時賞与及報

酬積金

三井物産専務理事

三井銀行専務理事

三井鉱山専務理事

三井物産理事

三井工業部理事

三井銀行理事

三井物産理事

三井呉服店理事

三井銀行理事

350

350

150

100

100

75

75

75

100

350

350

150

100

100

75

75

75

100

350

350

150

100

100

75

75

75

[75]

100

350

350

150

100

100

75

75

75

100

350

350

150

100

100

75

75

75

100

350

350

150

100

100

75

75

75

100

350

350

150

100

100

75

75

75

100

合計 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375

氏名
1902年4月10日
管理部設置

1902年
下期

1903年
上期

1903年
下期

1904年
上期

1905年
上期

1908年
下期

益田孝

団�磨

早川千吉郎

渡辺専次郎

朝吹英二

飯田義一

波多野承五郎

高橋義雄

岩原謙三

小室三吉

山本条太郎

有賀長文

山田直矢

臨時賞与及報

酬積金

三井物産及管理部専務理事

三井鉱山専務理事

三井銀行専務理事兼同族会理事

（1904.1.3三井物産専務理事）

三井呉服店専務理事、管理部理事

1901.6.24三井物産理事就任

三井銀行理事

三井呉服店理事

（1904.11.11理事心得、1906.6.14

理事）

（1904.11.11理事心得、1906.6.14

理事）

（1904.11.11理事心得、1906.6.14

理事）

三井家同族会理事心得

（三井鉱山理事）

350

150

150

75

100

75

75

75

325

350

150

150

75

100

75

75

75

325

350

150

150

75

100

75

75

75

325

350

150

150

150

125

75

75

75

225

250

150

150

150

100

85

80

75

40

40

40

25

190

250

150

150

85

125

150

80

75

75

75

75

35

55

100

合計 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,480

出所）「三井各商店重役賞与金定率案」1896年12月30日三井同族会可決（[同族会、同族各家、三井元

方、監査役、建築掛提出議案」1894年�1896年、追2012）、「三井各商店重役所与内規ニ依リ各店回

付金、各重役賞与額並ニ臨時賞与及報酬積立金決算、左之通ニ付上申仕候」1897年1月29日施行、

「三井各商店重役賞与内規に依リ明治30年上半季各商店回付金、損失償却、重役賞与額及臨時賞与

積立金、左之通決算致候に付上申仕候」1897年7月23日施行（「元方廻議」1897年、三井文庫所蔵

史料 追1791）など。

注） 1897年11月19日に西邑が三井銀行理事を退任し、新たに波多野が就任した。
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第20表 三井各商店重役賞与の金額 （単位：円）

氏名
1896年
下期

1897年
上期

1897年
下期

1898年
上期

1898年
下期

1899年
上期

1899年
下期

益田孝

中上川彦次郎

団�磨

上田安三郎

朝吹英二

西邑乕四郎

渡辺専次郎

高橋義雄

波多野承五郎

臨時賞与及報酬積金

30,242

30,242

12,961

8,641

8,641

6,480

6,480

6,480

8,641

24,895

24,895

10,669

7,113

7,113

5,335

5,335

5,335

7,113

35,072

35,072

15,031

10,021

10,021

5,759

7,515

7,515

1,756

10,021

37,870

37,870

16,230

10,820

10,820

8,115

8,115

8,115

10,820

48,995

48,995

20,998

13,998

13,998

10,499

10,499

10,499

13,998

42,980

42,980

18,420

12,280

12,280

9,210

9,210

9,210

12,280

54,204

54,204

23,230

15,487

15,487

11,615

11,615

11,615

15,487

合計 118,808 97,801 137,782 148,774 192,479 168,851 212,943

氏名
1902年
下期

1903年
上期

1903年
下期

1904年
上期

1905年
上期

益田孝

団�磨

早川千吉郎

渡辺専次郎

朝吹英二

飯田義一

波多野承五郎

高橋義雄

岩原謙三

小室三吉

山本条太郎

有賀長文

臨時賞与及報酬積金

48,192

20,654

20,654

10,327

13,769

10,327

10,327

10,327

44,753

44,496

19,069

19,069

9,534

12,713

9,534

9,534

9,534

41,325

57,194

24,511

24,511

12,255

16,341

12,255

12,255

12,255

53,116

59,764

25,613

25,613

25,613

21,344

12,806

12,806

12,806

38,425

90,218

54,131

54,131

54,131

30,674

30,674

28,870

27,065

14,435

14,435

14,435

9,021

60,571

合計 189,330 174,808 224,693 234,790 496,201

出所） 第19表と同じ。



井
物
産
専
務
理
事
）
は
三
井
物
産
純
益
金
の
一
割
の
九
五
％
相
当
の
賞
与
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
り
、
三
井
銀
行
か
ら
の
回
付
金
（
純
益

金
の
一
割
）
が
四
万
七
一
七
二
円
二
〇
七
な
の
で
（

�）、
中
上
川
彦
次
郎
は
三
井
銀
行
純
益
金
の
一
割
の
六
四
％
相
当
の
賞
与
を
受
け
取
っ
た
こ

と
に
な
る
。

三
井
物
産
の
重
役
賞
与
を
職
員
の
賞
与
と
比
較
す
る
た
め
、
一
九
〇
四
年
上
期
分
で
み
る
と
（
益
田
孝
は
三
井
家
同
族
会
管
理
部
専
務
理

事
の
た
め
除
外
）、
重
役
の
渡
辺
専
次
郎
（
三
井
物
産
専
務
理
事
、
推
定
月
給
五
〇
〇
円
（

�））、
飯
田
義
一
（
三
井
物
産
理
事
、
月
給
五
〇
〇
円
）

の
賞
与
は
そ
れ
ぞ
れ
二
万
五
六
一
三
円
と
一
万
二
八
〇
六
円
な
の
で
、
月
給
五
一
・
二
か
月
相
当
と
、
二
五
・
六
か
月
相
当
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
一
九
〇
四
年
上
期
分
の
職
員
（
前
掲
、
第

17表
）
で
月
給
額
が
最
高
（
四
〇
〇
円
）
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
長
岩
原
謙
三
、
ロ
ン

ド
ン
支
店
長
小
室
三
吉
、
上
海
支
店
長
山
本
条
太
郎
の
賞
与
は
い
ず
れ
も
月
給
五
・
七
か
月
相
当
（
特
別
賞
与
三
・
七
五
＋
普
通
賞
与
一
・

九
五
）
、
推
定
二
二
八
〇
円
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
職
員
の
最
高
ク
ラ
ス
と
比
較
し
て
も
渡
辺
・
飯
田
の
相
当
月
数
・
絶
対
額
が
飛
び
抜
け

て
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

5.

特
別

賞
与

の
支

給
（

日
露

戦
後

か
ら

一
九

三
〇

年
代

）

三
井
物
産
は
、
一
九
二
七
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
就
職
案
内
本
『
銀
行
会
社
工
場
商
店
従
業
員
待
遇
法
大
鑑
』
（
の
ち
『
官
庁
公
衙
銀
行
会

社
工
場
商
店
従
業
員
待
遇
法
大
鑑
』
に
書
名
変
更
）
に
初
任
給
、
昇
給
基
準
、
賞
与
、
退
職
慰
労
金
、
恩
給
、
旅
費
、
在
外
手
当
な
ど
の
詳

細
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
る
。
一
九
二
七
年
刊
行
本
の
記
載
の
う
ち
初
任
給
、
昇
給
、
特
別
賞
与
、
普
通
賞
与
の
内
容
は
第

21表
の
と
お

り
で
あ
る
。

ま
ず
初
任
給
に
つ
い
て
み
る
と
、
入
社
後
三
か
月
の
見
習
期
間
終
了
後
に
本
採
用
と
な
り
、
本
採
用
時
か
ら
初
任
給
が
支
給
さ
れ
る
。
そ

の
額
は
各
帝
国
大
学
、
東
京
商
科
大
学
、
神
戸
高
等
商
業
学
校
の
卒
業
者
で
は
同
額
の
月
俸
五
〇
円
、
私
立
大
学
で
は
月
俸
四
五
円
、
他
の
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高
等
商
業
学
校
で
は
月
俸
四
〇
円
な
ど

と
な
っ
て
お
り
、
大
学
・
高
商
卒
業
者

で
も
ど
の
教
育
機
関
か
に
よ
っ
て
差
が

付
け
ら
れ
て
い
る
。
本
採
用
の
時
点
で

は
、
五
円
あ
る
い
は
一
〇
円
の
差
が
あ

る
。つ
ぎ
に
昇
給
に
つ
い
て
み
る
と
、

「
月
俸
百
円
以
上
」
の
者
は
「
隔
年
」

（
二
年
）
に
一
回
、
月
俸
「
百
円
以
下
」

の
も
の
は
年
一
回
く
ら
い
昇
給
す
る
の

が
「
通
例
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
昇
給

基
準
は
、
前
述
の
一
九
〇
二
年
四
月
に

三
井
家
か
ら
出
さ
れ
た
「
内
訓
」
（
月

給
一
〇
〇
円
未
満
は
満
一
年
を
超
え
な

い
と
昇
給
で
き
な
い
、
月
給
一
〇
〇
円

以
上
は
満
二
年
を
超
え
な
い
と
昇
給
で

き
な
い
）
を
別
の
形
で
表
現
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
意
味
す
る
内
容
は
同
じ
で

88

第21表 1926年頃の特別賞与・普通賞与・昇給基準

初任給 昇給

「各出身学校別初任給」

帝国大学出身者

商科大学出身者

神戸高商出身者

各私立大学出身

地方高等商業出

甲種商業出身者

月俸 50円

月俸 50円

月俸 50円

月俸 45円

月俸 40円

月俸 25円

「昇給標準」

「月俸百円以上ハ隔年ニ昇給サレ百円以下ハ年

1回位ニ行ハルヽヲ通例トス」

「隔年昇給ハ本俸ノ1割程度ノモノトス」

「学校出身者採用後、最初ノ昇給ハ3円以上8

円程度ヲ普通トス、勿論個々ノ勤惰及技能ノ

優劣ニ依リテ可成リノ狂ヒアリ」

「入社後３ケ月間ハ見習ト称シ試役シ後本社員

ニ採用ス」

特別賞与 普通賞与（勤務手当）

区 分 半期の支給月数 計算式と支給月数

「支店長級」

「本給100円以上ノ主任級」

「本給75円以上100円�ノ

平社員」

「本給75円以下ノ平社員」

「20ケ月分程度」

「5ケ月分以上 7

ケ月分程度」

「2ケ月分内外」

「1ケ月半程度」

計算式 「純出勤日数ニ対シ本給1円ニ付、

1銭3厘ノ率ヲ以テ乗シタル額」、

すなわち「率（１銭3厘）×本給×

出勤日数＝勤務手当額」

支給月数 「本給ノ2ケ月分ニ相当」

出所） 宮田吉蔵編『銀行会社工場商店従業員待遇法大鑑』（エコノミカルアドヴァイサ、1927年）79�80

ページ。

注） 1.「勤務手当ハ入社後３ケ年（見習期間ヲ除ク）ヲ経タル者ニ限リ其資格ヲ有ス」と記されている。

しかしこれは誤りである。正しくは特別賞与に関するものである。

2.井上信明編『官庁公衙銀行会社工場商店従業員待遇法大鑑』1931年版（エコノミカルアドヴァ

イザ-、1931年）、世界情勢研究所編『官庁公衙銀行会社工場商店従業員待遇法大鑑』1935年版

（従業員待遇法大鑑刊行会、1935年）、経済時論社編『官庁公衙銀行会社工場商店従業員待遇法大

鑑』1938年版（経済時論社、1938年）でも、特別賞与、勤務手当、昇給基準についての記述はほ

ぼ同じである。ただし、1938年版では特別手当の支店長級半期支給月数が「本俸ノ十ケ月分程度」

となっている。これは誤植あるいは誤記で、正しくは20か月分程度と思われる。



あ
る
。
上
述
の
本
採
用
者
は
月
給
（
月
俸
）
一
〇
〇
円
に
達
す
る
ま
で
、
年
一
回
く
ら
い
の
割
で
昇
給
す
る
。
最
初
の
昇
給
は
「
三
円
以
上

八
円
程
度
」
で
あ
る
。
た
だ
し
「
個
々
ノ
勤
惰
及
技
能
ノ
優
劣
ニ
依
リ
テ
可
成
リ
ノ
狂
ヒ
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
最
初
の
昇
給
時
か
ら
早
く
も

昇
給
額
に
差
が
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
、
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
採
用
時
の
月
俸
が
同
期
入
社
時
の
最
上
位
者
よ
り
低
い
者

で
も
、
高
い
評
価
を
受
け
る
と
、
ま
も
な
く
同
期
入
社
時
最
上
位
者
の
月
俸
に
並
ぶ
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
上
回
る
こ
と
が
可
能
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

特
別
賞
与
・
普
通
賞
与
に
関
し
て
は
「
賞
与
ニ
所
謂
普
通
賞
与
ト
特
別
賞
与
ノ
二
種
ア
リ
。
他
社
ニ
於
テ
謂
フ
前
記
普
通
賞
与
ハ
同
社
ニ

テ
ハ
是
レ
ヲ
勤
務
手
当
ト
称
ス
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
別
賞
与
は
「
毎
年
二
月
及
八
月
ノ
両
度
ニ
支
給
サ
ル
」
、
勤
務
手
当

は
「
同
社
ノ
会
計
年
度
カ
四
月
及
十
月
末
ナ
ル
ヲ
以
テ
五
月
及
十
一
月
初
旬
ニ
給
与
サ
ル
ヽ
モ
ノ
」
で
あ
る
。
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
半

期
の
勤
務
日
数
を
各
部
店
（
支
店
・
部
な
ど
）
が
本
店
本
部
に
通
知
す
れ
ば
直
ち
に
計
算
で
き
る
の
で
、
決
算
月
の
翌
月
に
支
給
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
特
別
賞
与
で
は
、
本
店
本
部
が
部
店
長
に
対
し
て
各
職
員
へ
の
支
給
原
案
を
作
成
さ
せ
、
こ
の
原
案
を
本
店
本
部
に
送
付
さ

せ
て
本
店
本
部
で
支
給
額
を
査
定
す
る
。
決
算
手
続
終
了
後
に
、
部
店
長
が
各
職
員
の
業
績
を
評
価
し
、
本
店
本
部
が
各
部
店
長
の
業
績
を

評
価
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
支
給
は
決
算
月
か
ら
か
な
り
経
過
し
た
四
か
月
後
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
特
別
賞
与
・
普
通
賞
与
の
支
給
月
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
年
二
回
支
給
さ
れ
る
。
で
は
ど
の
程
度
支
給
す
る
と
さ
れ
て
い
る

の
か
。
普
通
賞
与
に
関
し
て
は
、
半
期
に
月
給
の
「
二
ケ
月
分
ニ
相
当
」
す
る
額
が
支
給
さ
れ
る
。
実
際
に
は
皆
勤
者
の
場
合
、
月
給
の
一
・

九
五
か
月
相
当
が
支
給
さ
れ
、
自
己
都
合
で
休
暇
を
と
っ
た
場
合
に
は
こ
れ
よ
り
も
低
い
。
な
お
、
普
通
賞
与
の
受
給
資
格
に
つ
い
て
は

「
入
社
後
三
ケ
年
（
見
習
期
間
ヲ
除
ク
）
ヲ
経
タ
ル
者
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
記
で
あ
り
、
本
採
用
者
は
す
べ
て
受
給
で
き
る
。

普
通
賞
与
に
つ
い
て
は
、
皆
勤
者
で
あ
れ
ば
支
店
長
で
も
掛
主
任
で
も
掛
員
で
も
、
だ
れ
で
も
一
・
九
五
か
月
相
当
が
支
給
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
特
別
賞
与
で
は
支
給
月
数
に
差
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
額
ハ
業
績
ニ
依
リ
多
少
ハ
免
レ
サ
ル
モ
、
最
近
行
ハ
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レ
タ
ル
実
例
ニ
依
レ
バ
大
体
」、
半
期
に
つ
き
、
支
店
長
級
に
は
月
給
「
二
十
ケ
月
分
程
度
」、
月
給
一
〇
〇
円
以
上
の
主
任
級
に
は
「
五
ケ

月
分
以
上
七
ケ
月
分
程
度
」、
月
給
七
五
円
以
上
一
〇
〇
円
ま
で
の
「
平
職
員
」
に
は
「
二
ケ
月
分
内
外
」、
月
給
七
五
円
以
下
の
「
平
職
員
」

に
は
「
一
ケ
月
半
程
度
」
が
支
給
さ
れ
る
。
特
別
賞
与
の
受
給
資
格
は
、
普
通
賞
与
の
も
の
と
し
て
誤
記
さ
れ
て
い
る
「
入
社
後
三
ケ
年

（
見
習
期
間
ヲ
除
ク
）
ヲ
経
タ
ル
者
」
で
あ
る
（

�）。
前
述
の
一
九
〇
四
年
七
月
「
特
別
手
当
支
給
標
準
」
で
は
「
効
労
」
の
あ
っ
た
者
に
対
し

て
支
給
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
変
更
さ
れ
、
一
九
二
六
年
頃
で
み
る
と
、
本
採
用
後
三
年
経
過
す
れ
ば
総
て
の
者
に
支
給
さ
れ
る
。

上
記
の
就
職
案
内
本
は
そ
の
後
、
一
九
二
八
年
、
一
九
三
一
年
、
一
九
三
二
年
、
一
九
三
三
年
、
一
九
三
五
年
、
一
九
三
六
年
、
一
九
三

八
年
、
一
九
三
九
年
、
一
九
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
現
時
点
で
刊
行
を
確
認
で
き
る
年
）
。
こ
の
う
ち
一
九
三
九
年
、
一

九
四
〇
年
刊
行
の
も
の
は
一
九
三
八
年
の
再
版
で
あ
る
。
三
井
物
産
に
つ
い
て
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
部
分
は
学
校

別
の
初
任
給
の
額
で
あ
る
。
一
九
三
一
年
刊
で
は
地
方
の
高
等
商
業
学
校
出
身
者
が
私
立
大
学
出
身
者
と
同
格
と
な
っ
て
お
り
（
月
給
六
〇

円
）、
一
九
三
八
年
刊
で
は
私
立
大
学
出
身
者
が
各
帝
国
大
学
・
東
京
商
科
大
学
出
身
者
と
同
格
（
月
給
七
三
円
）、
地
方
の
高
等
商
業
学
校

出
身
者
が
私
立
大
学
出
身
者
よ
り
も
低
い
格
付
け
（
月
給
五
八
円
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
三
八
年
刊
で
は
支
店
長
級
の
半
期
の
特

別
賞
与
を
「
本
俸
ノ
十
ケ
月
分
程
度
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
三
七
年
頃
の
状
況
を
示
す
こ
の
記
述
は
後
述
（
一
九
三
七
年
上
期
・

下
期
の
特
別
賞
与
）
す
る
よ
う
に
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
は
二
〇
か
月
分
程
度
で
あ
る
。

な
お
、
昇
給
基
準
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
刊
行
本
で
も
月
給
一
〇
〇
円
で
区
分
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
「
臨
時
手
当
」
（
物
価
高
騰
に
対
応
し
た
手
当
）
を
一
九
二
九
年
一
月
に
本
給
に
繰
り
込
ん
だ
た
め
、
三
井
物
産
の
内
規
で
は
区
分
が
月

給
一
三
七
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
一
九
三
六
年
に
は
月
給
一
五
〇
円
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
三
井
物
産
は
対

外
的
に
は
三
井
家
内
訓
の
区
分
（
月
給
一
〇
〇
円
）
の
方
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
特
別
賞
与
の
支
給
月
数
に
つ
い
て
は
「
程
度
」
や
「
内
外
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
区
分
に
属
し
て
い
て
も
同
一
で
は
な
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第22表 三井物産部店長の特別賞与（1937年度） （金額単位：円）

1937年
下期

1937年
上期

月給 役名 氏名
倍率
下

倍率
上

倍率
計

4,500 10,500 425 元船舶部長 古川虎三郎 10.6 24.7 35.3

10,000
11,000
10,000
10,000
8,000
3,000
10,000
10,000
7,500
8,000
8,000
7,000
7,000
9,000
6,500
6,000
8,000
5,000
5,500
6,000
7,000
7,500
6,000
5,500
4,500
5,500
5,500
5,000
5,300
7,000
5,500
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
5,500
3,000
3,700
4,000
4,000

11,500
13,700
12,600
10,500
9,500
7,400
10,500
10,500
8,400
9,500
9,500
8,400
8,400
11,500
7,400
5,800
9,500
6,800
6,300
6,300
8,400
8,400
6,800
5,300
4,150
6,300
6,800
5,800
6,300
6,800
6,300
5,800
5,300
5,300
4,700
4,700
6,300
3,700
3,700
3,700
4,400

500
480
470
465
445
420
420
415
415
410
400
395
390
380
375
360
360
355
350
345
345
345
335
330
325
325
323
323
320
320
300
285
260
345
310
300
295
290
288
262
255

上海支店長
倫敦支店長
紐育支店長
機械部長・東京支部長
生糸部長・横浜支店長
秘書課長
金物部長
営業部長
調査課長
名古屋支店長
神戸支店長
門司支店長
木材部長・小�支店長
大連支店長
青島支店長

会計課長
砂糖部長
天津支店長
馬尼刺支店長
香港支店長
新嘉坡支店長
京城支店長
漢口支店長
泗水支店長
長崎支店長
斯土寧支店長
盤谷支店長
三池支店長
甲谷他支店長
石炭部長
台北支店長・高雄支店長
文書課長
孟買支店長
不動産掛長
大阪埠頭出張所長
川崎埠頭出張所長
桑港出張所長
沙都出張所長
用度掛長
受渡掛長
電信掛長

卜部卓江
伊�与三郎
吉田初次郎
本村精三
伊�武男
小川弥太郎
西岡英吉
神戸俊次郎
加藤尚三
金井潤三
広岡信三郞
堤 汀
山中清三郎
阿部吟次郎
塙 雄太郎
平井真次郎
稲葉三郎
神村貫治
河村雅次郎
沼田孝造
松本季三志
大塚俊雄
山下樵曹
小室健夫
村上一郎
福田廉三
平野郡司
菊地 泰
山本三蔵
山本定次
池田卓一
高橋仰之
加藤武済
吉田茂猪
天野 広
佐藤徳三郎
宮崎清
福田清三
高柳武勇
服部 繁
中塚武二

20.0
22.9
21.3
21.5
18.0
7.1
23.8
24.1
18.1
19.5
20.0
17.7
17.9
23.7
17.3
16.7
22.2
14.1
15.7
17.4
20.3
21.7
17.9
16.7
13.8
16.9
17.0
15.5
16.6
21.9
18.3
17.5
19.2
11.6
12.9
13.3
18.6
10.3
12.8
15.3
15.7

23.0
28.5
26.8
22.6
21.3
17.6
25.0
25.3
20.2
23.2
23.8
21.3
21.5
30.3
19.7
16.1
26.4
19.2
18.0
18.3
24.3
24.3
20.3
16.1
12.8
19.4
21.1
18.0
19.7
21.3
21.0
20.4
20.4
15.4
15.2
15.7
21.4
12.8
12.8
14.1
17.3

43.0
51.5
48.1
44.1
39.3
24.8
48.8
49.4
38.3
42.7
43.8
39.0
39.5
53.9
37.1
32.8
48.6
33.2
33.7
35.7
44.6
46.1
38.2
32.7
26.6
36.3
38.1
33.4
36.3
43.1
39.3
37.9
39.6
27.0
28.1
29.0
40.0
23.1
25.7
29.4
32.9

262,000 302,950 14,631 合計（古川を除く） 17.9 20.7 38.6

出所）「店長特別手当支給案」1937年12月13日三井物産取締役会提出（「物産会社議案」1937年、三井

文庫所蔵史料 傘下44）。

注） 1.当期利益金は、1937年下期9,607千円、同上期12,457千円。上期を100とすると、下期は77。

2.古川は1937年下期中に取締役に就任するため、1937年下期の数値は船舶部長時代の特別賞与で

ある。大阪支店長、業務課長、人事課長、査業課長は取締役が兼務のため、特別賞与支給の対象外

である。



く
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ど
の
程
度
異
な
る
か
を
「
支
店
長
級
」
で
み
よ
う
。

一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
）
上
期
、
下
期
の
「
店
長
」
へ
の
特
別
賞
与
は
第

22表
の
と
お
り
で
あ
る
。
利
用
し
た
資
料
は
、
三
井
物
産
が

取
締
役
会
に
提
出
し
た
議
案
「
店
長
特
別
手
当
支
給
案
」
の
付
属
資
料
で
あ
る
。
こ
の
支
給
案
に
含
ま
れ
て
い
る
者
は
、
部
長
、
支
店
長
、

出
張
所
長
と
い
う
営
業
部
門
（
商
品
取
扱
部
門
）
の
責
任
者
だ
け
で
な
く
、
本
店
本
部
の
秘
書
課
長
・
調
査
課
長
・
会
計
課
長
・
文
書
課
長

と
不
動
産
掛
長
・
用
土
掛
長
・
受
渡
掛
長
・
電
信
掛
長
と
い
う
間
接
部
門
の
責
任
者
で
あ
る
。
上
記
の
就
職
案
内
本
で
「
支
店
長
級
」
と
さ

れ
た
者
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
を
含
ん
で
い
る
。
な
お
、
大
阪
支
店
長
と
、
本
店
本
部
の
業
務
課
長
・
人
事
課
長
・
査
業
課
長
は
取
締
役

が
兼
任
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
支
給
案
に
含
ま
れ
て
い
な
い
（
重
役
賞
与
の
支
給
対
象
の
た
め
）。

上
期
で
み
る
と
一
万
三
七
〇
〇
円
が
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
、
こ
れ
よ
り
一
一
〇
〇
円
下
の
一
万
二
六
〇
〇
円
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
長
、
さ

ら
に
一
一
〇
〇
円
下
の
一
万
一
五
〇
〇
円
が
上
海
支
店
長
・
大
連
支
店
長
、
こ
れ
よ
り
一
〇
〇
〇
円
下
の
一
万
〇
五
〇
〇
円
が
船
舶
部
長
・

機
械
部
長
・
金
物
部
長
・
営
業
部
長
で
あ
る
。
最
少
額
は
シ
ア
ト
ル
出
張
所
長
ら
三
人
の
三
七
〇
〇
円
で
あ
る
。
月
給
の
何
か
月
分
に
相
当

す
る
か
を
計
算
す
る
と
、
全
体
の
平
均
は
二
〇
・
七
か
月
相
当
で
あ
る
。
し
か
し
ば
ら
つ
き
が
激
し
い
。
最
大
は
大
連
支
店
長
の
三
〇
・
三

か
月
相
当
、
最
小
は
長
崎
支
店
長
・
シ
ア
ト
ル
出
張
所
長
ら
三
人
の
一
二
・
八
か
月
相
当
で
あ
る
。
平
均
二
〇
・
七
か
月
相
当
と
の
差
は
、

そ
れ
ぞ
れ
九
・
六
か
月
と
七
・
九
か
月
も
あ
る
。
ま
た
、
営
業
部
門
で
は
な
い
本
店
本
部
の
課
長
・
掛
長
（
間
接
部
門
）
で
平
均
を
超
え
る

も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
特
に
間
接
部
門
の
掛
長
三
人
で
は
相
当
月
数
が
か
な
り
少
な
い
。
も
し
、
間
接
部
門
の
者
を
除
い
た
も
の
を
「
支

店
長
級
」
と
み
る
と
、
就
職
案
内
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
支
店
長
級
」
が
「
二
〇
ケ
月
分
程
度
」
と
い
っ
て
も
、
人
に
よ
っ
て
か
な
り
異

な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
下
期
も
含
め
て
絶
対
額
を
み
る
と
、
上
海
支
店
長
・
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
長
・
営
業
部
長
（
東
京
支
店
長
に

相
当
）
・
大
連
支
店
長
・
機
械
部
長
・
金
物
部
長
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
最
上
位
の
グ
ル
ー
プ
に
名
古
屋
支
店
長
・
神
戸
支
店
長
・
生
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糸
部
長
・
砂
糖
部
長
が
続
い
て
い
る
。
し
か
も
最
上
位
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
者
で
も
、
そ
の
す
ぐ
下
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
者
で
も
、
上

期
・
下
期
と
も
に
平
均
を
上
回
る
月
給
相
当
月
数
を
受
給
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
最
上
位
の
グ
ル
ー
プ
や
そ
の
す
ぐ
下
の
グ
ル
ー
プ
の
者

は
、
絶
対
額
で
み
て
も
月
給
相
当
月
数
で
み
て
も
特
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
三
七
年
上
期
・
下
期
の
月
給
相
当
月
数
を
合
計
す
る
と
、
平
均
は
三
八
・
六
か
月
と
な
る
。
最
大
は
大
連
支
店
長
の
五
三
・
九
か
月
、

二
番
目
は
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
の
五
一
・
五
か
月
で
あ
る
。
最
小
は
シ
ア
ト
ル
出
張
所
長
の
二
三
・
一
か
月
で
あ
る
。
年
間
で
は
最
大
・
最
小

の
差
は
三
〇
・
八
か
月
も
あ
る
。
相
当
月
数
が
下
の
方
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
店
本
部
の
掛
長
三
人
（
用
度
、
受
渡
、
電
信
）
の
月

数
が
平
均
を
か
な
り
下
回
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
念
の
た
め
、
普
通
賞
与
（
年
三
・
九
か
月
）
を
加
え
て
年
間
賞
与
を
示
す
と
、

「
店
長
」
の
賞
与
額
は
平
均
四
二
・
五
か
月
で
あ
る
。

後
述
す
る
シ
ド
ニ
ー
支
店
の
賞
与
算
定
の
事
例
等
か
ら
類
推
す
る
と
、
月
給
を
基
準
と
し
た
基
礎
部
分
、
就
任
し
て
い
る
役
職
に
付
与
さ

れ
る
部
分
、
業
績
評
価
に
よ
る
部
分
の
三
つ
を
合
算
し
て
特
別
賞
与
額
が
決
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
に
、
ど
の
支
店

あ
る
い
は
出
張
所
の
長
（
役
職
）
か
に
よ
っ
て
、
役
職
に
付
与
さ
れ
る
数
値
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
り
（
ロ
ン
ド
ン
支
店
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

支
店
、
上
海
支
店
な
ど
は
か
な
り
多
く
、
規
模
の
小
さ
な
支
店
・
出
張
所
な
ど
は
か
な
り
少
な
い
は
ず
）
、
第
二
に
間
接
部
門
の
長
の
場
合

に
は
、
利
益
の
大
小
に
直
接
関
係
し
な
い
の
で
、
業
績
評
価
に
よ
る
部
分
の
数
値
が
か
な
り
低
い
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
職
員
の
特
別
手
当
支
給
額
（
一
九
三
四
年
上
期
か
ら
一
九
三
八
年
下
期
）
の
数
値
を
み
る
こ
と
で
、

職
員
の
支
給
実
態
を
検
討
し
よ
う
（
第

23表
）
。
な
お
、
こ
の
表
で
月
給
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
に
特
別
賞
与
欄
が
空
白
な
部
分
が
あ
る
の

は
当
該
職
員
が
い
ま
だ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
勤
務
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
同
店
で
数
値
を
把
握
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

あ
ら
か
じ
め
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
と
三
井
物
産
全
体
の
純
益
金
の
動
向
を
み
よ
う
。
前
者
で
一
九
三
五
年
上
期
の
指
数
（
一
一
二
）

を
上
回
る
の
は
一
九
三
八
年
上
期
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
一
九
三
五
年
下
期
の
指
数
（
一
〇
五
）
を
上
回
る
の
は
一
九
三

三井物産における業績査定と賞与の著しい累進化（鈴木）

93



六
年
下
期
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
の
業
績
の
回
復
は
、
三
井
物
産
全
体
の
業
績
よ
り
三
期
遅
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
一
九
三
七
年
下
期
を
み
よ
う
。
一
九
三
七
年
下
期
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
純
益
金
の
指
数
は
、
上
期
の
九
五
か
ら
六
五

へ
と
三
二
％
低
下
し
て
い
る
。
三
井
物
産
全
体
の
純
益
金
で
も
同
年
上
期
の
一
七
九
か
ら
下
期
の
一
三
八
へ
と
二
三
％
低
下
し
て
お
り
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
と
ほ
ぼ
同
じ
動
き
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
九
三
七
年
上
期
に
比
べ
て
下
期
で
は
三
井
物
産
全
体
の
業
績
が

か
な
り
低
下
し
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
各
人
へ
の
特
別
賞
与
支
給
額
が
大
幅
に
減
額
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
、
後
述
の
よ
う
に
一
九
三
七

年
下
期
の
特
別
賞
与
枠
を
、
三
八
万
円
を
限
度
と
し
て
総
益
金
の
一
〇
％
に
加
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
で
（

�）、
減
額
幅
を
や
わ
ら
げ
て
い
る
。
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（金額単位：円。ただし、三井物産純益金は千円）

北出永福（売買掛） 岸 確一（勘定掛）

月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率

142

142

154

154

154

154

167

167

167

167

400

640

520

640

720

2.6

3.8

3.1

3.8

4.3

108

108

118

118

130

130

143

143

159

159

147

158

205

205

315

355

325

380

1.2

1.3

1.6

1.6

2.2

2.5

2.0

2.4

奥村貞太郎（売買掛） 泓本賢太郎（勘定掛）

月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率

80

80

85

85

97

97

108

108

118

118

89

95

120

200

165

210

235

1.0

1.0

1.2

1.9

1.5

1.8

2.0

72

72

80

80

90

90

100

100

109

109

180

160

195

220

1.8

1.6

1.8

2.0

サンフランシスコ出張所 三井物産

純益金 指数 純益金（千円） 指数

71,684

82,335

86,149

76,908

57,922

71,203

73,155

50,200

100,770

164,581

93

107

112

100

75

92

95

65

131

214

7,167

6,782

7,134

7,302

6,317

9,738

12,457

9,607

8,930

9,534

103

97

102

105

91

140

179

138

128

137

年度の半期平均を 100としたもの。3.宇敷以外の職は1937年下
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第23表 サンフランシスコ出張所職員の特別賞与と同所純益金、三井物産純益金

決算期
内田 尭（所長代理） 宇敷則一（重油掛主任） 星野礼治（勘定掛主任）

月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率

1934年上期

1934年下期

1935年上期

1935年下期

1936年上期

1936年下期

1937年上期

1937年下期

1938年上期

1938年下期

243

243

243

243

259

259

259

259

276

276

1080

920

965

1000

1400

1400

2300

1850

2300

2500

4.4

3.8

4.0

4.1

5.4

5.4

8.9

7.1

8.3

9.1

237

237

237

237

253

253

不詳

不詳

不詳

不詳

不詳

770 3.0

184

184

184

184

201

201

201

201

219

219

710

750

1100

1300

3.5

3.7

5.0

5.9

決算期
三浦慎一郎（売買掛） 関 喬一郎（庶務掛） 長谷川又二郎（売買掛）

月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率

1934年上期

1934年下期

1935年上期

1935年下期

1936年上期

1936年下期

1937年上期

1937年下期

1938年上期

1938年下期

102

102

111

111

122

122

134

134

148

148

435

360

470

600

3.2

2.7

3.2

4.1

100

100

107

107

118

118

130

130

142

142

134

143

180

180

270

220

280

310

1.3

1.3

1.5

1.5

2.1

1.7

2.0

2.2

84

84

90

90

99

99

109

109

118

118

145

210

165

210

240

1.5

1.9

1.5

1.8

2.0

決算期
鈴木 勝（メキシコ駐在員） 伊�富郎（売買掛） 水野利重（船舶部派出員）

月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率 月給 特別賞与 倍率

1934年上期

1934年下期

1935年上期

1935年下期

1936年上期

1936年下期

1937年上期

1937年下期

1938年上期

1938年下期

65

65

70

70

78

78

85

85

93

93

87

94

120

130

包100

200

包100

200

包100

300

包100

370

包100

1.2

1.3

1.5

1.7

2.4

2.4

3.2

4.0

62

62

67

67

72

72

79

79

86

86

115

91

120

145

1.5

1.2

1.4

1.7

82

82

88

88

94

94

103

103

112

112

300

280

350

460

2.9

2.7

3.1

4.1

出所） 宮崎清「《桑港支店支店長引継書類》」1939年（Entry#71Container#39）36�37ページほか。

注） 1.鈴木勝の特別賞与欄の「包」は包み金である。これは倍率計算をする際に含んでいない。2.指数は1934

期末現在。



所
長
宮
崎
清
の
特
別
賞
与
（
前
掲
、
第

22表
）
は
上
期
六
三
〇
〇
円
か
ら
下
期
五
五
〇
〇
円
に
低
下
し
て
い
る
。
マ
ニ
ラ
支
店
長
・
シ
ド

ニ
ー
支
店
長
・
カ
ル
カ
ッ
タ
支
店
長
で
も
全
く
同
じ
変
化
（
六
三
〇
〇
円
か
ら
五
五
〇
〇
円
へ
の
低
下
）
を
示
し
て
い
る
の
で
、
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
出
張
所
長
だ
け
が
特
に
不
利
な
査
定
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
三
井
物
産
全
体
の
業
績
低
下
の
た
め
引
き
下
げ
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
宮
崎
の
月
給
相
当
月
数
は
二
一
・
四
か
ら
一
八
・
六
に
低
下
し
て
い
る
も
の
の
、
年
間
で
み
れ
ば
四
〇
か
月
相
当
の
特
別
賞
与
が
支

給
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
そ
の
他
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
職
員
（
店
限
者
を
除
く
）
の
一
九
三
七
年
度
特
別
賞
与
の
月
給
相
当
月
数
を
み
る
と
、
主

任
級
（
所
長
代
理
、
掛
主
任
）
で
は
内
田
堯
（
職
は
所
長
代
理
）
が
上
期
八
・
九
か
月
か
ら
下
期
七
・
一
か
月
へ
引
き
下
げ
ら
れ
（
合
計
一

六
か
月
）
、
月
給
一
三
〇
円
以
上
の
平
社
員
（
掛
員
）
で
は
、
北
出
永
福
（
売
買
掛
）
が
三
・
八
か
月
か
ら
三
・
一
か
月
（
合
計
六
・
九
か

月
）、
三
浦
慎
一
郎
（
機
械
金
物
掛
）
が
三
・
二
か
月
か
ら
二
・
七
か
月
（
合
計
五
・
九
か
月
）、
関
喬
一
郎
（
庶
務
掛
）
が
二
・
一
か
月
か

ら
一
・
七
か
月
（
合
計
三
・
八
か
月
）
へ
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
一
〇
〇
円
以
上
一
三
〇
円
未
満
の
平
社
員
で
は
長
谷
川
又
二
郎
（
売
買
掛
）

が
一
・
九
か
月
相
当
か
ら
一
・
五
か
月
（
合
計
三
・
四
か
月
）
、
奥
村
貞
太
郎
（
売
買
掛
）
が
一
・
九
か
月
か
ら
一
・
五
か
月
（
合
計
三
・

四
か
月
）、
泓
本
賢
太
郎
（
勘
定
掛
）
が
一
・
八
か
月
相
当
か
ら
一
・
六
か
月
（
合
計
三
・
四
か
月
）、
水
野
利
茂
（
船
舶
部
派
出
員
、
売
買

掛
）
が
二
・
九
か
月
か
ら
二
・
七
か
月
（
合
計
五
・
六
か
月
）
へ
引
き
下
が
ら
れ
た
。
月
給
一
〇
〇
円
未
満
の
平
社
員
で
は
伊
藤
富
郎
（
売

買
掛
）
が
一
・
五
か
月
か
ら
一
・
二
か
月
（
合
計
二
・
七
か
月
）
へ
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

し
か
し
引
き
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
者
も
い
る
。
勘
定
掛
主
任
の
星
野
礼
治
で
は
、
上
期
三
・
五
か
月
か
ら
下
期
三
・
七
か
月
へ
（
合
計
七
・

二
か
月
）、
月
給
一
三
〇
円
以
上
の
平
職
員
で
あ
る
勘
定
掛
員
岸
確
一
で
は
上
期
二
・
二
か
月
か
ら
下
期
二
・
五
か
月
（
合
計
四
・
七
か
月
）

へ
と
上
昇
し
て
い
る
。
勘
定
掛
の
業
務
は
直
ち
に
店
の
業
績
に
連
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
三
人
の
う
ち
二
人
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
他
、
一
人
で
メ
キ
シ
コ
に
駐
在
し
て
い
る
鈴
木
勝
（
月
給
一
〇
〇
円
未
満
）
に
つ
い
て
は
困
難
な
状
況
で
の
業
務
が
考
慮
さ
れ
た
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よ
う
で
上
期
・
下
期
と
も
二
・
四
か
月
相
当
（
合
計
四
・
八
か
月
）
と
特
別
に
包
金
一
〇
〇
円
（
合
計
二
〇
〇
円
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
七
年
度
で
は
職
員
全
員
の
月
給
額
に
変
化
が
な
い
の
で
、
上
期
に
比
べ
下
期
に
絶
対
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
者
で
は
月
給
相
当
月

数
が
低
下
し
て
お
り
、
絶
対
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
者
で
は
相
当
月
数
が
上
昇
し
て
い
る
。
相
当
月
数
の
変
化
を
み
る
と
、
所
長
を
含
む
在

籍
正
社
員
の
相
当
月
数
は
一
四
人
中
一
一
人
が
低
下
、
二
人
が
上
昇
、
同
じ
が
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
全
体
お
よ
び

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
の
業
績
低
下
に
照
応
し
て
、
下
期
に
は
ほ
と
ん
ど
の
者
で
絶
対
額
・
相
当
月
数
の
低
下
が
生
じ
て
い
る
も
の
の
、

三
人
に
つ
い
て
は
特
別
な
配
慮
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
年
度
（
一
年
間
）
で
み
る
と
、
所
長
で
は
四
〇
か
月
（
月
給
二
九
五
円
）、
主
任
級
で
は
一
六
か
月
（
同
二
五
九
円
）、
七
・
二
か

月
（
同
二
〇
一
円
）
、
月
給
一
三
〇
円
以
上
の
平
社
員
で
は
六
・
九
か
月
（
同
一
六
七
円
）
、
五
・
七
か
月
（
同
一
三
九
円
）
、
四
・
七
か
月

（
一
四
三
円
）、
四
・
一
か
月
（
同
一
三
〇
円
）、
月
給
一
三
〇
円
未
満
一
〇
〇
円
以
上
の
平
社
員
で
は
五
・
六
か
月
（
同
一
〇
三
円
）、
三
・

四
か
月
（
同
一
〇
九
円
）、
三
・
四
か
月
（
同
一
〇
八
円
）
三
・
四
か
月
（
同
一
〇
〇
円
）、
月
給
一
〇
〇
円
未
満
で
は
四
・
八
か
月
（
同
八

五
円
）
、
二
・
七
か
月
（
同
七
九
円
）
で
あ
る
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
第
一
に
月
給
の
額
が
多
い
者
ほ
ど
、
第
二
に
職
で
は
平
社
員

↓主
任

級

↓所
長
と
い
う
上
位
の
職
へ
い
く
ほ
ど
、
特
別
賞
与
の
絶
対
額
・
月
給
相
当
月
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

と
く
に
主
任
級
と
「
支
店
長
級
」
を
み
る
と
、
主
任
級
に
分
類
し
た
所
長
代
理
内
田
（
月
給
二
五
九
円
）
と
所
長
宮
崎
（
月
給
二
九
五
円
）

と
の
差
は
、
月
給
で
は
年
間
四
三
二
円
（
宮
崎
の
月
給
の
一
二
％
相
当
）
に
対
し
て
、
特
別
賞
与
額
で
は
年
間
七
六
五
〇
円
（
一
万
一
八
〇

〇
円
マ
イ
ナ
ス
四
一
五
〇
円
。
宮
崎
の
六
五
％
）
に
も
拡
大
す
る
。
内
田
と
ほ
ぼ
月
給
が
同
じ
ボ
ン
ベ
イ
支
店
長
加
藤
武
済
（
月
給
二
六
〇

円
）
と
内
田
を
比
べ
て
み
て
も
、
特
別
賞
与
額
は
内
田
の
四
一
五
〇
円
に
対
し
て
加
藤
は
一
万
〇
三
〇
〇
円
に
も
上
る
。
一
八
八
四
年
四
月

生
ま
れ
の
内
田
は
、
一
九
〇
三
年
に
同
志
社
英
文
科
を
卒
業
し
（
大
学
で
は
な
く
専
門
学
校
）
、
か
な
り
後
の
一
九
一
七
年
一
月
に
三
井
物

産
に
入
社
し
て
（
初
め
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
勤
務
）
、
機
械
部
鉄
道
掛
勤
務
の
後
に
一
九
二
五
年
一
一
月
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
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所
売
買
掛
、
一
九
三
〇
年
九
月
所
長
代
理
（
な
お
、
そ
の
後
、
一
九
三
八
年
一
〇
月
に
は
機
械
金
物
主
任
を
兼
務
）
と
な
っ
て
お
り
、
一
九

三
九
年
四
月
に
停
年
退
職
予
定
で
あ
っ
た
（

�）。
こ
の
よ
う
に
停
年
ま
で
あ
と
二
年
ほ
ど
の
、
「
支
店
長
級
」
直
前
に
ま
で
昇
級
し
た
人
の
中
に

は
月
給
が
「
支
店
長
級
」
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準
に
な
る
者
が
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
一
九
三
七
年
の
普
通
賞
与
と
特
別
賞
与
を
合
わ
せ
た
賞
与
に
は
、
第
一
に
著
し
い
累
進
性
が
あ
る
こ
と
、
第

二
に
こ
の
著
し
い
累
進
性
に
は
月
給
に
連
動
す
る
側
面
と
、
役
職
に
連
動
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
業
績
に
連
動
す
る
側
面
も
含

め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
連
動
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
シ
ド
ニ
ー
支
店
の
特
別
賞
与
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
後
述
す
る
。

こ
の
よ
う
に
特
別
賞
与
で
は
、
「
支
店
長
級
」
と
平
社
員
の
月
給
相
当
月
数
の
間
に
隔
絶
し
た
差
が
あ
り
、
し
か
も
月
給
額
に
も
差
が
あ

る
た
め
、
平
社
員
か
ら
「
主
任
級
」
、
さ
ら
に
「
支
店
長
級
」
へ
上
が
る
に
従
っ
て
、
特
別
賞
与
の
絶
対
額
・
月
給
相
当
月
数
は
急
カ
ー
ブ

を
描
い
て
上
昇
す
る
。

で
は
こ
の
よ
う
な
特
別
賞
与
の
著
し
い
累
進
性
は
い
つ
生
ま
れ
た
の
か
。
前
掲
、
第

21表
に
示
し
た
よ
う
に
一
九
二
六
年
頃
に
は
す
で
に

著
し
く
累
進
的
な
支
給
体
系
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
九
二
六
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
支
店
長
会
議
の
際
に
、

支
店
長
（
出
張
所
長
を
含
む
）
が
こ
っ
そ
り
と
集
ま
っ
て
、
支
店
長
へ
の
特
別
賞
与
が
重
役
に
比
べ
て
少
な
す
ぎ
る
か
ら
、
重
役
賞
与
の
支

給
枠
を
削
っ
て
支
店
長
へ
回
す
よ
う
重
役
に
談
判
し
よ
う
と
し
た
際
、
大
連
支
店
長
石
田
礼
助
が
、
第
一
に
重
役
賞
与
の
支
給
枠
を
削
る
の

で
は
な
く
、
利
益
か
ら
回
す
べ
き
で
あ
り
、
第
二
に
支
店
長
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
商
品
取
引
業
務
を
行
っ
て
い
る
掛
主
任
へ
の
支
給
も
増

や
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
た
め
、
こ
の
線
で
重
役
に
談
判
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
結
局
、
支
店
長
側
か
ら
の
要
請

（
支
店
長
と
主
任
の
特
別
賞
与
の
増
額
）
は
重
役
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
）。

し
た
が
っ
て
一
九
二
六
年
の
談
判
当
時
は
す
で
に
「
支
店
長
級
」
で
は
半
期
二
〇
か
月
程
度
、
主
任
級
は
五
～
七
か
月
程
度
の
は
ず
で
あ

り
、
一
九
二
六
年
以
前
に
こ
の
よ
う
な
水
準
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
）。
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い
つ
こ
の
よ
う
な
水
準
に
な
っ
た
か
を
検
討
す
る
際
、
三
つ
の
点
に
留
意
し
た
い
。
第
一
は
、
か
つ
て
特
別
賞
与
の
受
給
者
は
限
ら
れ
た

者
で
あ
っ
た
の
が
、
三
年
以
上
勤
務
職
員
の
す
べ
て
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
こ
の
よ
う
に
下
位
の
職
員
が
支
給
対
象
に
入
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
支
給
し
て
い
た
上
位
者
へ
の
支
給
額
・
月
給
相
当
月
数
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
第
一
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
露
戦
争
前
の
一
九
〇
一
年
下
期
～
一
九
〇
三
年
上
期
で
は
特
別
賞
与
が
支
給
さ
れ
た
者
は
三

五
％
～
四
〇
％
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
期
で
は
総
益
金
に
対
す
る
賞
与
割
当
額
（
普
通
賞
与
と
特
別
賞
与
）
の
比
率
は
五
％
～
七
％

く
ら
い
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
比
率
の
半
分
近
く
が
特
別
賞
与
部
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
、
第

16表
）
。
そ
れ
が
三
年
以
上

勤
務
者
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
九
〇
四
年
上
期
分
の
支
店
長
ク
ラ
ス
（
漁
業
部
長
・
船
舶
部
長
・
営

業
部
長
心
得
を
含
む
）
の
特
別
賞
与
は
平
均
で
月
給
三
・
四
か
月
で
あ
っ
た
（
前
掲
、
第

17表
）
。
そ
れ
が
一
九
二
六
年
頃
で
は
月
給
の
二

〇
か
月
程
度
と
い
う
、
一
九
〇
四
年
上
期
の
六
倍
近
い
水
準
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
者
へ
支
給
し
、
し
か
も
上
位
の

職
の
者
へ
の
支
給
額
を
大
幅
引
き
上
げ
る
に
は
、
特
別
賞
与
の
支
給
原
資
を
か
な
り
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
こ
の
増
加
が

い
つ
か
を
み
よ
う
。

特
別
賞
与
の
変
化
は
前
掲
、
第

2図
の
と
お
り
で
あ
る
。
特
別
賞
与
の
枠
を
、
一
九
一
〇
年
上
期
に
「
総
益
金
（

�）」
の
五
・
五
％
に
設
定
し
、

同
年
下
期
に
五
％
に
引
き
下
げ
た
の
ち
、
一
九
一
四
年
上
期
に
二
倍
の
一
〇
％
に
引
き
上
げ
た
。
そ
れ
以
降
、
一
九
三
七
年
上
期
ま
で
「
総

益
金
」
の
一
〇
％
が
特
別
賞
与
枠
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
三
七
年
下
期
に
な
る
と
「
総
益
金
」
の
一
〇
％
に
三
八
万
円
を
限
度
と
し
て
加

算
し
、
一
九
三
八
年
上
期
で
は
三
五
万
円
、
同
年
下
期
で
は
四
〇
万
円
を
加
算
し
て
い
る
（

�）。
業
績
が
向
上
し
た
一
九
三
七
年
上
期
に
個
々
の

職
員
へ
の
支
給
水
準
を
か
な
り
上
げ
た
た
め
に
、
そ
の
後
の
業
績
低
下
時
に
は
、
「
総
益
金
」
の
一
〇
％
に
加
算
す
る
こ
と
で
支
給
水
準
の

引
き
下
げ
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
支
給
枠
の
変
化
の
う
ち
、
と
く
に
大
き
い
の
は
一
九
一
三
年
下
期
（「
総
益
金
」
の
五
％
）
か
ら
一
九
一
四
年
上
期
（「
総
益
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金
」
の
一
〇
％
）
へ
の
変
化
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
下
期
の
当
期
利
益
金
（
二
六
七
万
円
）
と
一
九
一
四
年
上
期
の
当
期
利
益
金
（
二
五
五

万
円
）
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
（
後
掲
、
第

24表
）
、
お
そ
ら
く
両
期
に
お
け
る
「
総
益
金
」
の
額
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
推
定
さ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
特
別
賞
与
の
枠
が
五
％
か
ら
一
〇
％
へ
と
倍
増
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
伴
い
特
別
賞
与
支
給
の
仕
組
み
に
関
し

て
大
き
な
変
更
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ぎ
の
一
九
一
四
年
下
期
で
は
業
績
が
悪
化
（
当
期
利

益
金
一
四
一
万
円
）
す
る
も
の
の
（
い
っ
た
ん
仕
組
み
を
修
正
か
）
、
一
九
一
五
年
上
期
か
ら
は
第
一
次
大
戦
に
伴
う
好
景
気
に
よ
っ
て
当

期
利
益
金
が
急
増
し
て
い
く
の
で
、
一
九
一
四
年
上
期
の
仕
組
み
に
近
い
も
の
が
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
念
の
た
め
説
明

す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
日
露
戦
争
後
か
ら
一
九
一
〇
年
代
の
間
の
い
く
つ
か
の
期
で
支
給
の
仕
組
み
が
修
正
さ
れ
、
こ
の
修
正
を
経
て
一
九

二
六
年
頃
ま
で
に
仕
組
み
が
定
着
し
た
と
思
わ
れ
（

�）、
こ
の
う
ち
著
し
く
累
進
的
な
支
給
方
法
を
初
め
て
採
用
し
た
の
が
一
九
一
四
年
上
期
分

で
は
な
い
か
と
推
側
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
特
別
手
当
の
支
給
額
が
決
ま
る
過
程
を
み
よ
う
。
一
九
三
一
年
下
期
分
（
一
九
三
一
年
一
〇
月
三
一
日
決
算
）
で
は
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
（

�）。

ま
ず
決
算
日
よ
り
約
一
か
月
半
前
の
一
九
三
一
年
九
月
一
五
日
付
書
状
で
人
事
課
長
が
支
店
長
な
ど
に
対
し
て
特
別
手
当
を
申
請
す
る
よ

う
求
め
て
い
る
。
提
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
三
か
月
後
の
「
十
二
月
十
五
日

�ニ
当
方
ヘ
着
候
様
御
送
付
為
煩
度
候
」
と
し
て
い
る
。
こ
の

書
状
の
宛
先
が
「
部
長
・
課
長
・
支
店
長
・
出
張
所
長
殿
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
提
出
を
求
め
た
相
手
は
、
各
商
品
部
の
部
長
、
船
舶
部

長
、
造
船
部
長
、
本
店
内
の
業
務
課
長
・
調
査
課
長
・
文
書
課
長
な
ど
、
各
支
店
長
、
各
出
張
所
長
で
あ
る
。
実
際
に
は
本
店
内
の
人
事
課

長
自
身
も
申
請
書
（
人
事
課
職
員
分
）
を
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
成
者
全
体
を
「
部
店
長
等
」
と
表
記
す
る
。

そ
の
際
「
御
申
請
ハ
必
ズ
総
額
ニ
於
テ
絶
対
ニ
前
季
支
給
額
ヲ
限
度
ト
セ
ラ
レ
度
」
、
「
按
分
比
例
ニ
テ
減
額
ノ
結
果
ハ
却
而
店
員
間
ノ
均

衡
ヲ
失
ス
ル
因
ト
モ
可
相
成
恐
有
之
候
間
、
断
シ
テ
御
見
合
セ
相
願
申
上
候
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
示
は
、
前
季
に
比
し
、
「
利
益
之
減
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少
ヲ
予
想
セ
ラ
レ
」
る
た
め
で
あ
り
、
通
例
の
指
示
で
は
な
い
。
特
に
注
目
さ
れ
る
指
示
は
、
按
分
比
例
で
支
給
額
を
減
額
し
て
は
な
ら
ず
、

各
人
の
業
績
等
を
適
切
に
評
価
し
て
金
額
を
記
す
よ
う
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

特
別
手
当
申
請
書
の
様
式
自
体
は
未
見
の
た
め
、
上
記
書
状
の
文
言
と
「
勤
務
手
当
」
を
計
算
す
る
た
め
の
様
式
（
桑
港
出
張
所
「
勤
惰

報
告
（

�）」
）
か
ら
推
測
す
る
と
、
①
「
月
給
」
、
②
「
姓
名
」
、
③
「
所
属
掛
」
、
④
「
出
張
日
数
」
、
⑤
「
欠
勤
数
」
、
⑦
「
遅
刻
回
数
」
、
⑧

「
前
季
支
給
額
（

�）」、
⑨
「
普
通
一
ケ
月
分
」（
月
給
の
一
か
月
相
当
分
）
の
数
値
、
⑩
「
位
置
」（
支
店
長
代
理
、
掛
主
任
な
ど
の
役
職
）
の
数

値
、
⑪
「
功
績
」
の
数
値
、
⑫
「
特
記
事
項
」
な
ど
を
記
す
欄
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、「
先
年
来
常
務
ノ
御
希
望
モ
有
之
申
請
欄
ヲ
普
通
一
ケ
月
分
ト
位
置
、
功
績
、
勤
怠
ニ
対
ス
ル
増
減
欄
ト
ニ
区
別
相
願
居
候
得
共
、

右
ハ
実
際
上
区
分
困
難
ニ
テ
効
果
無
之
様
被
存
候
間
、
御
区
別
ニ
ハ
不
及
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、
月
給
の
一
か
月
相

当
分
の
欄
、
「
位
置
」
の
欄
、
「
功
績
」
の
欄
、
「
勤
怠
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
増
減
（
前
期
と
の
差
）
の
数
値
は
も
は
や
記
入

不
要
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
若
林
幸
男
が
検
討
し
た
一
九
二
六
年
上
期
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
に
お
け
る
支
店
長
作
成
の
算
定
書
で
は
、

月
給
の
一
か
月
半
相
当
の
数
値
に
位
置
の
数
値
、
功
績
の
数
値
、
包
金
の
数
値
（
羊
毛
担
当
別
俸
）
の
三
つ
を
加
算
し
て
、
支
店
か
ら
の
各

人
に
つ
い
て
の
申
請
額
と
し
て
い
る
の
で
（

�）、
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
一
九
三
一
年
下
期
で
は
基
礎
部
分
（「
普
通
」）
が
半
月
分
少
な
く
な
り
、

包
金
の
欄
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
新
た
に
「
勤
怠
」
の
数
値
を
設
け
て
加
算
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
若
林
論
文
に
引
用
さ
れ

て
い
る
一
九
二
五
年
下
期
特
別
賞
与
に
関
す
る
人
事
課
長
の
書
状
に
は
「
勤
怠
に
属
す
る
増
減
欄
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

支
店
長
に
よ
る
算
定
で
は
「
勤
怠
」
の
数
値
が
加
算
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
加
算
す
る
項
目
と
し
て
「
勤
怠
」
欄
（
実
際
に
は
欠
勤

の
数
値
と
思
わ
れ
る
）
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
①
の
「
月
給
欄
ニ
ハ
本
年
十
月
三
十
一
日
現
在
ノ
給
料
ヲ
漏
ナ
ク
御
記
入
」
さ
れ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
期
末
決
算

日
時
点
で
の
月
給
額
を
記
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
⑫
の
「
特
記
事
項
」
欄
に
つ
い
て
は
、
「
特
功
者
ニ
対
シ
テ
ハ
特
記
事
項
欄
ニ
必
ズ
其
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事
実
ノ
要
領
ヲ
御
記
入
被
下
度
」
と
指
示
し
、
「
単
ニ
特
功
者
、
殊
勲
者
又
ハ
優
秀
等
之
記
入
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
詮
衡
上
差
支
」
が
あ
る
の
で
、

「
特
ニ
其
功
績
ノ
次
第
ヲ
」
「
添
記
」
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
「
特
記
事
項
」
欄
に
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
「
御
記
入
為
難
相
成
分
ハ
別
ニ
添
申

書
御
認
被
下
度
候
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
「
前
季
ハ
病
気
欠
勤
其
他
之
事
由
ニ
テ
特
別
手
当
ヲ
減
額
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
当
季
ハ
夫
等
ノ
事

情
ナ
キ
為
メ
増
額
ヲ
要
ス
ル
分
、
若
ク
ハ
之
ト
反
対
ニ
当
季
ハ
病
気
欠
勤
其
他
ノ
事
由
ニ
依
リ
減
額
ヲ
要
ス
ル
向
等
ハ
必
ズ
特
記
事
項
欄
ニ

要
領
ヲ
御
記
入
被
下
度
」
と
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
幅
に
増
額
し
た
り
、
減
額
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
特
記
す
る

よ
う
求
め
て
い
る
。

な
お
、
特
別
に
功
績
の
あ
っ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
「
包
金
支
給
ハ
特
種
之
事
情
ナ
キ
限
リ
可
成
之
ヲ
廃
ス
ル
方
針
ニ
付
、
特
別
手
当
ニ

テ
調
節
シ
包
金
ノ
申
請
ハ
可
成
御
見
合
相
成
度
候
」
と
し
て
お
り
、
通
常
の
特
別
手
当
と
は
別
に
支
給
す
る
包
金
は
特
種
な
事
情
が
な
い
限

り
申
請
し
て
は
な
ら
ず
、
特
別
な
功
績
の
部
分
を
通
常
の
特
別
手
当
の
額
に
含
め
て
申
請
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
で
記
入
さ
れ
た
各
欄
の
数
値
は
判
明
し
な
い
。
そ
の
た
め
若
林
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
九
二
六
年
上
期

の
シ
ド
ニ
ー
支
店
で
支
店
長
が
記
入
し
た
数
値
を
み
よ
う
（

�）。
ま
ず
、
基
礎
部
分
は
、
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て
、
月
給
の
一
・
五
か
月
相
当

で
あ
る
。
こ
の
基
礎
部
分
に
以
下
の
欄
の
数
値
が
加
算
さ
れ
て
い
る
。

「
位
置
」
欄
で
は
店
長
代
理
・
羊
毛
掛
主
任
と
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員
首
席
の
二
名
が
一
〇
〇
〇
円
、
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員
首
席
代
理
・
小

麦
掛
主
任
が
七
〇
〇
円
、
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
代
理
（
臨
時
）
・
雑
貨
掛
主
任
が
五
〇
〇
円
で
あ
る
。
四
人
の
月
給
相
当
月
数
を
計
算
す
る
と

順
に
四
・
九
か
月
、
五
・
三
か
月
、
四
・
三
か
月
、
三
・
三
か
月
と
な
り
、
役
職
に
つ
く
と
大
幅
な
加
算
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、

利
益
に
直
接
関
わ
ら
な
い
勘
定
掛
で
は
、「
位
置
」
欄
に
シ
ド
ニ
ー
支
店
勘
定
掛
主
任
が
一
〇
〇
円
（
〇
・
九
か
月
）、
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員

勘
定
掛
員
が
三
〇
円
（
〇
・
四
か
月
）
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
勘
定
掛
の
場
合
、
掛
員
（
平
社
員
）
で
も
「
位
置
」
欄
に
数
値
が
記
入
さ
れ

る
も
の
の
、
し
か
し
主
任
に
昇
格
し
て
も
大
幅
な
増
額
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
念
の
た
め
述
べ
れ
ば
、
勘
定
掛
員
以
外
で
は
「
位
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置
」
欄
で
の
数
値
の
記
入
は
な
い
。
な
お
、
出
張
員
首
席
に
は
、
「
支
店
長
職
務
権
限
規
程
」
が
準
用
さ
れ
、
支
店
長
代
理
・
主
任
よ
り
も

強
い
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
代
理
・
羊
毛
掛
主
任
と
同
じ
一
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。

「
功
績
」
欄
で
は
、
最
終
的
な
申
請
額
を
切
り
の
よ
い
数
値
に
調
整
す
る
た
め
に
、
切
り
の
悪
い
数
値
が
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

上
記
四
人
の
役
職
者
で
月
給
が
多
い
順
に
記
す
と
、
一
一
九
二
円
五
〇
（
五
・
八
か
月
相
当
）、
一
七
一
五
円
（
九
・
〇
か
月
相
当
）、
八
五

五
円
五
〇
（
五
・
二
か
月
相
当
）
、
三
七
〇
円
五
〇
（
二
・
四
か
月
相
当
）
で
あ
る
。
四
人
の
う
ち
三
人
で
は
「
位
置
」
欄
の
数
値
を
上
回

る
数
値
と
な
っ
て
お
り
、
役
職
者
の
場
合
に
は
業
績
（
「
功
績
」
）
評
価
の
数
値
の
方
が
役
職
評
価
の
数
値
を
上
回
る
人
が
多
い
。
「
功
績
」

欄
で
飛
び
抜
け
て
多
い
一
七
一
五
円
の
者
は
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員
首
席
で
あ
る
。
な
お
、
シ
ド
ニ
ー
支
店
勘
定
掛
主
任
の
村
瀬
新
一
郎

（
「
川
瀬
新
一
郎
」
と
い
う
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
）
で
は
三
二
九
円
（
二
・
九
か
月
相
当
）
も
の
数
値
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
勘

定
掛
の
業
務
は
店
の
利
益
の
増
減
と
直
接
関
係
し
な
い
。
し
か
し
村
瀬
の
場
合
に
は
為
替
リ
ス
ク
の
独
特
の
ヘ
ッ
ジ
や
遊
資
の
運
用
で
か
な

り
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（

�）。
掛
員
の
う
ち
月
給
一
〇
五
円
以
上
の
者
で
は
、
四

人
す
べ
て
で
「
功
績
」
欄
の
数
値
が
基
礎
部
分
（
月
給
の
一
・
五
か
月
）
を
上
回
っ
て
い
る
。
月
給
の
高
い
順
に
「
功
績
」
欄
の
数
値
を
あ

げ
る
と
、
一
二
三
円
（
一
・
〇
か
月
相
当
）、
一
七
七
円
五
〇
（
一
・
五
か
月
相
当
）、
三
二
九
円
（
二
・
九
か
月
相
当
）、
一
八
五
円
（
一
・

七
か
月
相
当
）
、
二
二
二
円
五
〇
（
二
・
一
か
月
相
当
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
月
給
一
〇
五
円
以
上
の
平
社
員
で
は
、
二
・
九
か
月
相
当

か
ら
一
・
〇
か
月
相
当
の
間
に
分
布
し
て
お
り
、
主
任
級
以
上
の
五
人
（
九
・
〇
か
月
相
当
か
ら
二
・
四
か
月
相
当
）
よ
り
も
低
位
に
あ
る
。

つ
ぎ
に
月
給
一
〇
五
円
未
満
の
平
社
員
を
み
る
と
、
九
人
の
う
ち
七
人
の
「
功
績
」
欄
の
数
値
が
基
礎
部
分
を
下
回
っ
て
お
り
、
上
回
っ

て
い
る
も
の
は
二
人
に
過
ぎ
な
い
。
評
価
ゼ
ロ
も
一
人
お
り
、
こ
の
職
員
は
前
期
で
も
前
々
期
で
も
ゼ
ロ
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
月

給
一
〇
五
円
未
満
の
平
社
員
の
場
合
に
は
「
功
績
」
が
評
価
さ
れ
て
数
値
が
記
入
さ
れ
る
も
の
の
、
基
礎
部
分
を
下
回
っ
て
い
る
も
の
八
人

（
ゼ
ロ
を
除
く
）
で
は
、
〇
・
六
か
月
相
当
か
ら
〇
・
二
月
相
当
の
間
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
基
礎
部
分
を
上
回
っ
て
い
る
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者
二
人
の
う
ち
一
人
（
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員
羊
毛
掛
）
で
は
二
三
九
円
（
二
・
五
か
月
相
当
）
に
も
な
っ
て
お
り
、
「
特
記
事
項
」
欄
に
高

評
価
の
理
由
と
し
て
羊
毛
取
引
で
高
い
利
益
を
挙
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（

�）。
も
う
一
人
（
シ
ド
ニ
ー
支
店
羊
毛
練
習
生
）

は
五
六
円
（
一
・
二
か
月
相
当
）
で
「
特
記
事
項
」
欄
に
「
文
才
（「
商
才
」
の
誤
読
か
…
…
引
用
者
）
乏
し
き
も
」、
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
ワ
ー

ク
の
机
上
事
務
を
能
率
よ
く
処
理
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
月
給
一
〇
五
円
未
満
の
者
で
も
、
月
給
額
を
上
回
る
額
が

「
功
績
」
欄
に
記
さ
れ
る
例
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
者
は
基
礎
部
分
を
下
回
る
額
で
あ
る
。

以
上
の
「
功
績
」
欄
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
平
社
員
（
月
給
が
低
い
者
）、
平
社
員
（
月
給
が
高
い
者
）、
支
店
長
代
理
・
主

任
、
出
張
員
首
席
の
順
に
絶
対
額
・
相
当
月
数
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
り
、
な
か
で
も
月
給
額
で
上
位
三
人
の
役
職
者
で
は
、
基
礎
部
分

（
月
給
の
一
・
五
か
月
）
に
多
額
の
役
職
（
「
位
置
」
）
分
が
加
算
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
役
職
分
を
も
上
回
る
額
が
「
功
績
」
分
と
し

て
加
算
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
特
別
手
当
に
関
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
職
員
（
支
店
長
を
除
く
）
の
特
別
賞
与
（「
包
」
を
除
く
）

は
三
項
目
（
基
礎
部
分
、「
位
置
」、「
功
績
」）
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
に
、「
損
益
明
細
表
」

に
表
れ
る
各
職
員
の
業
績
が
そ
の
ま
ま
特
別
賞
与
の
額
に
反
映
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
職
員
が
大
き
な
利
益
を
挙

げ
た
と
し
て
も
、
そ
の
評
価
は
三
項
目
の
う
ち
の
「
功
績
」
欄
で
高
く
な
り
、
基
礎
部
分
、
「
位
置
」
の
数
値
は
上
昇
し
な
い
。
第
二
に
、

「
功
績
」
欄
の
数
値
は
、
掛
員
（
平
社
員
）
よ
り
も
掛
主
任
や
出
張
員
首
席
の
数
値
の
方
が
ず
っ
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
主
任
の
場
合
に
は

掛
全
体
の
業
務
に
責
任
を
負
っ
て
掛
員
を
指
揮
し
、
出
張
員
首
席
の
場
合
に
は
出
張
員
事
務
所
全
体
の
業
務
に
責
任
を
負
っ
て
所
員
を
指
揮

す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
掛
員
よ
り
も
高
い
だ
け
で
な
く
、
勘
定
掛
を
含
む
掛
主
任
と
出
張

員
首
席
の
合
計
五
人
の
う
ち
、
四
人
で
は
自
ら
の
役
職
分
を
も
上
回
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
職
員
に
対
す
る
業
績
評
価
は
、
掛
員
よ

り
も
掛
主
任
な
ど
の
役
職
者
に
お
い
て
、
ず
っ
と
強
く
数
値
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
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な
お
、
こ
の
他
に
、
「
包
」
（
つ
つ
み
）
金
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
包
」
金
は
、
特
に
多
忙
な
業
務
に
従
事
し
て
い
る
と
か
、
独

自
の
業
務
上
の
工
夫
を
考
え
出
し
た
と
か
、
様
々
な
理
由
に
よ
り
、
賦
与
さ
れ
る
特
殊
な
特
別
手
当
で
あ
る
。
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
は
、
羊
毛

取
扱
担
当
者
に
つ
い
て
、
通
常
の
特
別
手
当
と
は
別
に
、
「
包
」
金
を
申
請
し
て
い
る
。
申
請
額
は
、
最
大
が
シ
ド
ニ
ー
支
店
羊
毛
掛
主
任

の
一
〇
〇
円
、
以
下
、
五
〇
円
が
二
人
（
主
任
）、
二
〇
円
が
二
人
の
合
計
五
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
二
六
年
上
期
の
特
別
賞
与
に
つ
い
て
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
の
申
請
に
対
し
て
三
井
物
産
本
部
で
は
こ
れ
を
審
査
し
て
額

を
決
定
し
た
。
職
員
一
九
人
の
う
ち
、
異
動
の
た
め
に
決
定
額
が
不
明
な
三
人
（
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員
首
席
、
同
首
席
代
理
、
シ
ド
ニ
ー
店

雑
貨
掛
兼
庶
務
掛
）
を
除
く
一
六
人
で
み
る
と
、
決
定
額
（
「
包
」
を
含
む
）
が
申
請
額
よ
り
も
減
額
さ
れ
た
者
は
四
人
、
同
額
の
者
は
一

二
人
で
あ
る
。
不
明
の
一
人
は
基
礎
部
分
（
一
・
五
か
月
）
だ
け
の
申
請
額
な
の
で
、
決
定
額
は
同
額
の
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ

と
ん
ど
の
者
が
申
請
ど
お
り
の
額
で
あ
る
。
役
職
別
で
み
る
と
、
主
任
級
以
上
で
減
額
さ
れ
た
者
は
一
人
、
平
社
員
で
減
額
さ
れ
た
者
は
三

人
で
あ
る
。
こ
の
三
人
は
平
社
員
の
な
か
で
も
申
請
額
の
高
額
な
者
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
決
定
さ
れ
た
特
別
賞
与
の
月
給
相
当
月
数
を
、
就
職
案
内
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
月
給
相
当
月
数
と
比
較
対
照
し
て
み
よ
う
。

再
説
す
る
と
、
三
井
物
産
が
公
表
し
て
い
た
一
九
二
六
年
頃
の
特
別
賞
与
支
給
月
数
は
（
前
掲
、
第

21表
）
、
①
支
店
長
級
が
二
〇
か
月

程
度
、
②
本
給
一
〇
〇
円
以
上
の
主
任
級
が
五
か
月
分
以
上
七
か
月
分
程
度
、
③
本
給
七
五
円
以
上
一
〇
〇
円
ま
で
の
平
社
員
が
二
か
月
内

外
、
④
本
給
七
五
円
以
下
の
平
社
員
が
一
か
月
半
（
一
・
五
か
月
）
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
一
・
五
か
月
分
は
基
礎
部
分
で
あ
る
の

で
、
④
は
こ
の
基
礎
部
分
だ
け
か
、
そ
れ
に
若
干
の
加
算
が
あ
る
程
度
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
区
分
に
は
支
店
長
よ
り

下
の
出
張
所
長
・
出
張
員
首
席
が
ど
の
程
度
か
が
表
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
本
給
（
月
給
）
一
〇
〇
円
以
上
の
平
社
員
も
ど
の
程
度
か

が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
表
さ
れ
た
も
の
は
職
員
全
体
を
区
分
し
た
際
の
、
一
部
の
区
分
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
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公
表
さ
れ
て
い
な
い
区
分
が
ど
の
よ
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
資
料
上
の
制
約
の
た
め
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
公
表
さ
れ

て
い
る
区
分
と
比
較
す
る
と
、
各
職
員
の
特
別
賞
与
の
月
数
が
ど
の
水
準
に
あ
る
か
を
み
よ
う
。
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員
首
席
の
申
請
額
は
職

員
中
最
大
の
三
〇
〇
〇
円
（
一
五
・
八
か
月
）
で
あ
り
、
三
番
目
の
メ
ル
ボ
ル
ン
出
張
員
首
席
代
理
・
小
麦
掛
主
任
の
申
請
額
は
八
〇
〇
円

（
一
一
・
〇
か
月
）
で
あ
る
。
決
定
額
が
や
や
減
額
さ
れ
た
と
仮
定
し
て
も
、
申
請
額
が
二
番
目
（
決
定
額
は
同
額
）
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
長

代
理
（
二
六
〇
〇
円
、
一
二
・
七
か
月
）
と
あ
わ
せ
た
三
人
は
、
①
の
二
〇
か
月
よ
り
は
か
な
り
少
な
い
も
の
の
、
主
任
の
場
合
と
さ
れ
て

い
る
②
の
五
～
七
か
月
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。
申
請
額
四
番
目
（
一
一
〇
〇
円
）
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
長
代
理
（
臨
時
）
・
雑
貨
主
任

（
決
定
額
一
〇
〇
〇
円
、
六
・
五
か
月
）、
申
請
額
六
番
目
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
勘
定
掛
主
任
（
決
定
額
は
同
額
の
六
〇
〇
円
、
五
・
三
か
月
）

で
あ
り
、
②
の
範
囲
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
張
員
首
席
や
、
主
任
で
も
支
店
長
代
理
を
兼
務
す
る
者
で
は
、
②
の
月
数
を
大
幅
に
上
回

る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
本
給
一
〇
五
円
以
上
の
平
社
員
で
は
、
決
定
額
の
月
数
が
五
・
三
か
月
～
二
・
五
か
月
で
あ
り
、
本

給
一
〇
〇
円
未
満
七
五
円
以
上
の
平
社
員
の
場
合
と
さ
れ
て
い
る
③
（
二
か
月
内
外
）
を
上
回
っ
て
い
る
。
本
給
一
〇
五
円
未
満
八
〇
円
以

上
の
平
社
員
で
は
、
③
の
範
囲
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
者
が
五
人
（
二
・
三
か
月
～
一
・
七
か
月
）、
大
幅
に
上
回
る
者
一
人
（
四
・
三
か
月
）、

大
幅
に
下
回
る
者
一
人
（
申
請
額
一
五
六
円
、
一
・
五
か
月
。
決
定
額
同
額
と
推
定
）
で
あ
る
。
本
給
が
五
二
円
と
四
六
円
の
平
社
員
で
は
、

二
・
四
か
月
と
二
・
七
か
月
で
あ
り
、
④
（
本
給
七
五
円
未
満
の
平
社
員
、
一
・
五
か
月
程
度
）
を
大
幅
に
上
回
っ
て
お
り
、
③
相
当
の
月

数
で
あ
る
。
二
人
と
も
「
特
記
事
項
」
欄
に
高
評
価
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
二
六
年
上
期
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
で
み
る

と
、
公
表
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
区
分
の
間
に
も
、
細
か
な
区
分
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
六
年
上
期
に
お
け
る
三
井

物
産
全
職
員
の
特
別
手
当
の
月
給
相
当
月
数
を
図
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
④
か
ら
①
へ
と
飛
び
飛
び
に
（
非
連
続
的
に
）
月
数
が

急
増
す
る
の
で
は
な
く
、
連
続
的
に
急
増
す
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
特
別
手
当
申
請
書
の
作
成
者
が
誰
か
に
つ
い
て
み
る
と
、
部
店
長
等
が
店
内
の
職
員
の
勤
務
状
態
を
把
握
で
き
る
よ
う
な
店
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で
は
、
部
店
長
等
が
自
ら
案
を
作
成
し
て
自
分
以
外
の
職
員
の
特
別
手
当
の
額
を
申
請
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
阪
支
店
の
よ
う
な

大
店
で
は
、
部
店
長
等
自
ら
が
総
て
の
職
員
に
つ
い
て
業
績
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
掛
主
任
が
当
該
掛
員
に
つ
い
て
案
を

作
成
し
て
部
店
長
等
に
提
出
し
、
部
店
長
等
が
そ
れ
を
補
正
す
る
と
と
も
に
掛
主
任
の
分
を
加
え
て
、
人
事
課
へ
申
請
し
た
よ
う
で
あ
る
（

�）。

部
店
長
等
か
ら
特
別
手
当
申
請
書
が
本
店
本
部
の
人
事
課
へ
提
出
さ
れ
る
と
、
人
事
課
で
調
整
さ
れ
た
の
ち
、
取
締
役
の
間
で
検
討
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
三
一
年
下
期
に
つ
い
て
は
文
書
が
未
見
な
の
で
、
一
九
三
一
年
上
期
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
貴
役
ノ
申
請
ヲ
参
酌
シ

当
季
会
社
全
体
ノ
成
績
及
各
店
間
ノ
均
衡
等
ヲ
考
量
シ
慎
重
詮
衡
ノ
末
、
査
定
」
し
、
会
社
の
利
益
金
が
前
期
よ
り
も
「
幾
分
減
少
ノ
結
果
、

支
給
額
ニ
於
テ
前
季
ニ
比
シ
減
額
之
者
有
之
（

�）」
と
本
店
で
減
額
査
定
し
た
者
が
あ
る
旨
を
説
明
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
一
九
三
一
年
下
期
に

比
べ
会
社
の
業
績
が
好
転
し
た
一
九
三
二
年
上
期
で
は
「
本
季
ノ
利
益
金
ハ
会
社
全
体
ト
シ
テ
前
季
ヨ
リ
多
少
増
加
ノ
結
果
、
支
給
額
モ
前

季
ニ
比
シ
増
額
致
置
候
（

�）」
と
し
て
お
り
、
部
店
長
か
ら
の
申
請
額
よ
り
も
増
額
し
て
査
定
し
て
い
る
。

な
お
、
人
事
課
か
ら
「
最
高
幹
部
」
（
社
長
・
常
務
取
締
役
な
ど
）
へ
提
出
さ
れ
た
案
に
つ
い
て
、
伊
藤
与
三
郎
（
一
九
三
九
年
に
常
務

取
締
役
就
任
）
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ま
り
格
差
の
あ
る
も
の
は
目
に
つ
く
か
ら
、
そ
れ
を
た
だ
し
ま
す
が
、
申
請
を
だ
い
た
い
そ
の
ま
ま

許
可
し
て
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
（

�）」
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
一
四
年
～
一
九
三
四
年
初
め
ま
で
人
事
課
長
を
取
締
役
田
中
文
蔵
が
兼
務
し
て

い
た
た
め
、
そ
の
田
中
が
人
事
課
長
の
時
代
か
ら
人
事
課
で
案
が
固
ま
り
、
「
最
高
幹
部
」
が
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
部
店
長
と
本
店
本
部
の
課
長
・
掛
長
（「
店
長
」）
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
文
書
課
が
原
案
を
作
成
し
、
取
締
役
が
そ
れ
を
検
討

し
て
査
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
議
案
が
最
初
に
取
締
役
会
に
提
出
さ
れ
た
の
は
一
九
三
四
年
上
期
分
の
「
店
長
特
別
手
当
支
給
案
」

（
議
案
番
号
の
な
い
号
外
、
一
九
三
四
年
七
月
二
四
日
提
出
）
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
三
六
年
下
期
分
か
ら
毎
期
議
案
が
取
締
役
に
提
出

さ
れ
、
さ
ら
に
三
井
合
名
会
社
（
の
ち
三
井
総
元
方
）
に
回
付
さ
れ
て
承
認
を
得
て
い
る
（

�）。
一
九
三
九
年
下
期
分
と
一
九
四
一
年
上
期
分
で
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み
る
と
、
使
用
人
（
月
給
者
）
に
対
す
る
店
長
の
数
の
比
率
が
一
・
六
％
と
一
・
七
％
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
使
用
人
特
別
手
当
に
占
め
る

「
店
長
」
分
の
額
は
一
七
・
四
％
と
一
六
・
九
％
を
占
め
、「
店
長
」
に
対
し
て
手
厚
い
割
当
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（

�）。

6.

重
役

賞
与

の
支

給
（

一
九

〇
九

年
以

降
）

一
九
〇
九
年
一
〇
月
設
立
の
三
井
物
産
株
式
会
社
で
は
、
設
立
以
来
、
「
利
益
（

�）」
の
一
〇
％
を
重
役
賞
与
と
し
て
取
締
役
に
分
配
し
て
い

た
（
三
井
銀
行
、
三
井
鉱
山
で
も
同
様
（

�））
。
こ
の
や
り
方
は
、
池
田
成
彬
が
一
九
三
三
年
九
月
二
一
日
に
三
井
合
名
会
社
筆
頭
常
務
理
事
に

就
任
し
て
、
三
井
財
閥
の
改
革
を
推
し
進
め
、
そ
の
一
環
と
し
て
三
井
物
産
の
重
役
賞
与
割
当
比
率
を
引
き
下
げ
さ
せ
る
ま
で
続
い
た
。

「
利
益
」
の
一
割
の
算
出
方
法
を
第

3図
で
み
よ
う
。
こ
の
う
ち
「
概
算
」
の
部
分
は
、
一
九
一
八
年
下
期
決
算
（
一
九
一
八
年
一
〇
月

三
一
日
決
算
）
の
際
、
各
店
か
ら
上
が
っ
て
く
る
数
値
が
確
定
す
る
直
前
に
、
本
店
本
部
の
会
計
担
当
者
が
「
総
益
金
」
か
ら
様
々
な
経
費

を
控
除
し
て
「
当
期
利
益
金
」（
公
表
純
益
金
）
の
額
を
試
算
し
、
さ
ら
に
利
益
金
の
処
分
を
試
算
し
た
も
の
で
あ
る
。「
実
際
の
決
算
（
一

九
一
八
年
一
〇
月
三
一
日
決
算
）
」
は
、
こ
の
「
概
算
」
で
の
経
費
控
除
の
仕
方
と
利
益
処
分
の
仕
方
を
用
い
て
、
筆
者
が
「
総
益
金
」
の

部
分
に
確
定
し
た
数
値
を
代
入
し
、
実
際
の
「
株
主
総
会
で
の
利
益
金
処
分
」
の
数
値
を
使
い
、
こ
れ
ら
の
確
定
値
以
外
の
数
値
を
算
出
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
実
際
の
決
算
（
一
九
一
八
年
一
〇
月
三
一
日
決
算
）」
の
方
で
ど
の
よ
う
な
操
作
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
み

よ
う
。

第
一
に
、
「
総
益
金
」
の
数
値
は
、
各
店
の
損
益
と
本
店
本
部
の
損
益
を
合
計
し
た
だ
け
の
数
値
で
は
な
く
、
合
計
し
た
も
の
か
ら
不
動

産
の
減
価
償
却
費
や
所
得
税
引
当
を
除
い
た
後
の
数
値
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
総
益
金
」
か
ら
ま
ず
「
戦
時
利
得
税
引
当
」
が
控
除
さ
れ
、

こ
れ
を
控
除
し
た
あ
と
の
数
値
が
「
使
用
人
特
別
手
当
」
（
特
別
賞
与
）
を
算
出
す
る
た
め
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
戦
時
利
得
税
法
は
一

九
一
八
年
一
月
一
日
を
含
む
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
、
講
和
条
約
調
印
の
一
九
一
九
年
六
月
二
八
日
の
属
す
る
事
業
年
度
限
り
で
廃
止
さ
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れ
た
の
で
（

�）、
三
井
物
産
に
即
し
て
み
る
と
、
一
九
一
七
年
上
期
～
一
九
一
八
年
下
期
ま
で
の
四
期
の
決
算
で
戦
時
利
得
税
引
当
を
必
要
と
し

た
。
戦
時
利
得
税
分
は
第
一
次
大
戦
が
終
了
す
る
と
消
滅
す
る
た
め
、
こ
の
特
例
の
引
当
金
が
な
い
通
常
の
期
で
は
「
総
益
金
」
の
一
〇
％

が
「
使
用
人
特
別
手
当
」
と
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に
、
通
常
で
は
、
重
役
賞
与
は
、
「
総
益
金
」
か
ら
特
別
賞
与
（
特
別
手
当
）
、
普
通
賞
与
（
「
使
用
人
臨
時
手
当
」
）
、
使
用
人
向
け

の
「
恩
給
基
金
」、
三
井
銀
行
・
三
井
鉱
山
な
ど
も
拠
出
す
る
「
共
用
費
」
を
控
除
し
て
え
ら
れ
た
数
値
（
こ
れ
を
便
宜
上
、「
利
益
」
と
表

記
す
る
。
一
九
一
八
年
下
期
決
算
で
は
二
一
二
二
万
一
六
七
八
円
四
三
）
の
一
〇
％
が
重
役
賞
与
と
な
る
。
戦
時
利
得
税
引
当
を
控
除
し
て

も
一
九
一
八
年
下
期
決
算
で
重
役
賞
与
は
二
一
二
万
二
一
〇
〇
円
も
の
高
額
で
あ
る
。

第
四
に
、
と
こ
ろ
が
全
額
で
は
な
く
一
七
七
万
二
一
〇
〇
円
を
重
役
賞
与
（「
重
役
手
当
」）
と
し
て
控
除
し
て
い
る
。
差
額
の
三
五
万
円

は
、
株
主
総
会
で
承
認
さ
れ
る
利
益
金
処
分
案
の
「
役
員
賞
与
並
交
際
費
」
五
〇
万
円
（
役
員
賞
与
＝
重
役
賞
与
三
五
万
円
と
役
員
交
際
費

一
五
万
円
）
へ
回
さ
れ
、
利
益
金
か
ら
処
分
さ
れ
る
（
捻
出
さ
れ
る
）
よ
う
に
操
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
刊
行
さ
れ
た
「
営
業
報
告
書
」

だ
け
を
み
る
と
、
重
役
賞
与
は
五
〇
万
円
よ
り
も
少
な
い
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
二
一
二
万
二
一
〇
〇
円
が
重
役
賞
与

に
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
株
主
総
会
で
承
認
さ
れ
る
利
益
金
処
分
に
含
ま
れ
て
い
る
重
役
賞
与
の
額
（
第

24表
。
一
九

二
〇
年
下
期
ま
で
は
交
際
費
を
含
ん
だ
数
値
）
は
、
重
役
賞
与
の
一
部
で
あ
り
、
実
際
の
重
役
賞
与
は
こ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
額
で
あ
っ

た
。第
五
は
、
本
稿
の
論
旨
に
関
係
し
な
い
操
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
井
物
産
の
決
算
・
業
績
を
考
察
す
る
際
に
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
操
作
な
の
で
、
こ
こ
で
指
摘
す
る
。
そ
の
操
作
は
、
「
重
役
手
当
」
控
除
後
の
数
値
か
ら
「
時
局
損
失
準
備
金
」
四
五
〇
万
円
を
控
除

し
、
こ
の
準
備
金
が
公
表
さ
れ
ず
に
（
積
立
金
引
当
に
す
る
と
公
表
さ
れ
ず
に
）
、
リ
ザ
ー
ブ
（
秘
密
積
立
金
）
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
四
五
〇
万
円
は
、
も
し
翌
期
に
取
り
崩
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
公
表
さ
れ
る
翌
期
末
の
貸
借
対
照
表
の
、
い
ず
れ
か
の
積
立
金
の
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貸借対照表（1918年10月31日現在）

負債の部

株金 100,000,000.00

法定積立金 5,200,000.00

特別積立金 11,000,000.00

時局準備積立金 4,000,000.00

戦時利得税支払引当金 2,750,000.00

船舶修繕並保険積立金 4,665,665.47

仕払手形 148,043,633.93

取引先勘定 97,218,319.80

銀行勘定 �

未達為替取組勘定 52,950,117.42

債務勘定 196,508,011.37

使用人恩給基金 977,145.69

前期繰越金 518,948.34

当期利益金 17,949,578.43

貸借対照表

（1919年4月30日現在）

100,000,000.00

6,200,000.00

21,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

7,817,584.03

186,703,624.20

112,131,592.40

144,892,556.11

43,744,577.87

75,553,811.91

1,100,495.19

468,526.77

9,652,817.98

「貸借対照表」1919年4月30日（「物産会社資料雑綴（其一）」三井文庫所蔵史料 物産320）。

「大正7年下半季損益」）を用いて、概算の方法によって、実際の決算を推算した。

からの控除と利益金処分 （単位：円）

決算）

28,702,699.78

3,000,000.00

25,702,699.78

298,962.75

400,000.00

327,553.60

2,570,269.00 3,596,785.35

22,105,914.43

884,236.00

21,221,678.43

1,772,100.00

19,449,578.43

4,500,000.00

14,949,578.43

3,000,000.00

17,949,578.43

17,949,578.43

518,948.34

18,468,526.77

3,000,000.00

15,468,526.77

1,000,000.00

10,000,000.00

500,000.00

2,800,000.00

700,000.00

468,526.77

15,468,526.77

本店本部のリザーブ
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「概算」（1919.1.9作成）

項目

総益金 28,699,517.61

戦時利得税引当 3,000,000.00

25,699,517.61

恩給基金 ￥1,195,851＠25％ 298,962.75

同上臨時積立 400,000.00

使用人臨時手当 327,553.60

使用人特別手当 ￥25,699,517＠10％ 2,569,951.00 3,596,467.35

22,103,050.26

共用費 ￥22,103,050 ＠4％ 884,122.00

21,218,928.26

重役手当

￥21,218,000＠10％ 2,121,800

－￥350,000 1,771,800.00

19,447,128.26

時局損失準備金 4,500,000.00

当期利益金 14,947,128.26

前期繰越金 518,948.34

15,466,076.60

法定積立金 1,000,000.00

特別積立金 10,000,000.00

役員賞与並交際費 500,000.00

配当金 年8朱 2,800,000.00

特別配当金 年2朱 700,000.00

次期繰越金 466,076.60

15,466,076.60

実際の決算（1918年10月31日

項目

総益金

戦時利得税引当

恩給基金 ￥1,195,851＠25％

同上臨時積立

使用人臨時手当

使用人特別手当 ￥25,702,699＠10％

共用費 ￥22,103,050＠4％

重役手当

￥21,221,000＠10％ 2,122,100

－￥350,000（公表分）

時局損失準備金

差引利益金

戦時利得税引当

当期利益金（公表）

［株主総会での利益金処分］
当期利益金

前期繰越金

合計

内引き、戦時利得税引当

差引残

法定積立金

特別積立金

役員賞与並ニ交際費

配当金 年8分

特別配当金年2分

次期繰越金

出所）「概算」1919年1月9日作成、「利益処分案」1918年10月31日、「貸借対照表」1918年10月31日、

注）「概算」は本店本部の会計課が試算したものである。そのため筆者が、確定された総益金の数値（資料は

第3図 1918年下期決算での総益金



勘
定
に
で
は
な
く
、「
債
務
勘
定
」
に
含
め
て
粉
飾
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
（
社
外
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
債
務
と
し
て
計
上
）。

一
九
一
八
年
下
期
決
算
は
第
一
次
大
戦
期
と
い
う
極
め
て
好
景
気
の
時
の
決
算
で
あ
り
、
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
決
算
の
な
か
で
も
、

公
表
当
期
利
益
金
は
三
番
目
に
大
き
い
（
第

24表
）
。
こ
の
決
算
で
の
重
役
賞
与
二
一
二
万
二
一
〇
〇
円
を
当
時
の
取
締
役
の
数
一
一
人

（
一
九
一
八
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
）
で
割
る
と
、
一
人
平
均
一
九
万
二
九
一
八
円
も
の
巨
額
と
な
る
。
当
時
の
職
員
の
最
高
月
給
が
三
井
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第24表 三井物産の当期利益金と役員賞与・交際費（単位：円）

決算期 当期利益金
役員賞与並
交際費

配当金
役員賞与・
交際費

1910年上期

1910年下期

1911年上期

1911年下期

1912年上期

1912年下期

1913年上期

1913年下期

1914年上期

1914年下期

1915年上期

1915年下期

1916年上期

1916年下期

1917年上期

1917年下期

1918年上期

1918年下期

1919年上期

1919年下期

1920年上期

1920年下期

1921年上期

1921年下期

1922年上期

1922年下期

1923年上期

1923年下期

1924年上期

1924年下期

1925年上期

1925年下期

1926年上期

1926年下期

1927年上期

1927年下期

1928年上期

1928年下期

1929年上期

1929年下期

1930年上期

1,995,329

2,509,326

3,096,011

2,918,620

2,740,590

2,620,154

2,553,266

2,665,125

2,548,988

1,410,744

2,949,568

4,104,574

8,497,277

10,684,705

19,869,582

12,316,666

18,514,423

17,949,578

9,652,818

10,211,250

11,323,214

5,072,281

4,079,939

2,637,658

5,074,608

6,045,891

6,153,156

4,011,051

6,976,945

7,200,338

8,051,794

8,173,895

8,789,918

7,975,709

7,582,510

7,990,648

8,980,819

8,670,535

8,796,646

8,761,132

5,084,906

105,000

130,000

160,000

150,000

140,000

140,000

130,000

140,000

130,000

70,000

150,000

210,000

450,000

450,000

600,000

500,000

500,000

500,000

350,000

500,000

400,000

500,000

280,000

180,000

450,000

450,000

430,000

576,000

617,000

569,000

473,500

479,400

484,850

446,500

413,800

447,200

456,300

422,700

433,300

436,400

272,600

500,000

700,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

11,181,000

3,500,000

3,500,000

2,800,000

6,800,000

4,132,000

3,000,000

2,500,000

－

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,000,000

7,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

3,000,000

5.3%

5.2%

5.2%

5.1%

5.1%

5.3%

5.1%

5.3%

5.1%

5.0%

5.1%

5.1%

5.3%

4.2%

3.0%

4.1%

2.7%

2.8%

3.6%

4.9%

3.5%

9.9%

6.9%

6.8%

8.9%

7.4%

7.0%

14.4%

8.8%

7.9%

5.9%

5.9%

5.5%

5.6%

5.5%

5.6%

5.1%

4.9%

4.9%

4.9%

5.4%

出所） 三井物産「株主総会関係書類」1909年～1918年（三井文庫所蔵史料
物産196）、三井物産「三井物産資料雑綴（其一）」（三井文庫所蔵史料 物
産320）、三井物産「営業報告書」（雄松堂マイクロフィルム）。

注） 1921年上期の「役員賞与並交際費」欄の数値は、役員賞与のみの数値であ
る。



家
内
訓
の
上
限
の
四
〇
〇
円
、
支
店
長
級
の
特
別
賞
与
が
月
給
二
〇
か
月
相
当
、
普
通
賞
与
が
月
給
一
・
九
五
か
月
相
当
と
仮
定
す
る
と
、

こ
の
よ
う
な
支
店
長
級
の
人
の
賞
与
額
は
八
七
八
〇
円
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
取
締
役
一
人
平
均
一
九
万
二
九
一
八
円
は
支
店
長
級
の
賞
与

額
の
二
二
倍
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
取
締
役
（
重
役
）
の
月
給
を
五
〇
〇
円
（

�）と
仮
定
す
る
と
、
取
締
役
平
均
の
重
役
賞
与
は
月
給
三
八
六
か

月
相
当
と
な
り
、
平
均
的
な
支
店
長
級
の
二
一
・
九
五
か
月
相
当
と
は
隔
絶
し
た
水
準
に
あ
る
。
第
一
次
大
戦
期
の
好
業
績
の
時
期
な
の
で
、

そ
れ
を
割
り
引
い
て
考
え
て
も
、
賞
与
の
絶
対
額
に
お
い
て
も
、
賞
与
の
月
給
相
当
月
数
に
お
い
て
も
、
一
九
一
〇
年
代

�一
九
二
〇
年
代

で
は
重
役
と
支
店
長
と
の
間
に
隔
絶
し
た
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
池
田
成
彬
に
よ
っ
て
重
役
賞
与
の
比
率
が
「
利
益
」
の
一
〇
％
か
ら
引
き
下
げ
ら
れ
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
三
三
年
に
取
締
役
、

一
九
三
六
年
に
常
務
取
締
役
に
就
任
し
た
石
田
礼
助
は
「
私
な
ん
か
の
と
き
は
そ
れ
が
半
分
近
く
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
五
％
く
ら
い

で
す
（

�）」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
池
田
成
彬
は
、
「
い
か
に

�か
つ
て
も
会
長
な
ら
会
長
一
人
半
期
に
十
万
円
以
上
取
つ
て
は
い
か
ん
と
い

う
規
則
に
し
た
。
物
産
も
や
は
り
十
万
円
以
上
取
つ
て
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
し
た
か
ら
、
大
分
不
平
を
言
つ
た
ら
し
い
（

�）」
と
い
う
。
一

九
三
六
年
四
月
に
池
田
は
三
井
合
名
会
社
常
務
理
事
を
辞
任
し
て
い
る
の
で
、
三
井
物
産
の
重
役
賞
与
比
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
は
一
九

三
三
年
～
一
九
三
五
年
の
い
つ
か
の
時
点
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
〇
九
年
以
降
、
二
五
年
く
ら
い
の
間
、
三
井
物
産
の
重
役
賞

与
へ
の
配
分
比
率
と
し
て
「
利
益
」
の
一
〇
％
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
利
益
」
の
一
〇
％
と
い
う
重
役
へ
の
手
厚
い
措
置
に
対
し
て
、
支
店
長
た
ち
の
一
部
は
不
満
を
持
っ
て
い
た
。

第
一
次
大
戦
後
の
一
九
二
六
年
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
支
店
長
会
議
の
際
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
と
い
う
。
石
田
礼
助
に
よ
る

と
、「
席
次
の
上
か
ら
最
高
で
あ
る
あ
る
人
が
首
脳
に
な
っ
て
、
支
店
長
の
秘
密
会
議
を
開
く
と
い
う
の
で
行
っ
て
み
た
ら
、『
い
ま
の
重
役

は
賞
与
金
を
取
り
過
ぎ
る
』
と
い
う
ん
だ
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
わ
れ
わ
れ
支
店
長
の
賞
与
金
は
少
な
い
。
し
か
も
実
際
に
も
う
け
て
い
る
の

は
だ
れ
か
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
支
店
長
が
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
ア
ン
フ
ェ
ア
だ
。
だ
か
ら
重
役
賞
与
を
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減
ら
し
て
支
店
長
ク
ラ
ス
の
賞
与
金
の
フ
ァ
ン
ド
に
入
れ
て
く
れ
と
談
判
し
よ
う
と
思
う
が
ど
う
か

�と
い
う
話
だ
っ
た
」
。
そ
れ
に
対
し

て
石
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
対
し
た
と
い
う
。
「
い
っ
た
い
そ
ん
な
こ
と
い
っ
て
も
、
今
の
重
役
諸
公
を
み
て
み
ろ
。
も
う
長
年
あ
ぶ
な
い

橋
を
渡
っ
て
き
て
、
ヤ
レ
ヤ
レ
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
に
見
渡
す
と
こ
ろ
あ
ま
り
長
生
き
す
る
よ
う
な
や
つ
は
み
え
や
せ
ん
。
こ
れ
か
ら

は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
な
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
ん
な
連
中
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
ね
ら
っ
て
や
る
の
は
き
ら
い
だ
。
や
る
な
ら
か
っ
て
に
や
れ
。
私

は
不
賛
成
だ
」。「
支
店
長
の
賞
与
金
を
ふ
や
せ
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
主
張
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
は
同
時
に
主

任
の
ボ
ー
ナ
ス
も
ふ
や
さ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
。
き
み
な
ん
か
店
で
ど
の
く
ら
い
や
っ
て
る
ん
だ
。
全
部
主
任
ま
か
せ
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら

支
店
長
お
よ
び
主
任
の
特
別
賞
与
金
の
フ
ァ
ン
ド
を
増
し
て
く
れ
。
そ
れ
に
は
な
に
も
重
役
の
ボ
ー
ナ
ス
を
減
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

利
益
の
中
か
ら
出
し
て
く
れ

�こ
う
い
う
ふ
う
に
持
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
。
こ
の
石
田
の
提
案
に
対
し
て
「
み
ん
な
賛
成
し

て
く
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
や
り
ま
し
た
よ
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
失
敗
し
」
た
と
い
う
（

�）。

で
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
お
い
て
も
支
店
長
た
ち
が
不
満
を
抱
く
よ
う
な
重
役
賞
与
の
水
準
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
。
石
田
礼
助
は

一
九
三
六
年
に
常
務
取
締
役
に
就
任
し
て
か
ら
受
け
取
っ
た
半
期
の
重
役
賞
与
が
、
「
い
ち
ば
ん
悪
い
と
き
で
」
七
万
五
〇
〇
〇
円
く
ら
い

で
あ
り
、
「
多
い
と
き
」
に
は
九
万
円
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
石
田
が
常
務
取
締
役
に
就
任
し
た
時
に
は
、
す
で
に
池
田
成
彬
に
よ
る

規
制
を
受
け
、
重
役
賞
与
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
規
制
さ
れ
る
前
の
人
は
「
倍
く
ら
い
取
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
（

�）」
と
述
べ

て
い
る
。
一
九
三
七
年
上
期
で
役
員
構
成
（
一
九
三
七
年
三
月
三
一
日
現
在
）
を
み
る
と
、
会
長
は
井
上
治
兵
衛
、
常
務
取
締
役
は
田
島
繁

二
、
向
井
忠
晴
、
石
田
礼
助
、
太
田
静
男
、
他
に
平
取
締
役
一
〇
人
、
合
計
一
五
人
で
あ
る
。
石
田
の
席
次
は
四
番
目
で
あ
っ
た
。
仮
に
こ

の
時
の
重
役
賞
与
が
半
期
七
万
五
千
円
と
す
る
と
、
こ
の
額
は
、
店
長
で
も
っ
と
も
特
別
賞
与
が
多
か
っ
た
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
の
特
別
賞
与

一
万
三
七
〇
〇
円
と
普
通
賞
与
推
定
額
九
三
六
円
の
合
計
一
万
四
六
三
六
円
に
比
べ
て
五
・
一
倍
に
も
達
す
る
。
ま
た
石
田
の
月
給
を
六
〇

〇
円
と
仮
定
す
る
と
（

�）、
半
期
の
重
役
賞
与
七
万
五
千
円
は
月
給
の
一
二
五
か
月
相
当
と
な
る
。
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し
た
が
っ
て
池
田
成
彬
に
よ
る
規
制
以
前
の
時
期
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
な
ど
最
上
位
の
ラ
ン
ク
の
支
店
長
の
賞
与
に
比
べ
、
常
務
取

締
役
の
賞
与
は
一
〇
倍
程
度
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
平
取
締
役
の
重
役
賞
与
も
、
石
田
の
三
分
の
一
と
仮
定
す
る
と
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
の

三
倍
程
度
、
二
分
の
一
と
す
る
と
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
の
五
倍
程
度
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
池
田
に
よ
る
重
役
賞
与
に
対
す
る
規
制
以
前
で
は
、

平
均
で
半
期
二
二
か
月
程
度
（
特
別
賞
与
と
普
通
賞
与
の
合
計
）
の
賞
与
を
受
け
取
っ
て
い
た
支
店
長
ク
ラ
ス
と
比
べ
て
み
て
も
、
重
役
は

こ
れ
と
隔
絶
し
た
賞
与
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（

1）
前
掲
、
高
橋
義
雄
「
三
井
中
興
事
情
」。

（

2）
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
上
、
四
九
ペ
ー
ジ
。

（

3）
前
掲
、「
三
井
商
店
使
用
人
給
料
規
則
」
一
八
九
七
年
六
月
二
五
日
制
定
。

（

4）
「
三
井
物
産
合
名
会
社
使
用
人
外
国
在
勤
俸
規
則
」
一
八
九
七
年
八
月
実
施
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
五
七

�一
〇
）。

（

5）
前
述
の
よ
う
に
海
外
在
勤
者
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
六
年
ま
で
内
地
給
料
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
第
二
条
で

「
海
外
在
勤
者
ノ
内
地
給
料
ハ
予
テ
辞
令
ヲ
交
付
シ
置
キ
本
人
内
地
勤
務
ト
為
リ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
直
チ
ニ
之
ヲ
適
用
ス
ベ
シ
」
と
規
定
し
、
一

八
九
七
年
に
「
本
邦
給
格
」
を
定
め
た
。

（

6）
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
〇
七
年
六
月
訂
正
増
補
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
九
〇

�二
）。

（

7）
「
職
員
在
外
手
当
規
則
」
一
九
三
〇
年
七
月
二
四
日
改
正
、
一
九
四
〇
年
二
月
二
三
日
改
正
（
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
三
八
年

九
月
改
版
、
三
井
文
庫
参
考
図
書
Ｄ
四
三
六

�一
五
五
）。

（

8）
「
社
報
」
一
九
一
七
年
七
月
一
七
日
（
三
井
物
産
「
社
報
」
一
九
一
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
四
二

�八
）。

（

9）
「
使
用
人
臨
時
手
当
金
給
与
内
規
」
一
九
一
九
年
一
一
月
二
八
日
制
定
（「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
四
年
一
〇
月
改
正
増
補
、
三
井
文
庫
所

蔵
史
料
物
産
九
〇

�五
）
。

（

10）
前
掲
、「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
一
四
年
一
〇
月
改
正
増
補
。
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（

11）
「
臨
時
手
当
ヲ
本
給
ニ
繰
込
方
ノ
件
」
一
九
二
八
年
一
二
月
一
一
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出
（「
物
産
会
社
取
締
役
会
報
告
」
一
九
二
八
年
、

三
井
文
庫
所
蔵
史
料
傘
下
六
五
）
。

（

12）
「
事
変
臨
時
手
当
給
与
内
規
制
定
ノ
件
」
一
九
三
九
年
三
月
七
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出
（「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
三
九
年
上
期
、
三
井

文
庫
所
蔵
史
料

傘
下
四
六
）
、
「
本
邦
在
勤
職
員
臨
時
手
当
給
与
内
規
改
正
ノ
件
」
一
九
三
九
年
七
月
一
八
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出

（
「
物
産
会
社
報
告
」
一
九
三
九
年
下
期
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
傘
下
八
〇
）。

（

13）
「
職
員
臨
時
手
当
給
与
内
規
」
一
九
四
七
年
三
月
八
日
改
定
（
前
掲
、
三
井
物
産
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
三
八
年
九
月
改
版
、
三
井
文
庫

参
考
図
書
Ｄ
四
三
六

�一
五
五
）
。

（

14）
一
八
九
〇
年
一
二
月
二
三
日
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
内
規
を
定
め
た
。
「
社
員
昇
等
増
給
共
満
三
ケ
年
ヲ
経
過
セ
サ
レ
ハ
昇
進
不
為
致
事
、
但
特

別
ニ
選
抜
ヲ
要
ス
ル
分
ハ
此
限
ニ
非
ス
、
又
特
別
増
給
ス
ル
程
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
不
得
止
場
合
ハ
手
当
金
ヲ
給
与
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
」

（
「
元
方
評
議
録
」
一
八
八
六
年
～
一
九
九
一
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

物
産
九
八
）
。
こ
の
内
規
を
設
け
る
以
前
は
、
毎
年
末
各
店
が
競
っ

て
職
員
の
昇
級
を
願
い
出
た
た
め
、
昇
級
の
仕
組
み
に
弊
害
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
。
昇
級
は
俸
給
の
増
額
を
伴
う
た
め
、
昇
級
に
準
ず
る
意

味
の
あ
る
昇
給
（
俸
給
の
増
額
）
に
つ
い
て
も
制
限
を
設
け
た
。
念
の
た
め
説
明
す
れ
ば
、
三
年
の
適
用
を
受
け
な
い
特
例
（「
特
別
ノ
選
抜
」）

も
設
け
て
い
る
。

（

15）
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
井
交
一
三
二
。

（

16）
経
済
時
論
社
編
『
官
庁
公
衙
銀
行
会
社
工
場
商
店
従
業
員
待
遇
法
大
鑑
』
一
九
三
八
年
版
（
経
済
時
論
社
、
一
九
三
八
年
）
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（

17）
前
掲
、
若
林
幸
男
「
戦
間
期
三
井
物
産
職
員
の
定
期
昇
給
と
ボ
ー
ナ
ス
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
に

対
す
る
分
析

�」
七
八
ペ
ー
ジ
。

（

18）
若
林
幸
男
『
三
井
物
産
人
事
政
策
史

一
八
七
六

�一
九
三
一
年

�情
報
交
通
教
育
イ
ン
フ
ラ
と
職
員
組
織

�』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
七
年
）
二
二
三
ペ
ー
ジ
。

（

19）
三
井
物
産
人
事
部
「
昭
和
十
五
年
度
特
別
職
員
録
」
一
九
四
〇
年
七
月
三
一
日
現
在
（
米
国
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料

R
G
1
31

E
n
try

#
1
0
9

C
o
n
ta
in
er#

3
4
9
）
。
以
下
で
は
、
米
国
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、

E
n
try
番
号
と

C
o
n
ta
in
er
番
号

だ
け
を

記
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載
。

（
20）

一
八
九
七
年
六
月
二
四
日
三
井
商
店
理
事
会
可
決
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
上
）
四
九
ペ
ー
ジ
、
「
賞
与
内
規
ヲ

三
井
営
業
店
使
用
人
臨
時
手
当
金
給
与
内
規
ト
改
定
ノ
件
」
一
九
〇
三
年
五
月
二
〇
日
三
井
同
族
会
認
可
の
付
属
資
料
（
「
重
役
会
議
案
綴
」

一
九
〇
三
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
一
八
七
四
）。

（

21）
前
掲
、「
賞
与
内
規
ヲ
三
井
営
業
店
使
用
人
臨
時
手
当
金
給
与
内
規
ト
改
定
ノ
件
」
一
九
〇
三
年
五
月
二
〇
日
三
井
同
族
会
認
可
。

（

22）
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
上
、
二
二
二
ペ
ー
ジ
。

（

23）
「
増
給
並
特
別
賞
給
与
方
ノ
件
」
一
九
〇
一
年
一
二
月
二
〇
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
下
、

二
三
三

�二
三
四
ペ
ー
ジ
）
。

（

24）
「
明
治
三
十
七
年
上
半
季
特
別
手
当
金
給
与
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
七
月
五
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業

史
』
資
料

�四
上
、
三
井
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
六
〇
八
ペ
ー
ジ
）。

（

25）
一
九
〇
二
年
七
月
八
日
専
務
理
事
益
田
孝
陳
述
（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
〇
、
一
九
七
六
年
一
一
月
、
三
七
八
ペ
ー
ジ
）。

（

26）
「
明
治
卅
六
年
下
半
季
特
別
手
当
支
給
ノ
件
」
、
「
岩
原
謙
三
外
四
拾
五
名
増
給
ノ
件
」
一
九
〇
三
年
一
二
月
二
六
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可

決
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
下
、
五
四
二

�五
四
五
ペ
ー
ジ
）。

（

27）
「
川
村
貞
次
郎
譴
責
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
二
月
九
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
下
、
五

四
六

�五
四
九
、
五
六
七
ペ
ー
ジ
）
。

（

28）
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
下
、
四
〇
五
、
五
四
七
ペ
ー
ジ
。

（

29）
一
九
〇
三
年
上
期
で
は
大
阪
支
店
長
藤
瀬
政
次
郎
に
特
別
賞
与
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
同
年
一
〇
月
二
七
日
に
藤
瀬
は
譴
責
処
分
（
経
伺

を
せ
ず
に
融
資
）
と
罰
俸
処
分
（
社
則
に
違
反
し
て
巨
額
の
信
用
供
与
）
を
受
け
て
い
る
の
で
、
こ
の
正
式
処
分
前
に
不
適
切
な
行
為
が
問
題

と
さ
れ
て
特
別
賞
与
の
支
給
対
象
外
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
三
年
七
月
に
大
阪
支
店
長
を
解
任
さ
れ
、
そ
の
後
、
本
店
参
事
の
職
に

あ
っ
た
一
九
〇
三
年
下
期
で
も
、
藤
瀬
に
は
特
別
賞
与
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
「
藤
瀬
政
次
郎
譴
責
案
」
、
「
藤
瀬
政
次
郎
、
吉
富

�一
罰
俸

案
」
一
九
〇
三
年
一
〇
月
二
七
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
、
「
明
治
卅
六
年
下
半
季
特
別
手
当
支
給
ノ
件
」
一
九
〇
三
年
一
二
月
二
六
日
三
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井
営
業
店
重
役
会
可
決
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
下
、
五
二
七
、
五
四
六

�五
四
八
ペ
ー
ジ
）。

（
30）

一
九
〇
三
年
七
月
に
営
業
部
長
福
井
菊
三
郎
が
大
阪
支
店
長
に
転
出
し
た
た
め
、
営
業
部
長
は
空
席
の
ま
ま
で
、
磯
村
豊
太
郎
が
営
業
部
長

心
得
に
就
任
し
、
磯
村
が
営
業
部
の
責
任
者
と
な
っ
た
。
期
の
半
ば
で
就
任
し
た
た
め
一
九
〇
三
年
下
期
で
は
営
業
部
長
心
得
磯
村
へ
の
特
別

賞
与
は
大
阪
支
店
長
の
約
半
分
と
な
っ
て
い
る
。

（

31）
「
明
治
三
十
七
年
上
半
季
特
別
手
当
金
支
給
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
七
月
五
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
、「
明
治
三
十
七
年
上
半
季
決
算
ノ
件
」

一
九
〇
四
年
八
月
二
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�四
下
、
六
〇
八
、
六
一
九
ペ
ー
ジ
）
。
同

書
に
記
載
の
一
九
〇
〇
年
下
期
分
～
一
九
〇
三
年
下
期
分
で
も
、
決
算
案
可
決
前
に
特
別
賞
与
案
が
可
決
さ
れ
て
い
る
。

（

32）
鈴
木
邦
夫
「
三
井
物
産
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と
商
品
部
で
の
運
用
の
内
実
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
九
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
）

一
四
四

�一
七
八
ペ
ー
ジ
。

（

33）
「
三
井
物
産
株
式
会
社
取
締
役
会
議
録
」（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
四
、
一
九
八
〇
年
一
一
月
）
四
四
三
、
四
四
六
ペ
ー
ジ
。

（

34）
前
掲
、
高
橋
義
雄
「
三
井
中
興
事
情
」。

（

35）
「
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
内
規
」
一
九
〇
六
年
一
二
月
三
〇
日
三
井
家
同
族
会
可
決
（「
同
族
会
、
同
族
各
家
、
三
井
元
方
、
監
査
役
、
建
築

掛
提
出
議
案
」
一
八
九
四

�一
八
九
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
二
〇
一
二
）。

（

36）
同
前
。

（

37）
「
三
井
各
商
店
重
役
賞
与
内
規
ニ
依
リ
各
店
回
付
金
、
各
重
役
賞
与
額
並
ニ
臨
時
賞
与
及
報
酬
積
立
金
決
算
、
左
之
通
ニ
付
上
申
仕
候
」
一

八
九
七
年
一
月
二
九
日
施
行
（
「
元
方
廻
議
」
一
八
九
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
一
七
九
一
）。

（

38）
飯
田
義
一
が
一
九
〇
八
年
に
専
務
理
事
に
就
任
し
た
時
も
理
事
の
時
と
同
じ
月
給
五
〇
〇
円
の
ま
ま
な
の
で
、
渡
辺
の
月
給
を
五
〇
〇
円
と

推
定
し
た
。
前
掲
、
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
編
『
金
剛
事
件
』（
二
）
四
一
ペ
ー
ジ
。

（

39）
一
九
三
八
年
刊
本
で
は
特
別
賞
与
に
つ
い
て
「
入
社
後
三
年
未
満
ノ
社
員
ヲ
除
ク
」
と
記
し
て
お
り
、
正
し
い
記
述
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

経
済
時
論
社
編
『
官
庁
公
衙
銀
行
会
社
工
場
商
店
従
業
員
待
遇
法
大
鑑
』（
経
済
時
論
社
、
一
九
三
八
年
）
一
一
ペ
ー
ジ
。

（

40）
「
使
用
人
特
別
手
当
増
額
支
給
方
ノ
件
」
一
九
三
七
年
一
二
月
一
四
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出
（「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
三
七
年
、
三
井
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文
庫
所
蔵
史
料
傘
下
四
四
）
。

（
41）

「

�

桑
港
支
店
支
店
長
引
継
書
類

�」
一
九
三
九
年
（
E
n
try

#
71

C
o
n
ta
in
er#

39）
一
〇
ペ
ー
ジ
。

（

42）
特
別
賞
与
の
枠
を
算
定
す
る
際
に
利
用
さ
れ
る
「
総
益
金
」
は
減
価
償
却
費
を
控
除
し
た
後
の
数
値
で
あ
る
。「
総
益
金
」
か
ら
特
別
賞
与
・

普
通
賞
与
・
恩
給
基
金
・
一
部
の
重
役
賞
与
・
各
種
積
立
金
な
ど
が
控
除
さ
れ
て
、
当
期
利
益
金
（
公
表
利
益
金
）
と
な
る
。
後
掲
の
第

3図

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

43）
前
掲
、「
使
用
人
特
別
手
当
増
額
支
給
方
ノ
件
」
一
九
三
七
年
一
二
月
一
四
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出
、「
使
用
人
特
別
手
当
増
額
支
給
方

ノ
件
」
一
九
三
八
年
六
月
七
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出
、
「
使
用
人
特
別
手
当
増
額
支
給
方
ノ
件
」
一
九
三
八
年
一
二
月
一
三
日
三
井
物
産

取
締
役
会
提
出
（
「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
三
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
傘
下
四
五
）。

（

44）
職
員
（
店
限
者
を
除
く
）
の
う
ち
、
特
別
賞
与
の
支
給
対
象
者
を
三
年
以
上
の
勤
務
者
か
ら
選
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
職
員
（
店
限

者
を
除
く
）
に
支
給
し
た
り
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
三
年
以
上
の
勤
務
者
へ
の
支
給
を
原
則
と
し
た
り
（
一
九
二
六
年
頃
の
や
り
方
）
、
決
算

期
に
よ
っ
て
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
資
料
的
な
制
約
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（

45）
本
店
人
事
課
長
「
昭
和
六
年
下
季
分
特
別
手
当
申
請
之
事
」
一
九
三
一
年
九
月
一
五
日
（
部
長
・
課
長
・
支
店
長
・
出
張
所
長
宛
）

（
E
n
try

#
6
2
C
o
n
ta
in
er#

9
0
）
。

（

46）
桑
港
出
張
所
「
勤
惰
報
告
」
昭
和
二
年
四
月
（

E
n
try

#
63

C
o
n
ta
in
er#

35
）
。
こ
の
様
式
で
の
欄
は
、
「
出
勤
」
、
「
出
張
」
、
「
特
別
休
暇
」
、

「
忌
服
休
暇
」、「
計
」（
前
記
の
四
項
目
の
小
計
）、「
賜
暇
帰
朝
」、「
休
日
」、「
欠
勤
」（
内
訳
と
し
て
「
病
気
」、「
事
故
」）、「

遅
刻
」、「
給
料
」

（
月
給
額
）
、
「
姓
名
」
、
「
所
属
掛
」
、
「
備
考
」（
ど
こ
に
出
張
か
な
ど
を
記
載
）
で
あ
る
。

（

47）
前
季
の
特
別
手
当
支
給
額
が
月
給
の
一
か
月
相
当
の
職
員
の
場
合
に
は
、
金
額
で
は
な
く
、
一
か
月
と
の
み
記
入
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る

（
「
前
季
一
ヶ
月
支
給
ノ
分
ハ
別
ニ
金
額
ノ
記
入
ヲ
要
セ
ズ
、
単
ニ
一
ヶ
月
分
ト
ノ
ミ
御
記
入
被
下
候
」）。
左
記
の
若
林
論
文
で
は
一
九
二
六
年

上
期
の
場
合
、
前
々
季
の
支
給
額
を
記
す
欄
が
あ
り
、
そ
の
他
に
入
社
年
を
記
す
欄
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（

48）
前
掲
、
若
林
幸
男
「
戦
間
期
三
井
物
産
職
員
の
定
期
昇
給
と
ボ
ー
ナ
ス
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
に

対
す
る
分
析

�」
八
六

�八
七
ペ
ー
ジ
。

三井物産における業績査定と賞与の著しい累進化（鈴木）

119



（

49）
村
瀬
の
業
務
内
容
に
関
し
て
は
、
村
瀬
新
一
郎
「
斯
土
寧
支
店
勘
定
掛
主
任
引
継
書
」
一
九
二
八
年
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
公
文
書
館
所

蔵
）
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

50）
解
読
で
き
て
い
な
い
文
字
や
、
誤
読
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
文
字
が
あ
る
た
め
、
特
記
事
項
の
記
載
内
容
を
正
確
に
読
み
取

れ
な
い
。

（

51）
特
別
手
当
の
申
請
の
仕
方
に
つ
い
て
、
一
九
三
六
年
に
大
阪
支
店
長
と
な
っ
た
伊
藤
与
三
郎
は
「
ま
ず
部
課
長
が
自
分
の
課
員
の
申
請
を
ま

と
め
て
、
支
店
長
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
く
る
。
私
の
大
阪
支
店
長
の
こ
ろ
は
、
一
〇
〇
〇
人
か
ら
い
ま
し
た
か
ら
申
請
を
う
の
み
に
す
る
し
か

な
い
が
、
特
別
の
者
に
つ
い
て
は
支
店
長
の
意
見
も
加
え
て
」
本
店
に
提
出
し
た
と
い
う
。
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
回
顧
録
三
井
物
産
株

式
会
社
』
（
三
井
物
産
、
一
九
七
六
年
）
一
五
三
ペ
ー
ジ
。

前
掲
、
若
林
幸
男
「
戦
間
期
三
井
物
産
職
員
の
定
期
昇
給
と
ボ
ー
ナ
ス
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
シ
ド
ニ
ー
支
店
に

対
す
る
分
析

�」
七
九
、
八
五
ペ
ー
ジ
で
は
、
特
別
手
当
の
申
請
額
の
原
案
や
定
期
昇
給
の
申
請
額
の
原
案
の
作
成
を
支
店
長
が
支
店
長
代
理

に
依
頼
す
る
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
測
は
誤
り
で
あ
り
、
支
店
長
が
自
ら
原
案
を
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
。
支
店
長
代
理
と
い

う
職
は
支
店
全
体
の
掛
を
監
督
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
店
長
不
在
又
ハ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
差
支
ア
ル
場
合
」
に
支
店
長
に
代
わ
っ
て
権
限
を
行

使
す
る
職
で
あ
る
。
し
か
も
「
店
長
代
理
者
ノ
代
理
権
限
ハ
必
要
已
ム
ヲ
得
サ
ル
程
度
ニ
制
限
ス
ル
ヲ
原
則
ト
ス
」
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
支
店
長
代
理
は
支
店
の
す
べ
て
の
掛
主
任
・
掛
員
の
業
績
を
査
定
で
き
る
よ
う
な
位
置
に
は
な
い
。「
店
長
代
理
者
、
課
長
、
課
長
代
理
、

掛
長
及
係
主
任
任
命
並
店
長
代
理
者
事
務
取
扱
心
得
」
一
九
二
一
年
七
月
二
日
達
第
二
四
号
制
定
、
一
九
四
三
年
九
月
二
八
日
達
第
一
一
九
号

改
正
（
「
現
行
達
令
類
集
」
一
九
三
八
年
九
月
改
版
、
三
井
文
庫
参
考
図
書
Ｄ
四
三
六

�一
五
五
）。

（

52）
本
店
取
締
役
「
昭
和
六
年
上
季
分
特
別
手
当
ノ
事
」
昭
和
六
年
七
月
二
四
日
（
支
店
長
・
部
長
・
課
長
・
出
張
所
長
宛
）
（
E
n
try

#
62

C
o
n
ta
in
er#

90
）
。

（

53）
本
店
取
締
役
「
昭
和
七
年
上
季
分
特
別
手
当
ノ
事
」
昭
和
七
年
七
月
二
三
日
（
支
店
長
・
部
長
・
課
長
・
出
張
所
長
宛
）
（
E
n
try

#
62

C
o
n
ta
in
er#

90
）
。

（

54）
伊
藤
与
三
郎
の
証
言
（
前
掲
、
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
回
顧
録
三
井
物
産
株
式
会
社
』
一
五
三
ペ
ー
ジ
）。
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（

55）
三
井
物
産
文
書
課
「
取
締
役
会
決
議
件
名
簿
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
物
産
二
〇
三
〇
）
な
ど
。

（
56）

一
九
三
九
年
下
期
で
は
使
用
人
特
別
手
当
二
七
四
万
六
〇
〇
〇
円
、
う
ち
「
店
長
」
分
四
七
万
八
七
〇
〇
円
、
月
給
者
数
三
五
五
九
人
（
一

九
三
九
年
九
月
三
〇
日
現
在
）
、
う
ち
店
長
五
七
人
、
一
九
四
一
年
上
期
で
は
使
用
人
特
別
手
当
三
四
五
万
七
〇
〇
〇
円
、
う
ち
「
店
長
」
分

五
八
万
三
五
〇
〇
円
、
月
給
者
数
三
九
四
三
人
（
一
九
四
一
年
三
月
三
一
日
現
在
）
、
う
ち
「
店
長
」
六
六
人
で
あ
る
。
三
井
総
元
方
財
務
部

第
二
課
「
決
算
要
約
」
一
九
四
〇
年
下
期
、
同
一
九
四
一
年
下
期
（
「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
四
〇
年
下
期
、
同
一
九
四
一
年
下
期
、
三
井
文

庫
所
蔵
史
料

傘
下
四
九
、
傘
下
五
一
）
、
「
店
長
特
別
手
当
支
給
ノ
件
」
一
九
三
九
年
一
二
月
一
二
日
三
井
物
産
取
締
役
会
提
出
（
「
物
産
会

社
議
案
」
一
九
三
九
年
下
期
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
傘
下
四
七
）、「
店
長
特
別
手
当
支
給
案
」
一
九
四
一
年
六
月
二
四
日
三
井
物
産
取
締
役

会
提
出
（
「
物
産
会
社
議
案
」
一
九
四
一
年
上
期
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
傘
下
五
〇
）。

（

57）
石
田
礼
助
『
い
い
た
い
ほ
う
だ
い
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
九
年
）
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。
使
用
人
へ
の
特
別
賞
与
枠
を
計
算
す
る
際
の

「
総
益
金
」
や
、
公
表
純
益
金
（
当
期
利
益
金
）
と
は
異
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
と
区
別
す
る
た
め
「
利
益
」
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
。

（

58）
池
田
成
彬
『
財
界
回
顧
』
（
世
界
の
日
本
社
、
一
九
四
九
年
）
一
八
八
ペ
ー
ジ
。

（

59）
大
蔵
省
主
税
局
『
内
国
税
の
税
率
及
び
納
期
に
関
す
る
沿
革
摘
要
』
一
九
四
九
年
一
月
調
、
七
五
六

�七
五
七
ペ
ー
ジ
。

（

60）
一
九
一
四
年
四
月
二
五
日
に
飯
田
義
一
・
山
本
条
太
郎
・
岩
原
謙
三
が
常
務
取
締
役
を
辞
任
す
る
直
前
の
報
酬
月
額
（
月
給
）
は
五
〇
〇
円

で
あ
り
、
こ
の
う
ち
三
井
物
産
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
時
に
平
取
締
役
に
就
任
し
た
山
本
・
岩
原
の
報
酬
月
額
も
五
〇
〇
円
で
あ
っ
た
（
飯

田
だ
け
は
常
務
取
締
役
に
就
任
し
、
五
〇
〇
円
）
。
先
述
の
よ
う
に
一
九
一
八
年
の
職
員
の
月
給
最
高
限
度
が
四
〇
〇
円
で
あ
る
と
す
る
と
、

一
九
一
八
年
で
も
す
べ
て
の
重
役
の
報
酬
月
額
を
五
〇
〇
円
と
仮
定
し
て
も
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
重
役
の
報
酬
月
額
は
、
前
掲
、
専
修
大

学
今
村
法
律
研
究
室
編
『
金
剛
事
件
』
（
二
）
三
八

�六
四
ペ
ー
ジ
。

（

61）
前
掲
、
石
田
礼
助
『
い
い
た
い
ほ
う
だ
い
』
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。

（

62）
前
掲
、
池
田
成
彬
『
財
界
回
顧
』
一
八
八
ペ
ー
ジ
。

（

63）
前
掲
、
石
田
礼
助
『
い
い
た
い
ほ
う
だ
い
』
一
〇
一

�一
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（

64）
同
前
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
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（

65）
前
掲
、
石
田
礼
助
『
い
い
た
い
ほ
う
だ
い
』
一
〇
三
ペ
ー
ジ
で
は
支
店
長
の
時
の
「
月
給
は
い
ち
ば
ん
最
高
で
四
、
五
百
円
だ
。
役
員
よ
り

百
円
く
ら
い
低
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
月
給
の
推
移
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
石
田
が
取
締
役
に
就
任
し
た
頃
の
職
員
の
最
高

限
度
額
は
五
〇
〇
円
な
の
で
、
石
田
の
報
酬
月
額
を
六
〇
〇
円
と
推
定
し
た
。

お
わ
り
に

以
上
の
検
討
か
ら
、
最
初
に
設
定
し
た
課
題
に
即
し
て
ま
と
め
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
の
課
題
は
職
員
の
俸
給
の
質
（
水
準
）
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
ま
か
に
い
え
ば
、
一
八
九
二
年
に
三
井
物
産
が
合
名
会
社
化
さ
れ
る
頃
に
俸
給
の
質
が
変
化
し
た
。
変
化
前
で
は
、
住
み
込
み
で
は
な

く
通
勤
の
形
態
を
前
提
と
す
る
と
、
、
体
面
を
維
持
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
俸
給
（
月
給
あ
る
い
は
日
給
）
で
は
な
か
っ
た
。
三

井
物
産
職
員
は
、
一
般
社
会
で
体
面
を
保
つ
（
生
計
を
維
持
す
る
）
だ
け
で
な
く
、
支
配
人
（
支
店
長
）
や
掛
主
任
の
場
合
に
は
社
内
で
も

体
面
を
保
つ
（
役
職
者
と
し
て
の
個
人
的
な
支
出
や
部
下
の
面
倒
を
み
る
行
為
な
ど
の
）
必
要
が
あ
っ
た
。
体
面
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
額

の
う
ち
不
足
分
が
賞
与
に
よ
っ
て
補

�さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
職
員
の
賞
与
（
普
通
賞
与
）
の
枠
は
純
益
金
の
一
〇
％
と
定

め
ら
れ
て
い
た
。
業
績
が
好
調
で
あ
っ
た
会
社
設
立
後
の
数
年
を
例
外
と
す
る
と
、
賞
与
枠
の
絶
対
額
の
水
準
が
低
迷
し
、
し
か
も
職
員
数

が
増
加
し
て
い
く
た
め
、
職
員
個
人
に
対
す
る
賞
与
は
上
記
の
不
足
分
を
十
分
補

�す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
な
り
の
職
員

で
は
三
井
物
産
か
ら
借
り
入
れ
て
不
足
分
を
補

�し
、
借
金
が
累
積
し
て
し
ま
う
こ
と
が
常
態
化
し
た
。

こ
の
事
態
を
改
善
す
る
た
め
、
職
員
の
借
金
を
減
免
し
（
三
分
の
二
の
返
済
を
免
除
）
、
賞
与
を
特
別
に
増
額
す
る
こ
と
で
、
借
金
を
完

済
さ
せ
る
と
と
も
に
、
俸
給
の
水
準
を
大
幅
に
引
き
上
げ
、
会
社
か
ら
借
金
せ
ず
と
も
社
会
的
・
社
内
的
体
面
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
俸
給
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の
質
を
改
め
た
。
こ
の
俸
給
水
準
の
大
幅
引
き
上
げ
は
、
中
上
川
彦
次
郎
が
提
起
し
た
三
井
銀
行
職
員
の
俸
給
引
き
上
げ
に
連
動
し
て
な
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
一
九
〇
二
年
四
月
に
三
井
家
か
ら
「
三
井
部
内
使
用
人
ノ
給
料
ニ
関
ス
ル
内
訓
」
が
出
さ
れ
、
三
井
物
産
の
俸
給
も
こ
の
内
訓

に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
規
制
の
主
要
な
内
容
は
、
俸
給
の
最
高
限
度
の
設
定
（
当
分
の
間
、
四
〇
〇
円
）
と
昇
給
ル
ー
ル

の
設
定
（
月
給
一
〇
〇
円
未
満
は
年
一
回
昇
給
可
能
、
そ
れ
以
外
は
昇
給
後
二
年
経
過
し
な
い
と
昇
給
で
き
な
い
）
で
あ
る
。
こ
の
内
訓
は

三
井
物
産
解
体
ま
で
形
式
上
は
有
効
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
解
体
ま
で
に
何
度
も
物
価
上
昇
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
最
高
限
度
額

に
つ
い
て
は
運
用
で
五
〇
〇
円
へ
引
き
上
げ
、
昇
給
ル
ー
ル
の
適
用
区
分
に
つ
い
て
は
、
運
用
で
月
給
一
〇
〇
円
か
ら
一
三
七
円
へ
、
さ
ら

に
一
五
〇
円
へ
と
引
き
上
げ
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

第
二
の
課
題
か
ら
第
五
の
課
題
は
賞
与
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
二
の
課
題
は
、
賞
与
に
関
し
て
三
井
各
社
（
三
井
営
業
店
）
共
通
の
規
則
が
い
つ
作
ら
れ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ

た
の
か
、
ま
た
三
井
物
産
の
賞
与
は
こ
の
共
通
規
則
だ
け
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
井
営
業
店
共
通
の
規
則
は
、
三
井
商
店
理
事
会
に
お
い
て
一
八
九
七
年
六
月
二
四
日
に
「
賞
与
内
規
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
規

則
の
内
容
は
、
第
一
に
普
通
賞
与
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
普
通
賞
与
を
半
期
毎
に
支
給
す
る
こ
と
、
第
二
に
計
算
式
は
「
本
人
勤
務
日

数
」
×
月
給
額
（
あ
る
い
は
日
給
額
）
×
定
率
、
第
三
に
新
任
六
か
月
以
内
を
除
く
全
員
に
支
給
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
通

規
則
に
定
め
ら
れ
た
普
通
賞
与
は
会
社
の
業
績
、
個
人
の
業
績
に
ま
っ
た
く
連
動
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
会
社
・
個
人

の
業
績
に
連
動
す
る
特
別
賞
与
に
関
す
る
共
通
規
則
は
、
作
成
が
検
討
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
、
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

三
井
物
産
で
は
独
自
の
や
り
方
で
特
別
賞
与
を
一
八
九
三
年
下
期
分
か
ら
支
給
し
始
め
て
い
る
。
一
八
九
八
年
上
期
分
ま
で
は
特
に
規
則

を
設
け
ず
に
支
給
し
て
い
る
。
よ
う
や
く
一
八
九
八
年
七
月
一
日
に
三
井
物
産
が
提
出
し
た
「
特
別
賞
給
与
内
規
」
が
三
井
商
店
理
事
会
で
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承
認
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
特
別
賞
与
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
特
別
賞
給
与
内
規
」
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
一
年
前
に
三
井

共
通
の
「
賞
与
内
規
」
制
定
（
六
月
二
四
日
）
さ
れ
、
そ
の
中
で
「
各
商
店
ニ
於
テ
賞
与
金
ニ
関
シ
特
別
規
程
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
別
ニ
定
ム
」

と
規
定
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
三
井
物
産
の
特
別
賞
与
に
関
す
る
内
規
は
特
別
賞
与
の
受
給
資
格
者
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
計
算
方
法
を

定
め
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
次
第
に
受
給
資
格
者
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
一
九
一
〇
年
代
中
葉
頃
に
は
入
社
後
三
か
年
（
見
習
期
間

を
除
く
）
を
経
た
職
員
全
員
を
受
給
資
格
者
と
し
、
し
か
も
原
則
と
し
て
受
給
資
格
者
全
員
に
支
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
は
、
普
通
賞
与
の
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

会
社
設
立
の
際
に
、
「
三
井
物
産
会
社
規
則
」
｛
一
八
七
六
年
六
月
｝
で
決
算
期
毎
に
純
益
金
の
一
〇
％
を
職
員
へ
「
慰
労
金
」
（
普
通
賞

与
）
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。
支
給
対
象
は
職
員
全
員
で
あ
る
。
最
初
の
普
通
賞
与
の
制
度
は
こ
の
よ
う
に
会
社
の
業
績
に
連
動
す

る
と
と
も
に
、
職
員
の
役
職
・
業
績
を
評
価
し
て
支
給
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
支
給
枠
が
一
八
九
二
年
上
期
～
一
八
九

三
年
上
期
に
は
特
別
に
純
益
金
の
二
〇
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
た
後
、
一
八
九
五
年
上
期
か
ら
は
会
社
の
業
績
・
個
人
の
業
績
に
ま
っ
た
く
連

動
し
な
い
制
度
（
勤
務
日
数
、
月
給
あ
る
い
は
日
給
、
役
職
毎
の
定
率
に
よ
り
計
算
）
へ
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
で
は
普
通

賞
与
を
業
績
に
ま
っ
た
く
連
動
し
な
い
も
の
へ
と
変
更
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
職
員
に
対
す
る
業
績
評
価
の
部
分
は
、
普
通
賞
与
の
制

度
の
変
更
よ
り
三
期
前
（
一
八
九
三
年
下
期
）
に
始
ま
っ
た
特
別
賞
与
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
特
別
賞
与
の
受
給
資

格
者
や
実
際
の
受
給
者
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
職
員
が
次
第
に
増
加
し
て
一
八
九
五
年
に
は
三
二
〇
人
く
ら
い
に
ま
で
達

す
る
過
程
で
、
個
人
の
業
績
を
評
価
す
る
こ
と
は
次
第
に
困
難
と
な
り
、
そ
の
た
め
、
賞
与
は
、
業
績
を
除
い
た
評
価
に
よ
り
全
員
へ
支
給

す
る
普
通
賞
与
と
、
業
績
評
価
に
よ
り
一
部
の
者
へ
支
給
す
る
特
別
賞
与
と
い
う
二
本
立
て
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
普
通
賞
与
は
一
八
九
七

年
下
期
か
ら
三
井
営
業
店
共
通
の
規
則
（「
賞
与
内
規
」）
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
規
則
は
、
一
九
四
〇
年
代
ま
で
有

効
で
あ
っ
た
。
三
井
物
産
職
員
に
と
っ
て
、
こ
の
普
通
賞
与
に
関
す
る
規
則
の
共
通
化
は
、
普
通
賞
与
の
減
額
を
意
味
し
た
。
そ
の
た
め
、
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三
井
物
産
で
は
特
別
賞
与
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
の
拡
大
、
支
給
額
の
引
き
上
げ
を
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
職

員
の
業
績
を
評
価
す
る
際
に
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
客
観
的
な
数
値
が
得
ら
れ
る
「
損
益
明
細
表
」
が
一
九
〇
四
年
上
期
か
ら
作
成
さ
れ
て

い
る
。

第
四
の
課
題
は
、
特
別
賞
与
の
支
給
体
系
が
い
つ
完
成
し
た
の
か
、
ま
た
特
別
賞
与
の
詳
細
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

特
別
賞
与
の
制
度
は
、
著
し
く
累
進
的
な
月
給
相
当
月
数
あ
る
い
は
絶
対
額
と
な
る
支
給
体
系
と
し
て
完
成
さ
れ
た
。
最
上
位
は
「
支
店

長
級
」
で
半
期
毎
に
月
給
二
〇
か
月
相
当
程
度
、
最
下
位
は
平
職
員
の
半
期
毎
に
一
・
五
か
月
相
当
（
あ
る
い
は
一
か
月
相
当
）
で
あ
り
、

し
か
も
、
た
と
え
ば
「
支
店
長
級
」
の
中
で
も
ラ
ン
ク
付
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
二
〇
か
月
相
当
を
大
幅
に
上
回
る
額
を

受
給
す
る
者
が
あ
る
。
支
給
対
象
も
三
年
以
上
勤
務
者
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
既
に
一
九
二
六
年
時
点
で
は
こ
の
よ
う
な
支
給
体
系
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
支
給
体
系
は
、
一
九
一
四
年
上
期
（
特
別
賞
与
の
支
給
枠
を
総
益
金
の
五
％
か
ら
一
〇
％
へ
引
き
上
げ
）
頃
か
ら
始

ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

特
別
賞
与
の
詳
細
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
上
期
あ
る
い
は
一
九
三
一
年
下
期
で
支
店
な
ど
か
ら
の
申
請
内
容
を
み
る

と
、
部
店
長
等
が
特
別
賞
与
を
算
定
す
る
際
に
、
①
月
給
を
基
準
と
し
て
基
礎
部
分
（
一
九
二
六
年
上
期
で
は
月
給
の
一
・
五
か
月
、
一
九

三
一
年
下
期
で
は
月
給
の
一
か
月
）
、
②
役
職
に
対
す
る
支
給
部
分
、
③
業
績
評
価
に
よ
る
支
給
部
分
で
、
そ
れ
ぞ
れ
金
額
を
記
し
、
そ
れ

ら
を
合
計
し
て
特
別
賞
与
額
と
し
て
申
請
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
申
請
す
る
特
別
賞
与
額
は
、
月
給
に
連
動
す
る
部
分
、
役
職
に
連
動
す
る

部
分
、
業
績
に
連
動
す
る
部
分
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
単
に
業
績
評
価
だ
け
で
額
が
算
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
特
別
賞
与

と
は
別
に
包
金
と
い
う
名
称
の
特
別
賞
与
が
存
在
し
た
。
一
九
二
六
年
上
期
で
は
包
金
の
支
給
対
象
は
、
特
別
な
業
務
に
就
い
て
い
る
者

（
た
と
え
ば
シ
ド
ニ
ー
支
店
の
羊
毛
担
当
）
や
一
時
的
に
飛
び
抜
け
た
業
績
を
上
げ
た
者
の
よ
う
で
あ
る
。
一
九
三
一
年
下
期
に
な
る
と
包
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金
は
原
則
と
し
て
廃
止
と
な
り
、
例
外
は
「
特
種
之
事
情
」
が
あ
る
場
合
（
た
と
え
ば
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
か
ら
一
人
で
メ
キ
シ

コ
に
派
遣
さ
れ
た
者
）
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
。

つ
ぎ
に
②
と
③
を
比
較
す
る
と
、
掛
主
任
以
上
の
役
職
で
は
、
多
く
の
場
合
、
③
業
績
評
価
（
金
額
）
が
②
役
職
評
価
（
金
額
）
を
上
回

る
よ
う
で
あ
る
（
部
店
長
等
に
つ
い
て
は
不
明
）
。
と
す
る
と
最
大
の
評
価
要
素
は
業
績
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
③
は
役
職
を
考
慮
し
て
金

額
が
算
定
さ
れ
る
た
め
、
役
職
が
金
額
の
多
寡
に
大
き
く
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
実
際
の
特
別
賞
与
支
給
額
は
、
よ
り
上
位
の

職
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
絶
対
額
・
月
給
相
当
月
数
が
急
増
す
る
こ
と
に
な
る
。

普
通
賞
与
の
支
給
額
は
だ
れ
で
も
半
期
に
月
給
一
・
九
五
か
月
相
当
（
た
だ
し
皆
勤
者
）
で
あ
っ
た
た
め
、
特
別
賞
与
に
普
通
賞
与
を
加

え
て
み
る
と
、
各
職
員
の
賞
与
は
普
通
賞
与
分
が
底
上
げ
さ
れ
て
、
賞
与
全
体
は
、
特
別
賞
与
と
同
様
、
役
職
に
連
動
す
る
著
し
く
累
進
的

な
支
給
体
系
（
月
給
相
当
月
数
あ
る
い
は
絶
対
額
で
の
分
布
）
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
月
給
な
ど
を
加
え
た
給
与
総
額
（
外
国
在

勤
手
当
を
除
く
（
１
））
で
も
、
そ
の
多
寡
を
規
定
し
た
基
本
的
な
要
因
は
役
職
と
考
え
ら
れ
る
。
念
の
た
め
述
べ
れ
ば
、
月
給
額
が
高
い
者
の
方

が
必
ず
給
与
総
額
が
高
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
五
の
課
題
は
、
職
員
の
賞
与
と
比
べ
る
と
、
重
役
賞
与
は
ど
の
よ
う
な
水
準
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

会
社
設
立
時
か
ら
、
重
役
に
対
し
て
は
、
純
益
金
の
何
％
を
賞
与
と
し
て
支
給
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
（
た
と
え
ば
総
轄

益
田
孝
は
一
〇
％
、
副
総
轄
木
村
正
幹
は
五
％
）
、
純
益
金
の
一
〇
％
が
賞
与
枠
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
職
員
と
比
較
す
る
と
、
重
役
の

賞
与
は
職
員
の
賞
与
と
は
隔
絶
し
た
水
準
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
八
九
二
年
上
期
に
は
各
重
役
へ
の
賞
与
額
が
低
下
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
八
九
六
年
下
期
か
ら
三
井
物
産
の
純
益
金
の
一
〇
％
が
三
井
元
方
へ
回
付
さ
れ
、
三
井
元
方
に
集
め
ら
れ
た
三
井
各
営
業
店
の
純
益
金
か

ら
、
三
井
物
産
の
重
役
な
ど
に
賞
与
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
三
井
物
産
の
重
役
が
受
け
取
る
賞
与
額
が
増
大
し
、
再
び
職
員
と
の

格
差
が
拡
大
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
〇
九
年
一
〇
月
に
三
井
物
産
が
株
式
会
社
化
さ
れ
る
と
、
重
役
は
再
び
三
井
物
産
か
ら
賞
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与
を
受
け
取
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
重
役
へ
支
給
さ
れ
る
賞
与
の
総
額
は
「
利
益
」
の
一
〇
％
と
定
め
ら
れ
た
。
重
役
賞
与
の
総
額

を
「
利
益
」
の
一
〇
％
と
す
る
内
規
は
一
九
三
〇
年
代
中
頃
に
池
田
成
彬
が
規
制
を
加
え
て
引
き
下
げ
る
ま
で
続
い
た
。
引
き
下
げ
ら
れ
た

後
の
一
九
三
七
年
頃
で
推
測
す
る
と
、
常
務
取
締
役
の
賞
与
は
支
店
長
の
な
か
で
最
多
の
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
の
賞
与
（
特
別
賞
与
と
普
通
賞

与
の
合
計
）
と
比
べ
る
と
、
約
五
倍
で
あ
る
。
重
役
賞
与
の
水
準
は
職
員
（
支
店
長
・
主
任
・
平
社
員
な
ど
）
に
比
べ
て
隔
絶
し
た
高
さ
に

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
池
田
に
よ
る
引
下
げ
前
に

�る
と
、
最
多
の
支
店
長
と
比
べ
て
も
一
〇
倍
も
の
違
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
日
露
戦
後
の
時
期
ま
で
は
、
重
役
の
賞
与
と
職
員
の
賞
与
と
の
間
に
は
、
月
給
相

当
月
数
に
お
い
て
も
、
絶
対
額
に
お
い
て
も
隔
絶
し
た
格
差
が
存
在
し
た
も
の
の
、
職
員
の
な
か
で
は
上
級
職
員
と
下
級
職
員
と
の
差
は
重

役
・
職
員
間
の
差
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
一
四
年
上
期
頃
に
は
、
上
級
職
員
の
特
別
賞
与
と
下
級
職
員

の
特
別
賞
与
と
の
間
に
、
月
給
相
当
月
数
で
も
絶
対
額
で
も
大
き
な
格
差
が
生
じ
、
月
給
相
当
月
数
で
み
て
も
絶
対
額
で
み
て
も
賞
与
の
著

し
く
累
進
的
な
支
給
体
系
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系
に
変
更
さ
れ
る
際
に
、
職
員
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
賞
与
を
適
切

に
査
定
す
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
個
人
の
業
績
に
関
す
る
客
観
的
な
デ
ー
タ
つ
い
て
は
「
損
益
明
細
表
」
（
一
九
〇
四
年
上

期
か
ら
作
成
）
な
ど
の
数
値
が
既
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
裏
付
け
と
し
て
、
月
給
、
役
職
評

価
、
役
職
を
考
慮
し
た
業
績
評
価
に
よ
っ
て
特
別
賞
与
が
査
定
さ
れ
、
こ
の
う
ち
役
職
評
価
と
役
職
を
考
慮
し
た
業
績
評
価
、
と
く
に
後
者

に
重
点
を
置
い
た
金
額
査
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
位
の
役
職
の
者
ほ
ど
月
給
相
当
月
数
・
絶
対
額
が
著
し
く

増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
ま
か
に
い
う
と
、
最
上
位
に
あ
る
支
店
長
級
の
特
別
賞
与
は
平
均
で
月
給
の
二
〇
か
月
相
当
、
最
下
位
に
あ

る
平
社
員
は
一
・
五
か
月
相
当
（
あ
る
い
は
一
か
月
相
当
）
と
な
り
、
し
か
も
支
店
長
の
な
か
で
も
平
均
を
大
幅
に
上
回
る
者
が
存
在
し
た
。

職
員
（
月
給
者
）
は
皆
勤
者
で
あ
れ
ば
役
職
に
関
わ
り
な
く
、
半
期
一
・
九
五
か
月
の
普
通
賞
与
が
支
給
さ
れ
る
た
め
、
特
別
賞
与
に
普

通
賞
与
を
加
え
た
賞
与
合
計
で
は
、
相
当
月
数
で
や
や
累
進
性
が
緩
和
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
職
員
に
関
す
る
賞
与
全
体
の
支
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給
体
系
は
著
し
く
累
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
重
役
を
も
含
め
て
み
る
と
、
賞
与
の
累
進
性
は
、
さ
ら
に
著
し
く
な
る
。

三
井
物
産
に
お
い
て
は
、
個
人
間
の
競
争
を
促
そ
う
と
す
る
様
々
な
仕
組
み
（
学
歴
に
縛
ら
れ
な
い
昇
給
・
昇
格
、
下
位
の
職
員
へ
の
権

限
委
譲
、
職
員
が
あ
げ
た
純
益
の
明
確
化
な
ど
）
が
こ
の
よ
う
な
賞
与
制
度
を
生
み
出
し
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
賞
与
制
度
が
職
員
個
人
間

の
競
争
を
促
す
仕
組
み
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

1）
外
国
在
勤
手
当
は
勤
務
地
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
除
外
す
る
。
日
本
よ
り
も
格
段
に
物
価
水
準
が
高
い
米
国
で
は
、
月
給
額
を
大
き
く
上
回

る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
張
所
の
一
九
三
三
年
上
期
予
算
査
定
額
で
み
る
と
、「
社
員
給
料
」（
月
給
額
）
一
八
〇
〇
ド
ル
に
対
し
て
「
社
員

在
勤
手
当
」
（
外
国
在
勤
手
当
）
は
一
万
ド
ル
で
あ
り
、
月
給
額
の
五
・
六
倍
で
あ
る
。
「
昭
和
八
年
上
期
経
費
及
間
接
諸
掛
予
算
査
定
額
」

（
E
n
try

#
6
3
C
o
n
ta
in
er#

5
9
）
。

［
付
記
］
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

1
6Ｋ

0
3
7
6
8の

助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

128



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


